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資 料 １

１ 人権施策基本方針の概要

この方針は「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」に基づき策定する人権施策の基本となるべき

方針で、３つの基本理念を掲げ、県の人権施策の中・長期的な方向性を示すものです。
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※基本方針はおおむね５年後の
令和８（２０２６）年を目途に見直す。



〇条例の改正施行(令和３年４月)

「鳥取県人権尊重の社会づくり
条例」を、人種、国籍、民族、信
条、年齢、性別、性的指向、性自
認、障がい、感染症等の病気、職
業、被差別部落の出身であること
その他の事由を理由とする差別行
為（インターネットを通じて行う
行為を含む）を禁止するものに改
正し、人権が尊重される社会づく
りを一層促進することとしました
。

県では、SDGs の理念を踏まえた人権施策の推進とインターネットやSNSの発達、新型コロナウイルス感染拡

大など複雑化・多様化する人権問題に対応するため、令和４年２月に人権施策基本方針を改訂しました。

（１）条例改正に基づく構成の見直し
令和３年４月に行った「鳥取県人権尊重の社会づくり条例」の改正に基づき構成を見直しました。

第1章 基本的な考え方 第2章 人権教育・人権啓発の推進

第3章 （新）差別実態の解消に向けた施策 第4章 （新）相談支援体制の充実

第5章 （新）人権施策の推進に資する調査 第6章 （新）共通して取り組む重要施策

第７章 分野別施策の推進 第8章 人権施策の推進体制

（２）社会情勢の変化
法制度の整備、インターネットやSNSの発達、新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、

複雑化・ 多様化する人権問題への対応を盛り込みました。
〇インターネット上での人権侵害行為への対応

〇新型コロナウイルス感染症等病気に関わる人の人権侵害行為への対応

○部落差別解消法やパワハラ防止法等の法整備を踏まえた改訂

（３）鳥取県人権意識調査の結果を反映
鳥取県人権意識調査（令和2年5月）の結果で明らかになった、県民の人権に関する認識や差別

実態による課題を抽出し、施策の基本的方向などに反映させました。
〇各章の現状と課題に調査結果を反映

第 ４ 次 改 訂 の ポ イ ン ト 等
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２ 第４次改訂期間（令和４～７年度）の進め方

基本方針（施策の基本的方向）に沿った具体的施策で構成するアクションプラ
ンに基づき人権施策を推進し、その成果等を検証しながら、当該プランの改善・
充実を図りフォローアップを行うことにより、基本方針を着実に推進する。
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３ 主な具体的施策の概要
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第２章 人権教育・人権啓発の推進 Ⅰ 人権教育

＜令和６年度の主な実績＞

①学校教育
・研修事業︓「⿃取県⼈権教育基本⽅針－第３次改訂ー」の周知を図るとともに、県外の先進事例等を学び、⼈権教育推進に向けて

研究協議するための研修会等を実施
・指導事業︓各学校、校区等での研修会等へ指導主事が出向き、⼈権教育の指導内容・指導⽅法等について指導・助⾔を実施
・⼈権学習講師派遣事業︓個別的な⼈権問題（性的マイノリティ、障がい者等）について当事者や関係者を講師とする学習会を実施

②社会教育
・⼈権教育アドバイザー事業︓市町村における⼈権教育の⼀層の推進充実を図るため、⿃取県⼈権教育アドバイザーを委嘱し、市町村

の社会教育における⼈権教育⾏政の実情を把握し、諸課題解決のための助⾔を実施
・市町村⼈権教育⾏政担当者会︓市町村の⼈権教育を担当する⾏政職員、⼈権教育推進員を対象として、事業説明、情報交換を

２回実施

Ⅰ 前半の評価・実績
・ 「⿃取県⼈権教育基本⽅針－第３次改訂ー」の周知に努め、⿃取県がめざす⼈権教育の浸透が窺える。
・⼈権学習講師派遣（事業）においては、各学校が学習計画の中に学習会を適切に位置づけ、効果的な⼈権学習が⾏われている。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・自尊感情を高め、多様性を尊重することでいじめの未然防止等に資する研究・実践を進め、その効果の普及を図る。
・「こども基本法」や「SOGI理解増進法」の制定、「⽣命（いのち）の安全教育」の推進等、時事を捉えた⼈権教育を推進する。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

令和６年度に⾏った取組に継続して取り組む。なお、拡充等案件については次のとおり。
・公⽴⼩学校に校内サポート教室を新設（3校）
・公⽴⼩学校におけるスクールカウンセラー配置時間の拡充（6校に重点配置）



第２章 人権教育・人権啓発の推進 Ⅱ 人権啓発

＜令和６年度の主な実績＞

①県⺠に対する啓発
・県内の団体が企画した⼈権啓発活動の取組について、委託事業２件、補助⾦２件の⽀援を実施。
・年２回⼈権情報誌を作成し、県内の学校や市町村、企業等に配布。
・「部落解放⽉間」「性暴⼒に係る⼈権」「北朝鮮⼈権侵害問題啓発週間」をテーマに、⼈権啓発ラジオCMを放送。
・⼈権週間（12/4〜10）中の休日（7日(土)）に、県⺠参加型のイベントとして「⼈権フェスティバル」を開催。
・各学校を対象としたカラーユニバーサルデザイン（UD）出前授業を６回実施。

②企業への啓発
・ビジネスと⼈権の観点から、企業トップ等を対象としたセミナーを２回実施。

Ⅰ 前半の評価・実績
・⼈権に係る研修・講習会、出前授業の実施や、⼈権情報誌の発⾏、時期に合わせたラジオCMの放送等、効果的
な情報発信を⾏った。

・⼈権週間に実施している⼈権フェスティバルは、子どもから大⼈まで200〜300名の来場があり、県⺠が⼈権の意義
や重要性に関する理解を深める機会となっている。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・引き続き、広く県⺠の⼈権に関する知識の習得や、家庭、地域、学校、職場等⾝近な問題として⼈権を考える機会

を設けるなど、効果的な啓発に努める。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①〜②正しい知識の普及啓発、人権啓発活動事業
・令和６年度に⾏った取組に継続して取り組む。

第３章 差別実態の解消に向けた施策
第４章 相談支援体制の充実

＜令和６年度の主な実績＞

①人権相談窓口の運営
・東中⻄部窓⼝で対応。「同和問題・部落差別相談窓⼝」「障がい者差別解消相談⽀援センター」「こどもいじめ⼈権相談窓⼝」等を運
営した。

②相談員の資質の向上
・新たに⼈権に関する相談窓⼝としてスーパーバイズ機能を発揮するよう、基礎研修２回、専門研修２回を実施した。

③差別事象の把握
・市町村からの報告、インターネットモニタリング、相談窓⼝への相談等から県内で発⽣している差別事象について把握した。

④差別事象検討小委員会（１回開催）
・県内で発⽣している差別事象について、原因・背景の分析、対応策や啓発の取組等について検討した。

Ⅰ 前半の評価・実績
・⼈権に関する総合的な相談窓⼝として、スーパーバイズ機能を果たすこととし、関係機関との連携を推進した。
・県・市町村職員の相談対応研修（基礎研修・専門研修）を開催して、相談員の資質向上を図った。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・引き続き関係機関の連携の推進、相談資質向上等を通じて相談⽀援体制を充実していく。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①〜④人権相談窓口の運営、相談員の資質の向上、差別事象の把握等
・令和５年度に⾏った取組に継続して取り組む。
・相談員研修について、分野を広げるなどより幅広い知⾒を得られるよう検討して実施する。



第６章 共通して取り組む重要施策 ２ ビジネスと人権

＜令和６年度の主な実績＞

①企業の取組の推進
・公正採用選考⼈権啓発推進員未設置の県内事業所へ企業⼈権啓発相談員が訪問し、推進員設置を働きかけた。
・公正採用選考⼈権啓発推進員を対象とした「公正採用選考⼈権啓発推進員研修会」を年３回開催。（R6︓計1,068名参加）

②ハラスメント防止の推進
・企業が⾏う社内研修（ハラスメント、メンタルヘルスケア等）へ講師を派遣。（R7.1⽉末時点︓派遣企業数60社、1,918名参加）
・経営者・労働者を対象に労働関係法令、労使間トラブルやハラスメントに関するセミナーを開催。

（R7.1⽉末時点︓17回開催、646名参加）
③労使間の問題解決支援

・「労使ネットとっとり」により関係機関と連携して労使間の問題解決を⽀援。（R6︓合同相談会３回開催）
④新たな人権課題への対応

・「企業と⼈権〜職場からつくる⼈権尊重社会〜」をテーマに企業トップ⼈権セミナーを商⼯会議所所属の企業等に対し２回実施（再掲）

Ⅰ 前半の評価・実績
・企業における社内研修・セミナー等へ講師を派遣するとともに、公正採用選考⼈権啓発推進員の設置を働きかけ、企業内での⼈権意
識の向上を図ってきた。また、労使間の問題解決⽀援も着実に実施している。併せて、「企業トップ⼈権セミナー」を開催するなどビジネス
と⼈権に関して企業への理解促進を図った。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・引き続き企業内での労働者の⼈権が守られるよう取り組むとともに、ビジネスと⼈権についての県⺠の理解増進に関する施策を進める。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①〜④企業への啓発、相談、セミナー等
・令和６年度に⾏った取組を継続して実施する中で、県内企業とそこで働く労働者への啓発活動をより充実させる。
・（新）②ハラスメント防止の促進のため、カスタマーハラスメントの理解・対策をテーマにしたセミナーや広報物を作成し、労働者の周知を促す。

Ⅰ 前半の評価・実績
・普及啓発サイトや冊子の作成により、デジタルメディアリテラシーについて広く周知を図るとともに、デジタルメディアリテラシーについて正しく
伝えてもらうための研修用教材の作成及び研修の実施による教育啓発の充実を図った

・デジタル社会におけるSNS等の危険から子どもたちを守るため保護者や教職員の情報モラルやメディアリテラシー等の向上が図られた
Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項

・時勢に応じて課題となる事案を捉えながら、インターネット上の⼈権に対する啓発を引き続き推進する
・子どものみならず保護者、教職員など大⼈たちの情報モラルやメディアリテラシー等を向上させるため積極的に指導者の養成と指導の
機会を拡大し、理解の深化を図っていく

第６章 共通して取り組む重要施策 ３ デジタル社会における人権

＜令和６年度の主な実績＞

①デジタルメディアリテラシー向上事業（啓発）
・デジタルメディアリテラシー（デジタルメディア情報を正しく⾒極め、正しく⾏動する能⼒）を高めていくための普及啓発サイト「デジタルメディ
アリテラシーの夜明け」について、冊子やSNS等でのWeb広告を活用し周知を図った

②インターネットとの適切な接し⽅教育啓発推進事業（教育）
・子どもたちや保護者、教職員に対し、⺠間（関係企業・団体等）と連携して、電子メディア機器とのよりよい接し⽅について講演等を通
じて啓発を⾏った
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①偽・誤情報から県⺠を守る事業（啓発）
・普及啓発サイト「デジタルメディアリテラシーの夜明け」のコンテンツを拡充する
・氾濫する偽・誤情報や犯罪情報から県⺠の安⼼安全や⺠主主義を守ることを目的に、県⺠の免疫⼒を高める啓発運動「情報的健康
県⺠プロジェクト」を展開する

②インターネットとの適切な接し⽅教育啓発推進事業（教育）
・子どもだけでなく保護者や教職員の情報モラルやメディアリテラシー等に関する知識と理解の向上を進める



第７章 １ 同和問題

＜令和６年度の主な実績＞

①部落解放⽉間（７⽉１０⽇から８⽉９⽇まで）での啓発
・若年層へのＰＲを狙い、マンガを活用したポスター、リーフレット等を作成するとともに県⺠の⽅々に部落差別問題についての理解を深めて
もらうよう⼈権・同和問題講演会を開催した。また⿃取、倉吉、⽶子の各駅で街頭啓発を⾏ったほか、県政だよりで部落差別解消の啓
発広報を実施した。

②身元調査お断り運動（９⽉）における啓発
・⾝元調査お断りのリーフレットを市町村等関係機関に配付して周知を図った。

③隣保館相談支援機能強化事業の実施
・⿃取県隣保館連絡協議会に委託して、隣保館の相談⽀援機能強化を図るためのアドバイザーによる助⾔等の⽀援や隣保館職員の資
質向上を図るため、隣保事業ソーシャルワーカー養成研修等を実施した。

④モニタリング（削除要請）の実施
・インターネット上での差別的な書込や誹謗中傷について、県、市町村、関係団体により構成する⿃取県同和対策協議会においてモニタ
リング・削除要請を実施した。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①〜③啓発、隣保館相談支援機能強化
・令和６年度に実施した取組を継続して⾏う。

Ⅰ 前半の評価・実績
・部落解放⽉間でのマンガを活用したポスター等の作成や講演会の開催、⾝元調査お断り運動等の啓発活動に取り組んだ。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・部落差別問題について理解を深めてもらうよう引き続き啓発活動に取り組むとともに、被差別部落の住⺠の⽅の困りごとを解消できるよ
う市町村、⿃取県隣保館連絡協議会等と連携して取り組んでいく。

第７章 ２ 男女共同参画に関する人権
＜令和６年度の主な実績＞

①学校教育・社会教育、②啓発・支援体制の充実化、⑥あらゆる暴⼒の根絶
・県内⼩・中・高・大学と連携し、⼥性の参画が少ない分野で活躍する⽅の講話や⼥性従業員と子どもたちとの意⾒交換会など学校における
自発的な活動を⽀援した。（⼩・中・高校・大学９校）

・県内⼩・中・高等学校やPTA、自治会、企業等に男⼥共同参画センター職員が出向き、男⼥共同参画の推進に関する啓発を⾏った。
（出前講座67回、参加者延べ2,390⼈(3⽉末時点)、うち⼩・中・高等学校22校817⼈(3⽉末時点) ）

・専任相談員による⼀般相談窓⼝を設置し相談対応した。（電話相談1,763件、面談相談126件、計1,889件）
③性別に関係なく誰もが能⼒を発揮できる職場環境づくり
・性別にかかわりなく誰もが働きやすい職場づくりに取り組む「男⼥共同参画認定企業」の認定を促進した。（69件増、累計1,100社）

④⼥性の政策・⽅針決定過程への参画推進、⑤男性の家庭⽣活・地域⽣活への参画促進
・県内企業における⼥性管理職の登用に向けた環境整備、⼥性従業員のキャリア形成・スキルアップ⽀援のための各種セミナー開催のほか、
働く⼥性同⼠のネットワークづくり⽀援や、経営者向け研修、社労⼠派遣による伴⾛⽀援など、⼥性活躍を推進する上での⽀援を⾏った。

・男性の家事・育児・介護等への参画や夫婦の家事分担のきっかけとなる啓発ツール「家事シェア手帳」を配布したほか、島根県と連携した
キャンペーンとして地元テレビ局のミニ番組制作など多様な広報媒体を活用して情報発信を⾏った。

Ⅰ 前半の評価・実績 ・教育の場や意識啓発の機会を通じて、根強く残る固定的な性別役割分担意識の解消に努めてきたほか、企業等への⽀援
を通じて、性別にかかわらず家庭と仕事を両⽴できる職場環境づくり、性別によって不利益な取扱いを受けることなく⼀⼈⼀⼈が個性と能⼒を活かすこ
とのできる職場環境づくりが進むよう、男⼥共同参画に関する理解を深め定着を図る取組を講じてきた。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項 ・男⼥共同参画に関する条例や基本計画などの趣旨を踏まえ、家庭・地域・職場などあらゆる場で県⺠⼀⼈⼀
⼈の⼈権が尊重される社会の実現に向けた各種施策の展開・推進を図る。特に⼥性が働きやすく暮らしやすい環境づくりに向けて、その阻害要因とされ
る性別に関するアンコンシャス・バイアス解消に向けて、草の根的な対話などから課題を汲み上げ、産官学⾦労⾔⼠など多様な属性の⽅々との意⾒交
換しながら、情報発信・周知啓発等を通じて県⺠運動として展開していく。 12

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につい
ての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞
性別に関するアンコンシャス・バイアス解消に向けた男⼥協働の未来を創造していく県⺠運動の展開
・(新) 固定的性別役割分担意識などに基づく職場での働きづらさや地域での暮らしづらさについて、県⺠との草の根的な対話やセミナー・フォー
ラム開催等を通じて課題を把握するとともに、産官学⾦労⾔⼠など多様な属性の⽅々との意⾒交換を踏まえた課題解決策の検討や、課題
解消のための周知啓発に係る情報発信等により、⼥性に選ばれる「働きやすく暮らしやすい」職場や地域づくりの県⺠運動を展開する。



第７章 ３ 障がいのある人の人権

＜令和７年度の主な取組予定＞
①〜④教育・啓発、社会参加と雇用の推進等
・令和６年度に⾏った取組に継続して取り組む
・障がい者の親亡き後を⾒据え、親がわが子の特徴や⽀援⽅法等を記す「安⼼サポートファイル」の普及・活用促進
・（新）大阪・関⻄万博会場を訪れる国内外の⽅に本県の障がいのある⼈の⽂化芸術活動の魅⼒やあいサポート運動の取組をＰＲ

＜令和６年度の主な実績＞
①教育・啓発の推進
・あいサポート企業拡大推進員による企業・団体への働きかけ、広報・普及啓発等によるあいサポート運動の加速化
・オンデマンド研修サイトを開設し、特別⽀援教育に関する指導⼒向上を図るとともに、児童⽣徒に分かりやすいユニバーサルデザインの授
業づくりを推進した。

②社会参加と雇用の推進
・あいサポート・アートセンターによるアート活動の相談⽀援、⼈材育成を実施するとともに、あいサポート・アートとっとり祭を開催
・障がい者就労事業振興センターにコーディネーターを配置して⼯賃向上に向けた相談、共同受注、⼈材育成を実施

③暮らしやすいまちづくりの推進
・障がい者ＩＣＴ相談窓⼝による相談、⽀援等により情報アクセシビリティの向上を図った。

④その他
・精神障がい者の地域⽣活⽀援体制構築の推進のほか、親亡き後に必要とされる⽀援についての検討を進めた。

13

Ⅰ 前半の評価・実績
・障害者差別解消法の理念を先取りしたあいサポート運動の取組の加速化、「聞こえない、聞こえにくい子どものサポートセンター」設置
による障がい者情報アクセシビリティの推進のほか、デジタルバリアフリー美術館の開設等アートの取組も進化するとともに精神障がい者
の地域移⾏の体制構築を図った。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・合理的配慮義務化の契機をとらえたあいサポート運動の更なる拡大、就労継続の⽀援や質の向上、新たなツールによる情報アクセス
の更なる向上等を図ること等により、障がい者が安⼼して暮らせる社会づくりを推進する。

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

第７章 ４ こどもの人権（その１）
＜令和６年度の主な実績＞

①啓発・教育
・学校において、子どもの⼈権学習会や、教職員・PTA等を対象とした⼈権研修を実施
・家庭教育やいじめ問題等に関する研修会への各種専門家の派遣

②相談事業
・いじめ問題に関することや不登校等、教育相談全般に関する電話相談、メール相談、来所相談の実施

③いのちを育む教育の推進
・県⽴学校に、産婦⼈科医師や助産師等を講師として派遣 ２８校、延べ７５⼈派遣

④健全育成のための環境整備
・電子メディア機器とのよりよい接し⽅の授業や教職員・保護者研修を実施

⑤いじめ・暴⼒、不登校への対応
・校内サポート教室を公⽴中学校（１５校）に設置し、学校⽣活適応⽀援員を公⽴⼩学校（２０校）に配置
・SNSを活用したいじめ通報システムを県⽴高等学校（１４校）に導⼊

⑥体罰防止
・暴⼒・体罰等に頼らない指導の在り⽅等について、部活動の指導者に対し研修会を開催

14

Ⅰ 前半の評価・実績
・いじめ・不登校等対策連携会議の開催により関係機関の連携を推進し、市町村アドバイザー派遣による校内研修等で学校の⽀援
体制強化を図った。また、専門的知識を有する地域⼈材を県内の学校等に研修会講師として派遣し、ネット依存や⼈間関係のトラブ
ルといったインターネットの不適切な利用による問題発⽣予防に寄与した。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・子どもの権利の更なる理解浸透を図り、教育活動全体を通じて子どもに権利の主体としての意識を育てる教育を推進する。

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

令和６年度に⾏った取組に継続して取り組む。なお、拡充等案件については次のとおり。
・公⽴⼩学校に校内サポート教室を新設（3校）
・公⽴⼩学校におけるスクールカウンセラー配置時間の拡充（6校に重点配置）



Ⅰ 前半の評価・実績
・児童虐待防止のための⽀援体制整備や、思春期の子どもへの相談⽀援を着実に実施した。また、ヤングケアラー⽀援などの新たな課題

にも取り組み、LINE相談やオンラインサロンなど当事者に寄り添った手法を取り⼊れながら相談体制を充実させた。
Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項

・令和６年３⽉に策定した「シン・子育て王国とっとり計画」の基本的⽅針（全ての子どもの意⾒表明機会の確保、意⾒の尊重）に基づ
き、子ども専用サイト「キッズポートットリ」内への意⾒箱の設置、集約した意⾒の施策への反映、子どもが主体的に意⾒を交わし政策提
⾔に繋げる「子どもミーティング」の実施など、子どもを権利の主体として尊重する取組を⼀層推進する。

第７章 ４ こどもの人権（その２）
＜令和６年度の主な実績＞

①相談支援体制の充実
・思春期の若者の⼼⾝の悩みについて助産師による電話・メール・LINE相談、性と健康の相談センターで保健師による相談を実施

②児童虐待防止、要保護児童、要支援家庭、子どもの貧困対策の推進
・児童福祉審議会を新たに設置（R6.10）し、児童福祉施策等の課題解決に向けた推進体制を強化

③子どもの権利への取組の推進
・日本版ＤＢＳ制度や⺠法改正による共同親権導⼊等についての周知を図るための講習会を開催
・児童養護施設への派遣拡大に伴い、意⾒表明⽀援員（アドボキット）を増員（７名→16名）
・子どもが権利の主体として、意⾒表明や政策提⾔への参画の機会を確保するため、「子どもミーティング」を東中⻄部地区で実施
・ヤングケアラーも対象とした孤独・孤⽴に係る実態調査を実施(R6.7〜９)し課題を把握

④⻘少年の健全な育成のための環境整備の推進
・SNSやデジタル技術を使った犯罪被害から子どもたちを守るため、⿃取県⻘少年健全育成条例を改正（令和７年４⽉１日施⾏）

＜令和７年度の主な取組予定＞

・プレコンセプションケア推進のため、市町村と協働でプレコンセプションケア健診事業と普及啓発・情報発信・相談対応を実施
・「子どもミーティング」を市町村との連携を図りながら東中⻄部地区で引き続き実施
・「⻘少年SNS・ネット悩みごと相談窓⼝」の開設、フィルタリング利用についての広告、リーフレット配布による周知・啓発の徹底

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

第７章 ５ 高齢者の人権
＜令和６年度の主な実績＞
①相談支援体制の充実
・介護予防・日常⽣活⽀援総合事業の充実等に向け、市町村に対して伴奏型⽀援を⾏う⽀援員を増員し（2→3名）、各圏域の市
町村への派遣を通じて相談⽀援体制を拡充した。

・市町村における地域包括ケア推進⽀援を⾏うチーム（県、県社協、伴⾛⽀援員等で構成）に新たにリハビリテーション専門職連絡協
議会を加え、多職種連携を強化し、⽀援体制の充実を図った。

・令和６年度は新たに⺠間企業や医療専門職等の専門性を活かした市町村⽀援事業に取り組んだ。
・認知症コールセンター及び認知症本⼈家族のピアサポートを拡大、若年性認知症サポートセンター、認知症疾患医療センターの委託
を実施。

②社会参加・健康づくりの推進
・ねんりんピック選手派遣、高齢者運動会やシニア作品展の開催、元気な高齢者の⼈材バンク「とっとりいきいきシニアバンク」の運営

③認知症関連施策の充実
・認知症高齢者等⾏⽅不明対応ガイドラインの⾒直し、⾏⽅不明防止のためのＧＰＳ等への補助やアルツハイマー病治療薬の新薬
の検査及び投与を実施する市町村へ間接補助を開始、県内3圏域で認知機能の検査及び相談会を開催し、YouTube広告等で
広報活動を実施、包括提携協定に基づきスローショッピング、若年性認知症の啓発イベント開催。

④その他
・地域包括⽀援センター、市町村職員及び介護施設職員への高齢者虐待対応研修の実施

Ⅰ 前半の評価・実績
・R4から地域包括ケア推進⽀援チームによる市町村⽀援策の検討を実施し、相談⽀援体制の充実に取り組んだ。
・令和５年に成⽴した「認知症基本法」に基づき、認知症本⼈や家族の意⾒を取り⼊れながら認知症施策推進計画を作成した。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・市町村等職員の資質向上、多職種連携の強化に向けた取組を実施していく。
・認知症になっても安⼼して暮らせる社会とするため、認知症本⼈の視点に⽴った社会参加⽀援への取組を推進する。 16

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞
①〜④相談支援体制の充実、社会参加・健康づくりの推進等
・認知症本⼈ミーティングの動画による広報、ピアサポート箇所の拡大を追加。
・（新）スローショッピング実施⽀援事業

実証実験を踏まえたモデルスキームを基に協議会を開催し、協⼒店舗公募と助成、県⺠向けの啓発活動も実施。



第７章 分野別施策の推進 ６ 外国人の人権

＜令和６年度の主な実績＞ 多文化共⽣推進事業
①外国人総合相談窓口運営事業
・⽣活全般の情報提供及び相談窓⼝として多⾔語対応の「外国⼈総合相談窓⼝」を運営した。
・外国出⾝の国際交流コーディネーター（英語、中国語、ベトナム語）を配置した。（４名、東・中・⻄部の県内３箇所）
・外国⼈の視点から多⽂化共⽣の取組を進めるため、外国⼈の多⽂化共⽣コーディネーターを配置した。（１名）

②鳥取県多文化共⽣サポーター運営事業
・外国⼈住⺠と⾏政等との橋渡し役を務める⿃取県多⽂化共⽣サポーター制度を運営した。(委嘱サポーター:５団体・３個⼈(R6.3末現在)）

③地域⽇本語教育体制整備事業
・日本語教育に必要な体制整備づくりに向けて、学習機会の確保・充実、日本語教育に携わる⼈材の育成、企業等関係機関との連携
を進めた。（総合調整会議の設置、総括コーディネーターの配置 等）

④地域における外国人住⺠との共⽣推進事業
・企業や地域住⺠、市町村担当者を対象とした多⽂化共⽣や国際理解について学ぶ研修会を県内３か所（東部・中部・⻄部）で開催

Ⅰ 前半の評価・実績
外国⼈が安⼼して訪問、⽣活できる多⽂化共⽣社会を推進していくため、外国⼈総合相談窓⼝や多⽂化共⽣サポーターの設置・

運営、やさしい日本語の活用促進、災害時に備えた外国⼈⽀援の取組を⾏った。また、地域における国際交流や多⽂化共⽣を推進
するため、（公財）⿃取県国際交流財団に対して助成等を⾏った。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
前半の取組を継続するとともに、地域における日本語教育の体制整備(日本語講師の育成・確保)や、国際交流・多⽂化共⽣への

理解を深める普及啓発を進める。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞ 多文化共⽣推進事業
・引き続き、外国⼈相談窓⼝やコーディネーターの配置などにより外国⼈⽀援を進める。
・国際交流財団が実施している日本語クラスを再構築して質の向上を図るとともに、オンラインの活用や、市町村と連携した開催形式とし
て日本語教育の空白地帯の解消を目指すなど、地域における日本語教育体制整備を進める。

第７章 ７ 感染症等病気にかかわる人の人権

＜令和６年度の主な実績＞
①ハンセン病
ハンセン病問題に関する⼈権学習会・ 県⺠交流事業・ パネル展、⾥帰り⽀援、ハンセン病家族補償法に関する制度周知及び相談を実
施した。

②エイズ
性感染症予防の普及啓発（リーフレット配布、新聞広告、街頭キャンペーン）、保健所の無料・匿名検査を実施した。

③難病
難病患者及びその家族の相談に応ずる難病相談・⽀援センター並びに難病に係る課題を関係団体で協議する難病医療連絡協議会を設
置・運営するとともに、 医療費の⼀部公費負担を⾏った。

Ⅰ 前半の評価・実績
ハンセン病、難病 各種事業を計画的に実施した。（ハンセン病⼈権啓発事業・本県出⾝⼊所者⽀援事業・家族補償⽀援事業・補償制度の

周知・相談事業、難病等医療費助成事業・難病相談・⽀援センター、難病医療連絡協議会運営事業など。）
エイズ 時機を捉えた普及啓発、相談窓⼝の設置、派遣事業に取り組んだ。

・HIV検査普及週間（6/1-7）、性感染症予防キャンペーン（7-9⽉）、世界エイズデー（12/1）等
・性感染症患者の早期発⾒・早期治療のための相談窓⼝（各保健所）、無料・匿名検査
・患者や感染者の不安に対応するため、保健所等への臨床⼼理⼠派遣

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
ハンセン病、難病 令和６年度の新たな取り組みを加え、引き続き各⽀援事業を着実に実施する。
エイズ HIVを含む性感染症全般について、近年、感染が増加している世代に対して、SNSなどを活用して普及啓発を強化していく。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞
・引き続き当事者等への⽀援とともに、正しい知識・理解に関する普及啓発等を⾏っていく。



第７章 ８ 刑を終えて出所した人の人権

＜令和６年度の主な実績＞

①教育・啓発の推進
・「社会を明るくする運動」への協⼒

毎年７⽉の社会を明るくする運動強調⽉間、再犯防止啓発⽉間では、新聞やHPにおいて周知啓発を実施。
②相談・支援の充実
・鳥取県地域⽣活定着支援センター運営事業
高齢・障がいのため福祉的⽀援が必要な矯正施設出所者、被疑者・被告⼈について、出所・釈放後の⽀援を実施する
とともに、関係機関との連携強化を実施。

・高齢者・障がい者以外の出所者等に対する相談支援体制の構築
地域⽣活定着⽀援センターの⽀援対象外の者、その家族等向けの相談体制の構築について検討会を３回開催。

・市町村に対する再犯防止推進支援事業
研修会および連携会議を開催し、市町村との連携を図り、知⾒を深め、⽀援の充実を図った。

Ⅰ 前半の評価・実績
・R5.4第２期⿃取県再犯防止推進計画を策定し、「地域における包摂の推進」等５つを新たに重点課題として、これまでより官⺠⼀体となっ
て再犯防止に取り組むこととし、新規、拡充事業を開始した。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・これまで専門⽀援体制が構築されていなかった高齢・障がいのある者以外の者について、検討会を重ね、具体的な相談⽀援体制の整備を進

める。また、関係機関及び市町村との連携体制を強化していく。
19

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①教育・啓発の推進、②相談・支援の充実
・令和６年度に⾏った取組に継続して取り組むとともに、高齢者・障がい者以外の出所者及び家族に対して保護司を中

⼼とした相談⽀援を開始する。

第７章 ９ 犯罪被害者等の人権

＜令和６年度の主な実績＞
①相談・支援

・⺠間⽀援団体（とっとり被害者⽀援センター、性暴⼒被害者⽀援センターとっとり）へ相談受付、⽀援を委託実施
相談件数（R６） とっとり被害者⽀援センター︓364件、性暴⼒被害者⽀援センターとっとり︓576件

・県に犯罪被害者⽀援の専門組織「犯罪被害者総合サポートセンター」を設置し、県警本部・⺠間⽀援団体等との連携、協⼒の下、
被害直後から犯罪被害者に寄り添いワンストップで⽀援を提供

②研修・啓発
⼀般県⺠、被害者⽀援に携わる者等に向けた講座等を開催
学校等における学習会及び出前講座を開催

Ⅰ 前半の評価・実績
⺠間⽀援団体が⾏う相談・⽀援事業に対する助成を⾏うとともに、当事者による講演等を含む研修会等を実施し、犯罪被害者等⽀援

に対する県⺠の理解を深める啓発を推進した。また、令和５年７⽉には「犯罪被害者に寄り添う⽀援のあり⽅検討会」を設置し、被害直
後から中⻑期にわたり、寄り添った⽀援が提供できるよう検討を⾏った。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
R6.4.1に設置した「犯罪被害者総合サポートセンター」において、県、警察、⺠間⽀援団体等との連携により、犯罪被害者等に寄り添っ

た⽀援を途切れることなく提供するとともに、県⺠の理解が深まり被害者の権利が保護される社会を目指し、 取組みを推進する。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞
①相談・支援の充実

犯罪被害者に寄り添った⽀援を提供できるよう、多機関が連携した⽀援体制を強化
・（新）犯罪被害による負傷等を認めた場合の県への連絡及び犯罪被害者の受診に協⼒する「犯罪被害者⽀援協⼒医療機関

制度」を創設
②啓発の推進
これまでの取組を継続しつつ、理解促進の取組を強化

・（新）犯罪被害者⽀援への理解を深め、休暇制度の導⼊等に取り組む企業を認定する「犯罪被害者サポート企業制度」を創設



第７章 １０ 性的マイノリティの人権

＜令和６年度の主な実績＞

①啓発・教育
・多様な性のあり⽅について学ぶ学習会の講師を派遣し、⼩学校７校、中学校３校、高校３校で実施
・性の多様性に関する理解促進のため、県内企業・団体等へ講師を派遣

②相談事業
・「⿃取県LGBTQ寄り添い電話相談窓⼝」を開設し、当事者や当事者やそのご家族等の悩みや思いに寄り添った相談を実施 10件

③人材育成
・性に関する基礎知識、、ケース検討、窓⼝対応等についての全3回の研修を実施。

④その他
・「とっとり安⼼ファミリーシップ制度」の運用、研究会を開催し制度のモニタリングを⾏った。

Ⅰ 前半の評価・実績
・学校における学習会への講師派遣、⼀般県⺠向けの講演会など多様な性に対する理解や認識を深める教育、啓発を推進するとともに、
相談窓⼝を開設して相談⽀援体制の充実を図った。また、 コミュニティスペースの運営による当事者⽀援等を継続的に実施した。併せて、
令和５年度には、当事者の御意⾒を反映した「とっとり安⼼ファミリーシップ制度」を創設し、性の多様性を尊重し安⼼して暮らせる社会の
実現に向けて前進を図った。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・理解増進法に基づいて策定される基本計画の趣旨を踏まえ、性的マイノリティの⽅についての県⺠の理解の増進に関する施策を進める。
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鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①〜④啓発、相談、人材育成等
・令和６年度に⾏った取組に継続して取り組む。
・企業への講師派遣・・県内企業や地域で開催される研修会等に講師を派遣する。
・多様な性のあり⽅について学ぶ学習会の実施回数を増加する。

第７章 １１ 生活困難者の人権

＜令和６年度の主な実績＞

①教育・啓発の推進
・ファイナンシャルプランナーと連携し、家計管理に関するセミナー等による啓発を実施した。

②⽣活困難者への⾃⽴支援
・⽣活困窮者自⽴⽀援法に基づく自⽴相談⽀援等を実施した。
・⿃取県あんしん賃貸⽀援事業、⿃取県家賃債務保証事業等を実施する⿃取県居住⽀援協議会の活動を⽀援した。

③⽣活困難者への就労支援
・さまざまな事情から直ちに⼀般就労で働くことが難しい⽅に対する中間的就労⽀援推進事業により、就労に向けた段階的⽀援を⾏った。

④新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた⽣活困難者への支援
・新型コロナ特例貸付の償還が本格化したことから、自⽴相談⽀援機関のサポート事業や市町村バックアップ事業等により、⽣活困窮者を⽀える
市町村の⽀援体制の充実を⾏った。

⑤地域共⽣社会の実現に向けた包括的な支援体制整備の推進
・推進チーム等による助⾔、各自治体等の担当者等を対象とした研修会の開催、広域的な意識醸成や⼈材育成研修の実施等により、市町村における
重層的⽀援体制整備の取組促進を⾏った。

Ⅰ 前半の評価・実績
・物価高騰による⽣活困窮者の苦しい状況が継続していたため、⽣活基盤を⽴て直すための自⽴に向けた計画的・継続的な⽀援に加
え、当面の⽣活を維持するための緊急的な⽀援として光熱費助成を実施した。

・「重層的⽀援体制整備事業」については令和５年度には５市町が実施。また、４町村は移⾏準備を⾏うなど、取り組む市町村は着実
に増加している。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
・引き続き市町村が実施する重層的⽀援体制への⽀援を実施し市町村の体制整備・充実を後押しする。
・物価高騰の状況等を注視しながら、⽣活困窮者への必要な⽀援を検討・実施していく。 22

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①〜⑤ 教育・啓発の推進、⽣活困窮者支援への⾃⽴支援等
・物価高騰が継続していることから、⽣活困窮者の家計負担を緩和する助成や、相談⽀援窓⼝の機能強化を令和７年度も継続して実施。
・「とっとり孤独・孤⽴対策官⺠連携プラットフォーム」の拡大、令和６年度に創設した「⿃取県孤独・孤⽴対策サポーター」との連携や市町村の⾏う重層的
⽀援体制整備の整備促進を⾏うことにより、県内の孤独・孤⽴対策の充実を図る。



第７章 １２ 様々な人権

＜令和６年度の主な実績＞

①北朝鮮当局によって拉致された被害者等
・啓発

❶学校や地域において、拉致問題への理解を深め、⼈権意識の高揚を図ることを目的に、拉致被害者御家族の松本孟さんを招聘し、
出前学習会を実施 （地域︓２団体、学校︓３校）

❷拉致問題に対する県⺠の関⼼を高めるとともに、被害者及び家族への⽀援の必要性についての理解促進を目的に「拉致問題の早期
解決を願う国⺠のつどいin⽶子」の開催（R5.10.15／⽶子コンベンションセンター）

❸故郷や大切な⼈を思う歌を通して、拉致被害者や御家族の思い、⼈権の大切さを伝えるために、ショッピングモールで拉致問題啓発
ミニコンサートを開催 （R5.12.10／イオン⽶子駅前店）

・国要望
・春要望（４⽉14日） ・夏要望（７⽉７日） ・国⺠のつどいに併せ要望（10⽉15日）

②災害被害者等の人権
・避難所の⽣活の質向上

❶指定避難所や指定福祉避難所、自主避難所（⽀え愛避難所）における要配慮者に対応するための資機材及び⼥性・子どもの
安全確保に係る資機材の整備について、市町村に対する補助を実施した。

❷市町村や医療機関と連携し、医療的ケア児の受⼊を想定した避難訓練を実施した。
・要配慮者の避難支援

⽀え愛マップづくりにより要⽀援者・地域のハザード情報を地域住⺠が共有し、避難訓練、声かけなど、災害時の「備え」となる活動に取
り組んだ。（取組地区数︓35地区）

③ひきこもりの状態にある人の人権
・啓発・教育

当事者の講師をお迎えし、ひきこもりを取り巻く現状等について、⼀般県⺠向けに講演会を実施した。
・相談事業

「とっとりひきこもり⽣活⽀援センター」に委託し、相談窓⼝を設置。当事者や保護者の悩みや思いに寄り添った相談対応を実施。
（実⼈数227⼈）併せて、当事者及び保護者の会を定期的に開催。また、市町村における相談窓⼝等の⽀援体制も後押し。
・職場体験事業

当事者の状況に応じて、職場体験事業を実施。 19⼈が利用。
令和5年度に中⻄部に職場体験事業所を整備し、令和6年度から本格的に稼働。
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第７章 １２ 様々な人権

Ⅰ 前半の評価・実績
（北朝鮮）学校及び⼀般県⺠向けの講師派遣による学習会において、拉致問題に対する理解や認識を深める教育、啓発を推進するととも

にショッピングセンターでミニコンサートを⾏い、拉致問題に日頃関⼼のない層に向けても啓発ができた。また、国⺠のつどいでは、講演者に帰
国された拉致被害者の蓮池薫⽒を招聘したことで、多くの参加があり大いなる啓発ができたことは成果と考える。

（災害被害者）避難所における要配慮者に対応するための資機材及び⼥性・子どもの安全確保に係る資機材の整備について、継続的に
市町村を⽀援した。

（ひきこもり）委託事業により、相談・職場体験事業などを⾏うひきこもり者社会参加事業を実施。特に平成31年度から相談件数が増加し
ていることから、相談員の拡充、LINE相談の実施などの体制整備を⾏うことで、ひきこもり当事者及び保護者に寄り添った対応を⾏ってきた。

Ⅱ 後半に重点的に取り組む事項
（北朝鮮）アニメ等の活用も含め、新たな手法を取り⼊れ、若年層への拉致問題に対する理解や認識を深める教育、啓発を⾏う。
（災害被害者）避難所体制の確⽴・⽀援や、運営訓練の実施等継続して取り組む。
（ひきこもり）各市町村においても、相談対応を⾏う体制が充実しつつあり、また、現在の職場体験事業所以外でもサポートを⾏うことが必要。

委託先以外の他機関との連携により、地域全体での⽀援体制の整備に取り組む。
24

鳥取県人権施策基本方針（第４次改訂）の「施策の基本的方向」に掲げる事項につ
いての前半（R4-5）の評価・実績と後半（R6-7）に重点的に取り組む事項

＜令和７年度の主な取組予定＞

①北朝鮮当局によって拉致された被害者等
・啓発・国要望 : 令和６年に⾏った取組を継続して取り組む。

②災害被害者等の人権
・避難所の⽣活の質向上事業

❶要配慮者を含む被災者の災害関連死を防止するため、市町村と連携して指定避難所等の環境整備するための体制構築・資機材整備
等に取組む。

❷市町村等と連携し、要配慮者（医療的ケア児等）の受⼊等を想定した避難所運営訓練を実施する。
・要配慮者の避難支援

住⺠組織による、⽀え愛マップの作成・更新、避難訓練、⾒守り活動等の地域防災活動を⽀援しながら、共助による要配慮者（避難
⾏動要⽀援者）の避難⽀援体制を確⽴する。

③ひきこもりの状態にある人の人権
・相談事業
令和6年度に実施した実態調査結果に基づき、相談窓⼝を委託している「とっとりひきこもり⽣活⽀援センター」の体制を強化。引き続き、当

事者や保護者の悩みや思いに寄り添った相談対応を実施。併せて、当事者及び保護者の会を定期的に開催。市町村等他機関との連携を
重点的に取り組む。
・職場体験事業
当事者の状況に応じて、職場体験事業を実施。23名が利用。



鳥取県人権施策基本方針第4次改訂に係る具体的施策の評価（令和６年度）　　　　　　　　　　　　　

　■評価基準

　A：既に達成

　B：順調

　C：やや遅れている

第２章　人権教育・啓発の推進
　D：遅れている

Ⅰ　人権教育

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

学校人権教育振興事業 「鳥取県人権教育基本方針－第３次改訂
－」の周知を図るとともに、鳥取県がめざす
人権教育の推進に向けた支援を行う。

・「鳥取県人権教育基本方針－第３次改訂－」についての周知を
図るとともに、県内外の先進事例等を学び、人権教育推進に向け
て研究協議する。
・各学校、校区等での研修会等へ指導主事が出向き、人権教育
の指導内容・指導方法等について指導・助言を行う。
・各人権問題（性的マイノリティ、障がいのある人の人権）におい
て、当事者の方や関係者の方の話を聞いたり障がい者スポーツ
を体験をしたりすることを通して、人権尊重の社会づくりに向けた
資質・能力を育成する学習会を実施する。

4,381 ・人権教育主任会をはじめ各種研修等において、「鳥取県人権教育基
本方針－第３次改訂－」を周知するとともに、基本方針に則した指導・助
言を実施した。
・人権学習講師派遣事業において、性的マイノリティの人権に関わる学
習会を１６校で実施し、障がい者スポーツ関係ではボッチャ体験と車いす
バスケットボール体験をそれぞれ６校ずつ実施し多くの「あいサポートキッ
ズ」を育成した。（詳細は後述）
・先進校視察や研修受講を重ね、「生命（いのち）の安全教育」のリーフ
レットの作成や全ての小学校を対象とした研修会を開催した。

A

・児童生徒等に人権教育を通して「育
てたい資質・能力」を拠り所とした授業
実践が十分とは言えない。

・実践につながる研修内容の工夫や具体
的・効果的な指導・助言に努める。

人権教育課

人権教育実践事業（国事業） ・総合推進地域・研究指定校を指定し、そ
れぞれの地域や学校が抱えている人権教
育推進上の課題解決のための指導方法等
の在り方を研究委託する。
・子どもを性犯罪・性暴力の当事者にしない
「生命（いのち）の安全教育」を、市町村教
育委員会等と連携・協働しながら普及・支
援する。

・学校、家庭、地域が一体となって地域全体で人権意識を培うた
めの実践について研究を行う。
・人権意識を培うための学校教育の在り方について幅広い観点か
ら実践的な研究を行う。
・内閣府と文部科学省が共同で作成した教材を活用した指導モ
デル等の普及・支援を行う。

2,420 米子市立大篠津小学校を「人権教育研究指定校」として指定し、学校の
課題解決に向けた研究を進めた。

A

授業研究会、教職員研修等の関わり
が少なく、研究過程の十分な把握や適
格な指導・助言につながりにくい。

年度当初の連絡協議会等を通じて年間の
見通しや学校の課題等を細かに共有し、学
校との連携を密にし協働関係の構築に努め
る。

人権教育課

県立学校人権教育推進支援事業 すべての県立学校において、人権教育推
進上の課題解決に向けて計画・実施される
事業に対して支援を行う。

人権教育に係る取組（授業改善、講演会・研修会、フィールドワー
ク等）に対して支援を行う。取組の成果を実践事例集として配付
する。

1,158 ・各県立学校において実施された、授業研究会、人権教育講演会、
フィールドワーク、教職員研修等を支援した。
・人権教育の取組成果として実践事例集にまとめた。（配布は次年度）

A

取組の成果が学校の課題や児童生徒
等に育てたい資質・能力に則して検証
できているとは言えない。

・各学校から提出される計画書や報告書の
内容をふまえ、より効果的な取組となるよう
個別に指導・助言を実施する。
・具体的な目標の設定や定量的な評価も取
り入れられるよう要請する。

人権教育課

豊かな人権文化を築く学校づくり事業 ・学校・家庭・地域が連携・協働しながら、
豊かな人権文化を築く資質を備えた児童
生徒を育成し、いじめの未然防止等に向け
た研究や取組を行う学校を指定・支援す
る。
・これまで作成してきた「人権教育プログラ
ム（学校教育編・社会教育編）」の改善・活
用等を進めるとともに、「人権教育プログラ
ム（社会教育編）」を使用したＰＴＡ等の研
修に派遣するファシリテーターの資質・能力
の向上を図る。

・有識者や指導主事等の指導助言を受けながら、児童生徒の自
尊感情を向上させるなど、総合的に人権教育を推進する学校の
取組や研究を支援する。効果的な取組や学習指導案（学校向
け、PTA研修向け）などの成果の普及を図る。
・「人権教育プログラム」を活用したＰＴＡ研修会実施を希望する
学校等に対しファシリテーターを派遣する。また、ファシリテーター
の資質・能力の向上を図る研修会を開催する。

1,105 ・３校（区）を指定（鳥取市立湖東中学校区、倉吉市立西中学校、米子
市立淀江中学校）し、教職員研修や教育実践を重ね、いじめの未然防
止等を目的とした研究を実施した。
・３０校（団体）に対しファシリテーターを派遣した。また、ファシリテーター
のスキルアップ研修会を３回開催した。

A

・研究の成果を見出し、指定校以外へ
の普及・浸透を図ること。
・ＰＴＡや各地域の人権に関わる研修に
おいて、「参加型学習」を普及するこ
と。

・研究成果の情報発信の方策・伝え方等を
工夫する。
・スキルアップ研修会の内容等の充実に努
め、人権教育プログラムの内容の魅力化を
図る。

人権教育課

人権教育アドバイザー事業 地域社会における人権尊重のまちづくりを
住民一人一人が主体者として進められるよ
う、市町村と連携をはかりながら、市町村が
行う人権教育施策、住民学習の充実に対
する支援（助言）を行う。

鳥取県人権教育アドバイザーを委嘱し、市町村の社会教育にお
ける人権教育行政の現状を把握し、諸課題の解決のための助言
を行う。

1,196 人権教育アドバイザー会議を実施し、県の事業等の共通理解を図った。
また、市町村社会教育における人権教育推進に関する調査を実施して
各市町村の課題等を理解し、東部地区については合同研究協議会を開
催して課題解決に向けた助言等を行った。 A

市町村の課題をより理解するとともにそ
の解決に資するよう人権教育アドバイ
ザーが活躍する場面を増やしていくこ
と。

市町村社会教育における人権教育推進に
関する調査をより詳細に分析するなどして、
市町村の課題解決に向けアウトリーチ型の
支援も実施していく。

人権教育課

社会人権教育振興事業 県内の社会人権教育活動の充実を図るた
め、関係する団体へ支援を行う。

県内の社会人権教育活動を推進するため、「人権尊重社会を実現する
鳥取県研究集会」の開催や、各市町村単位で組織された「人権教育推
進協議会」の活動を支援する団体に対して、運営費を助成する。

4,899 「人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会」開催に向けて、運営費を
助成するとともに、計画や運営等においても協力した。

A

「人権尊重社会を実現する鳥取県研
究集会」の開催に向け、市町村の協力
を得にくい状況にある。

課題解決に向け、関係団体や市町村との調
整や支援をしていく。

人権教育課

【施策の基本的方向】
　（１）教育活動全体を通じた人権教育の推進　（２）指導内容・方法の工夫・改善　（３）教職員に対する研修等の充実

資 料 ２
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　Ⅱ　人権啓発

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（企
業トップセミナー）

鳥取県人権尊重の社会づくり条例に則り、
お互いの人権が尊重され、誇りを持って生
きることができる差別と偏見のない人権尊
重の社会づくりを推進する。

・企業市町村トップセミナーを開催し、企業トップ等の人権意識の
向上を推進

1,250
584

企業、市町村等を対象とした正しい知識の普及啓発のための人権研修
の開催
①人権・同和問題講演会を開催
講師：北口末広氏（近畿大学人権問題研究所特任主任教授）
参加人数：102名
②鳥取県情報産業協会経営高度化委員会にて開催
講師：今度珠美氏（一般社団法人メディア教育研究室代表理事）
参加者：県内情報産業企業関係者７名
③とりぎん文化会館にて開催
講師：中江美紀氏（鳥取県人権文化センター専任研究員）
参加者：県内企業経営者、人事・労務担当者８４名

B

多くの県民や企業トップの方に研修に
参加していただけるよう、アンケート結
果を考慮したテーマの選定や実施方
法、時期及び周知方法について、関係
機関と連携して積極的に取り組むこと
が必要。

ビジネスと人権などの人権施策を推進する
にあたり、企業・団体等への啓発に取り組む
ことが有効と考えられることから、引き続き商
工団体等との連携を密に行いながら啓発を
図り、人権尊重の社会づくりを推進する。

人権・同和対策課

差別と偏見のない社会づくり推進費（人
権啓発教育事業・人権研修推進事業・
市町村。団体等支援事業）
（R5人権啓発教育事業）

人権が尊重される社会づくりを推進するた
め、各種啓発事業を実施し、市町村や県
民等が行う人権意識の高揚を図る取組を
支援する。

○人権啓発活動事業
・人権情報誌「ふらっと」年2回発行（県人権文化センターに委託）
・ガイナーレ鳥取と連携した啓発活動
・鳥取地方法務局、鳥取県人権擁護委員連合会等と連携し「人
権フェスティバル」実施
○人権研修推進事業
　県職員人権研修実施

18,421
15,855

＜人権啓発活動＞
〇人権情報誌「ふらっと」の発行
 国や県の人権施策の周知や様々な人権問題をテーマにした人権情報
誌の発行（10月及び2月）
〇ラジオCM
 20秒CMを3本作成し、年間70回を放送
〇みんなの人権フェスティバルの開催
  12月7日(土)倉吉未来中心で開催
参加者数250名
＜人権研修の推進＞
〇所属長及び人権推進員を対象とした研修
  VOD配信を活用した研修の実施
〇単位制研修
  月2回程度、指定人権講座を指定・通知して、職員の人権研修受講を
促している。
＜県民等との協働による人権啓発＞
　 委託契約2事業

B

・その時々に啓発すべき人権課題や新
しい制度について、ラジオや情報誌をう
まくつかって啓発することができたが、
啓発効果があまりみられないものがあっ
たので、別の啓発方法の検討が必要。
・近年職員研修の受講率の低下が見
受けられるため研修計画を見直す必要
がある。

・効果的な啓発につながるように、いま最も
啓発しなければならない課題、その時期を
見極める。
・単位制研修の受講には、休日を利用して
の受講など大きな労力となるため、県庁講
堂にてランチタイム研修会を企画する。
・各月に設定される何らかの月間に合わせ
た内容とすることで、より効果的な研修とす
ることを目指す。
・ＮＰＯの全ての団体に委託事業及び補助
事業の案内通知を昨年度と同様に早めに
発出、募集開始し、各市町村やＮＰＯと関わ
りのある部所を通してこの事業について、重
ねて周知していく。

人権・同和対策課

企業内人権啓発相談員の設置及び推
進員研修会の実施

事業所における公正な採用選考システム
の確立と同和問題等の解決のために必要
な知識、理解及び認識を深める。

・企業人権啓発相談員による県内企業への推進設置の働きかけ
・公正採用選考人権啓発推進員研修会の開催（年3回）

1,960 ・推進員未設置の企業への推進員設置の働きかけや公正採用選考人
権啓発推進員未受講の企業に対し推進員設置の働きかけを行った。
・公正採用選考人権啓発推進員研修会を対面とオンライン方式で計3
回実施し、計1,068名が受講した。

B

・対面での研修会だけでなく、オンライ
ンも併用しつつ、なるべくすべての事業
所への受講を促す必要がある。
・研修会の参加者だけではなく事業所
全体に研修内容を周知させる必要があ
る。

・企業人権啓発相談員による働きかけを行
いながら、引き続き研修会を開催していく。
・研修内容を事業所全体で共有するよう研
修会参加者に促す。

雇用・働き方政策
課

企業内支援者スキルアップ研修 企業内での支援体制を強化し、障がい者の
職場定着・離職防止を進める。

障害者職業生活相談員など企業内の支援者の能力強化を図る
ため、研修を実施する。

180 「障がい者が働く職場の相談員研修」を開催した（参加者：58名）

B

障害者実雇用率の算定における除外
率の10%引下げ（令和７年４月予定）や
障害者法定雇用率の2.7%への引上げ
（令和８年７月予定）に対応するため、
障がい者の職場定着・離職防止のより
一層の促進に向け、関係機関とも連携
して効果的な研修を実施していく必要
がある。

障がい者や受入部署等からの相談に応じる
「障害者職業生活相談員」の役割や知識の
再確認に加え、参加者が日頃抱えている悩
みや工夫していることなどを情報交換、意見
交換できる場を設けるなどして、県内企業等
内で活動する支援者の技術向上、ノウハウ
の横展開を図るとともに、支援者同士の連
携の強化にも取り組んでいく。

雇用・働き方政策
課

鳥取県中小企業労働相談所（みなく
る）による社内研修講師派遣や労働セ
ミナーの実施

労使間トラブルの未然防止や適切な労務
管理の推進を支援する。

・企業が行う社内研修（ハラスメント、メンタルヘルスケア等）への
講師派遣
・労働者・経営者向けの労働関係法令セミナーの開催

1,939 ・企業への社内研修講師派遣を60社に行った。（R7.1末時点）
・労働関係法令セミナーを9回実施し、計286名が参加した。 B

ハラスメント防止等研修の重要性はあ
ることから、引き続き利用を呼びかけて
いく必要がある。

継続して講師派遣及びセミナーを開催して
いく。

雇用・働き方政策
課

第３章　差別実態の解消に向けた施策

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（差
別事象検討小委員会）

鳥取県人権尊重の社会づくり条例に則り、
お互いの人権が尊重され、誇りを持って生
きることができる差別と偏見のない人権尊
重の社会づくりを推進する。

差別事象検討小委員会を開催し、県内で発生した差別事象の実
態を把握し、啓発や支援施策等の対応を検討する

186 差別事象検討小委員会を１回開催し、市町村等から報告のあった差別
事象について、委員の意見を伺った。

B

差別事象検討小委員会での意見をも
とに、効果的な啓発を検討していく。

より効果的な啓発を行うため、人権文化セン
ターと協議を行うなどして検討を行っていく。

人権・同和対策課

第４章　相談支援体制の充実

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（相
談支援スーパーバイズ事業）

鳥取県人権尊重の社会づくり条例に則り、
お互いの人権が尊重され、誇りを持って生
きることができる差別と偏見のない人権尊
重の社会づくりを推進する。

県内３か所に人権相談窓口、人権局に「こどもいじめ人権相談窓
口」を設置し相談者に寄り添った支援を行うとともに、専門相談員
（弁護士）による相談会、ネットモニタリング等を実施

3,188 ・人権相談窓口相談件数：１１６８件（２月末現在）　・こどもいじめ人権相
談窓口：１６県（２月末現在）　　・ネットモニタリング削除依頼件数：187
件（１月末現在）　・県・市町村職員装弾対応研修の実施：基礎講座２
回、専門講座２回実施

B

・各関係機関との連携強化 ・相談対
応研修参加者の増

・ケース会議や専門相談員の積極的な活用
を図る。

人権・同和対策課

地域生活支援事業（相談支援体制強
化事業）

障がい者等が地域で自立した日常生活又
は社会生活を営むことのできる相談支援体
制を整備するため、市町村域を超えた広域
的な支援を行う。

相談員研修会の開催、市町村の相談支援体制を活性化させる
ためのアドバイザー派遣、鳥取県地域自立支援協議会運営事
業、相談支援専門員の配置に係る経費補助等

6,713 身体障害者相談員及び知的障害者相談員を対象とした研修会を実施
したほか、相談支援専門員の配置に係る経費を補助した（市町村間接
補助）。また、地域の相談支援体制の活性化を図るためアドバイザーを
派遣し、技術助言等を行った。

B

更なる、市町村の相談支援体制の充
実を図ることが必要。

引き続き、事業を実施していく。 障がい福祉課

【施策の基本的方向】
　１　相談機能の充実　　２　救済制度の確立の国への要望

【施策の基本的方向】
　１　差別のない社会づくりの推進　　２　差別解消に向けた施策の検討

【施策の基本的方向】
　（１）効果的な啓発・情報提供　（２）効果的な啓発手法

2



第６章　共通して取り組む重要施策

 ２  ビジネスと人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

企業内人権啓発推進事業 事業所における公正な採用選考システム
の確立と同和問題等の解決のために必要
な知識、理解及び認識を深める。

・事業所における同和問題等人権啓発の体制づくりの取組とし
て、公正採用選考人権啓発推進員の設置、推進員研修の受
講、公正な選考システムの確立、推進計画の策定などを実施す
る。
・公正採用選考人権啓発推進員を対象とした公正採用選考人
権啓発推進員研修会を開催する。

954 ・推進員未設置の企業への推進員設置の働きかけや公正採用選考人
権啓発推進員未受講の企業に対し推進員設置の働きかけを行った。
・公正採用選考人権啓発推進員研修会を対面とオンライン方式で計3
回実施し、計1,068名が受講した。 B

・対面での研修会だけでなく、オンライ
ンも併用しつつ、なるべくすべての事業
所への受講を促す必要がある。
・研修会の参加者だけではなく事業所
全体に研修内容を周知させる必要があ
る。

・企業人権啓発相談員による働きかけを行
いながら、引き続き研修会を開催していく。
・研修内容を事業所全体で共有するよう研
修会参加者に促す。

雇用・働き方政策
課

【再掲】
鳥取県中小企業労働相談所（みなく
る）による社内研修講師派遣や労働セ
ミナーの実施

ー ー ー ー ー ー ー

雇用・働き方政策
課

とっとりSDGs企業認証推進事業 SDGs経営を見える化する「とっとりSDGs企
業認証」について、県内企業の認証取得支
援を行うとともに、認証企業のさらなる経営
展開に向けた資金調達やパートナーシップ
構築などの取組支援を進め、投資家やサ
プライチェーン、働く人、社会等から選ばれ
る企業への転換を促すなど県内企業の価
値向上を図る。

「とっとりSDGs企業認証」の第３回公募を実施するとともに、認証
取得を目指す企業への専門家の伴走支援やセミナー等による
SDGｓ経営転換支援を実施する。認証取得企業については更な
るSDGs経営の推進に向け、取組経費の補助や県内外企業との
マッチング支援等を引き続き実施する。
認証項目には労働者の人権への配慮も含まれており、本制度に
より企業の人権意識の醸成に繋げる。

13,283
7,283

「とっとりSDGs企業認証」の第３回、第４回公募を行い、新たに９社を認
証した。
認証企業のさらなるSDGs経営の推進を支援するとともに、これから認証
取得を目指す企業を対象にセミナーやワークショップを実施した。

B

認証取得企業及び認証取得を目指す
企業の増加

SDGs経営転換に向けたセミナーの開催や
経営戦略構築の支援、認証企業の事例紹
介の実施、SDGs感度の高い学生との共創
などにより、制度と認証企業の認知度向上
を図る。

商工政策課

 ３　デジタル社会における人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

鳥取県子どものインターネット利用教育
啓発推進協議会事業

子どもたちの電子メディア機器とのよりよい
付き合い方に関する教育啓発を、官民連
携組織により、企画・実施する。（委託先：
鳥取県子どものインターネット利用教育啓
発推進協議会）

・鳥取県子どものインターネット利用教育啓発推進協議会の運営
・電子メディアとの付き合い方を子ども・保護者・学校で学べる学
習ノートの作成・配布
・電子メディアとの適切な付き合い方を学ぶための講座・啓発イベ
ントの開催
・ＳＮＳトラブルから子どもを守る取組（ＳＮＳトラブル防止標語「とり
のからあげ」の県全体への普及等）

1,549
1,604

・学習ノートを配布したり、電子メディアとの付き合い方フォーラム等のイ
ベントを実施し、電子メディアとのより良い付き合い方について啓発を行っ
た。

B

・フォーラム等を実施しても、元々意識
の高い層の参加者が多く、幅広い層ま
で啓発が届きにくい。

・フォーラムの開催時期を保護者や児童生
徒が参加しやすい時期に変更する。
・フォーラムの基調講演の講師等をより親し
みやすい人物にする。

社会教育課

鳥取県インターネット問題予防対策事
業

情報モラル・メディアリテラシー・デジタル・
シティズンシップ等の指導ができる民間の
専門人材を学校へ派遣し、ネット依存や人
間関係のトラブルといったインターネットの過
剰利用による問題の発生を学校全体で予
防する。

鳥取県デジタル・シティズンシップエデュケーターを学校へ派遣
し、児童生徒への授業と教職員研修・保護者研修を行う。また、
メディアリテラシー等の指導ができる者の育成を図るため、養成講
座を実施する。

1,004
1,011

・児童生徒への授業および教職員研修を３４校、保護者研修を２３校で
実施した。
・養成講座を実施し、新規に２名のエデュケーターを養成した。

B

・保護者研修を実施しても、元々意識
の高い保護者の参加が多く、トラブルに
巻き込まれる可能性の高いメディアリテ
ラシーへの意識が低い保護者にまで啓
発が届きにくい。

・学校の入学者説明会の日にあわせて保護
者向けの研修を実施するなど、より多くの保
護者が参加できるよう工夫する。

社会教育課

インターネットとの適切な接し方教育啓
発講師派遣事業

子どもの健全育成を行うＮＰＯに委託し、保
護者や地域住民への啓発活動を行う。

・ケータイ・インターネット教育推進員派遣（幼稚園・保育所等の
保護者研修会等への講師派遣）
・ケータイ・インターネット教育推進員研修（派遣する講師の育成）
・乳幼児の保護者向け啓発活動（啓発チラシを作成し、幼稚園・
保育所等へ配付）

1,927
1,764

・幼稚園・保育所等の保護者研修会に推進員を２７回派遣した。
・チラシを作成・配布し、保護者等への啓発を行った。

B

・インターネット利用の低年齢化が進ん
でおり、デジタルネイティブ世代の保護
者に対する効果的な啓発が必要であ
る。

・新たに乳幼児の保護者向けの啓発に特化
した専門家を育成し、乳幼児期の啓発活動
の強化を図る。

社会教育課

子どもたちを守るためのネットパトロール
事業

インターネット上の誹謗中傷、犯罪被害等
から子どもたちを守るため、インターネット上
の児童生徒の書き込みに対する監視をす
る。

月１０回程度インターネット上の児童生徒の書き込みに対する監
視を行い、問題と思われる事例が発見された場合、市町村教育
委員会や県立学校等に情報提供する。

1,091 子どもたちを守るためのネットパトロール業務を外部委託し、問題と思わ
れる事例については委託先から報告があった。必要に応じて市町村教育
委員会や県立学校等に情報を提供した。 B

委託先より報告された書き込みについ
て、関係機関へ迅速に情報提供する。

県教育委員会関係課と連携し情報モラル
教育を推進する。

いじめ・不登校総
合対策センター

【再掲】
差別と偏見のない社会づくり推進費（相
談ネットワーク）

ー ー ー ー ー ー ー
人権・同和対策課

　４　個人情報の保護と人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

情報公開・個人情報保護制度実施事
業

県民等の個人情報及び死者情報を適正か
つ安全に取得し、利用し、提供し、管理する
とともに、県民からの保有個人情報の開示
等の請求に対し適正な開示決定等を行うこ
とにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、
県民の権利利益の保護を図る。

・個人情報の保護に関する法律の施行状況を総括し、公表する。
・個人情報ファイル簿等の整備、公表等を行う。
・業務適正化（内部統制）に基づく個人情報適正管理実地検査
等を行う。
・行政機関等匿名加工情報の作成及び提供を行う。
・保有個人情報に係る開示請求等の受付、審査及び開示等の実
施を行う。
・個人情報保護に係る庁内での研修、相談、協議等を行う。

1,224 保有個人情報に係る開示請求に対する開示決定等を適正かつ遅滞なく
実施するとともに、個人情報の漏えい事故を防止するための職員研修を
拡充し、及び実施検査等を予定どおり実施した。

B

県が保有する個人情報の漏えいを防
止するための対策を深化させる等、個
人情報保護法の適正かつ安定的な運
用のために必要な安全管理措置を適
切に講じていく必要がある。

職員研修を職位別や取扱業務に応じた内
容に拡充するとともに、文書等の発送段階
でのダブルチェックに係るノウハウの周知及
び記録化の徹底、個人情報を取り扱う業務
の受託者における漏えい防止対策の県との
共通化を推進していく。

県民課

【施策の基本的方向】
　（１）企業の取組の推進　（２）ハラスメント防止等の推進　（３）労使間の問題解決支援　（４）新たな人権課題への対応

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）インターネット上での人権侵害行為への対応　（４）青少年の健全な育成のための環境整備　（5）新たな人権課題への対応

【施策の基本的方向】
　（１）個人情報の適切な管理等の推進　（２）マイナンバー制度や本人通知制度の周知
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　５　ユニバーサルデザインの推進

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と編難のない社会づくり推進費（人
権教育事業・ユニバーサルデザイン出
前授業）

誰もが暮らしやすい社会づくりの担い手とし
ての自覚と実践力を培う。

県と学校が協力し、ＵＤ（カラーＵＤを含む）に関する学習に加え、
障がい者や高齢者への向き合い方（疑似体験やマナー）等に関
する学習を実施する。

470

B

将来世代へUDの視点を受け継いでいく
必要がある

引き続き、小中学校での出前授業や、出前
説明会に取組む

人権・同和対策課

とっとりUD施設普及推進事業 建築物のバリアフリー化をソフト面とハード面
の両側から進めることにより、障がい者、高
齢者等が社会参画しやすいまちづくりを進
める。

・バリアフリー化を行う民間建築物の建築主に対して、市町村と協
調し整備に係る費用を助成する。
・公共施設及び民間施設へのとっとりUDアドバイザー派遣制度の
利用及び施設認証取得について働きかけ、UD施設の普及啓発を
図る。

18,973
10,892

・昨年度に引き続き「とっとりＵＤマップ」により、バリアフリー施設情報など
を掲載し、様々な条件で検索できる機能を備えることでバリアフリー整備
の情報を分かりやすく提供している。施設登録数：4,753件（令和７年１月
末時点）
・UDアドバイザー派遣について、今年度は４回実施し、制度開始から合計
９施設で実施している。また今年度は、初の民間施設での派遣を実施し
た。 B

・引き続き、公共施設及び民間施設へ
のUDアドバイザー派遣、UD施設認証取
得についての利用を働きかけていく必
要がある。
・とっとりUDマップの利便性向上及び利
用者、登録事業者を増加させるための
普及を図っていく必要がある。
・福祉のまちづくり補助金制度の活用が
進んでいないので、引き続き制度の普
及を図っていく必要がある。

・チラシ、SNS（住宅政策課Instagram、エコト
リピー等）を用いて、制度の周知を図ってい
く。
・建築確認申請等の申請窓口にチラシを配
架し、周知を図る。
・UD施設認証の対象である特別特定建築
物の建築確認申請があった際に制度の内
容説明を行う。

住宅政策課

第７章　分野別施策の推進

 １ 同和問題（部落差別）

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

部落差別解消推進事業 部落差別問題をはじめとする人権課題の
解決に向け、鳥取県同和対策協議会等と
連携し具体的施策に取り組む。

・部落差別解消推進に係る啓発広報
・宅地建物取引上の人権問題解決に向けたアクションプランに基
づく、宅建業者や県民に対する宅地建物取引上の人権問題に係
る啓発活動
・隣保館相談支援強化アドバイザー派遣
市町村が一体となって住民の困りごとの把握と包括的な相談支
援を行えるよう、重層的支援体制整備事業の実施及び実施体制
の中に隣保館を位置づけるよう働きかける。重層的支援体制整
備事業を実施する予定のない町に対しては、隣保館相談支援強
化アドバイザーを派遣し、困りごと解消に向けた取組を行うととも
に、好事例等を横展開する。
・隣保事業ソーシャルワーカー養成研修会
地域の隣保事業を牽引するリーダー的な役割を果たす隣保事業
ソーシャルワーカーを育成する
・部落差別による心の傷を負われた方へのケアのうち、専門家の
対応が必要な場合は臨床心理士等によるケアを実施する仕組み
を検討する。

6,163 ○啓発広報
・マンガを活用した広報の実施
部落解放月間（7月10日から8月9日）に合わせて、若年層へのPRを狙
い、マンガを活用したポスター、リーフレット等を作成し、広報啓発を行っ
た。また、県政だよりにおいて、人権・同和問題講演会等の広報を実施し
た。
・人権・同和問題講演会を開催した。（開催日：7月17日、場所：エース
パック未来中心小ホール、参加人数102人）
・身元調査お断り運動のリーフレットを市町村等関係機関に配布し周知を
呼びかけた。
〇宅地建物取引上の人権問題に係る啓発活動
業界団体と連携して、県が指定する人権研修を受講した宅地建物取引
業者に対し、人権研修受講済証を交付している。
○隣保館相談支援機能強化事業の実施（鳥取県隣保館連絡協議会に
委託）
・差別事件の検討と心理的ケア、相談支援の具体的な方法等に地域支
援のアドバイザーを派遣し助言を行った。(11回）
・隣保事業ソーシャルワーカー養成研修（3月11日～3月16日）受講者８
人、修了者６人
・部落差別によって心の傷を負われた方に対する支援として、「人権尊
重の社会づくり相談ネットワーク」の取組を活用して臨床心理士等が支援
を行うこととした。

B

○啓発広報
・現在も市町村役場等に同和地区（被
差別部落）かどうかを問い合わせる電
話等が後を絶たない。
・インターネット上の書込みは削除が困
難であるだけでなく、被害が深刻なもの
になりやすい。
・従来から行っている啓発活動の点
検、効果的な啓発の検討を行う。
○隣保館相談支援機能強化委託
アドバイザー派遣を利用する市町村が
少ないため、業務内容について検討が
必要。

○啓発広報の充実
差別事象の教材化や効果的な啓発の検討
を行う。

○隣保館相談支援機能強化委託
隣保館が地域住民の生活上の課題解決を
図る別事業を精査しながら継続していく。

人権・同和対策課

【再掲】
企業内人権啓発推進事業

ー ー ー ー ー ー ー

雇用・働き方政策
課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）カラーUDの推進　（３）関係機関等との連携　（４）公共施設等のUD化の推進

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）隣保館における相談支援体制の充実　（３）就労の支援　（４）差別事象等への対応　（５）関係団体との連携
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 ２ 男女共同参画に関する人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

女性の夢ある未来Smile（スマイル）事
業

育休中の女性が安心してキャリア継続・形
成を目指すことができるよう支援する。

育休中の女性の支援を行う既存の民間コミュニティーの枠組み
等を活用し、育休中から育休復帰後まで女性に寄り添いながら、
職場復帰後のキャリア継続・形成の支援を行うほか、父親になる
予定の男性に対し、この出生後の家事育児に関する不安払拭を
図るための研修会等を行う。

女性の夢ある未
来Smile（スマイ
ル）事業（鳥取
県版キャリアサ
ポート事業）
2,888千円

・起業創業など「新たな挑戦」に向けて取り組む女性を後押しする講座を
開催した（二期生に対する研修プログラム）。
・令和５年度に研修受講された一期生のフォローアップや成功事例として
の情報発信を行った。
・民間コミュニティ（子育てママサークル等）による育休中女性に対する職
場復帰支援に向けた相談対応やネットワークづくりを支援した。
・県内企業に助産師等を講師として派遣し、父親になる予定の男性従業
員を対象にオムツ交換や沐浴実践など家事・育児の基本知識等の習得
を支援した。

B

「女性には起業創業は難しい」「女性が
産休・育休を挟んでキャリアを継続する
ことは難しい」「父親に家事・育児は難し
い」といった無自覚の思い込みを払拭し
ていくこと。

育休中の女性が円滑に職場復帰できるよう
継続してネットワークづくりを支援することで
本人の不安や周囲を含めた無意識の思い
込みを払拭するとともに、起業を目指す女
性（一期生・二期生）のロールモデルとしての
発信を行うほか、企業版父親学級を行うこと
で男女双方のアンコンシャス・バイアスを解
消していく。

女性応援課

女性応援企業支援事業
（R5：女性活躍に取り組む企業支援事
業）

企業における誰もが働きやすい職場環境づ
くりを促進する。

企業経営者向けアンコンシャスバイアス解消に向けた啓発動画の
作成や研修を行うほか、誰もが働きやすい職場づくりを行うため、
女性の人材育成や職場環境整備等を行う企業の取組を支援す
る。

4,714 ・県内企業の経営者向けに、女性活躍を推進する上での新たな課題（男
性の育児休業取得促進、性別に関するアンコンシャス・バイアス解消）に
ついて研修会を開催した。
・女性をはじめ誰もが働きやすい環境整備や人材育成等に取り組む企業
に対して補助制度を活用して支援した。
・社会保険労務士等を派遣し企業の社内規程整備等について支援し
た。

B

性別に関わりなく誰もが働きやすい職
場環境としていくため、その阻害要因と
なっている職場での性別に関するアン
コンシャス・バイアスの解消などを通じ
て、将来的な女性管理職の登用促進
や従業員の仕事と家庭の両立応援、
多様な働き方の導入を促すこと。

経営者等に対する研修機会の提供、従業
員における職場環境に係る聴き取りなどを
通じて、性別に関するアンコンシャス・バイア
スへの気づきを促すとともにその影響を解消
していくなど、誰もが働きやすい職場環境づ
くりの運動を展開していく。

女性応援課

家族の笑顔をつくる家事シェア・家事負
担軽減促進事業

誰もが地域や職場など様々な場でいきいき
と活躍できる社会を目指し、家事、育児、
介護等の負担が女性に偏りがちな状況を
解消するため、男性の家事等への参画を
促進する。

　家庭内の家事分担を進めるきっかけとなる情報発信・普及啓発
により、男性の家事・育児・介護等への参画を促進する。
・島根県と連携した広域的な情報発信
・家事シェアのきっかけとなる「家事シェア手帳」等を活用した啓
発の実施

2,150 ・島根県と連携して、家事シェや男性の家事等への参画を当たり前のこと
として捉え応援する機運を醸成するためのキャンペーンを行い、地元テ
レビ局によるミニ番組制作、web広告、ポスター掲示等多様な媒体による
広域広報を展開した。
・市町村窓口を通じて、婚姻を届け出た新婚夫婦に対して家事分担を話
し合うツールとしていただくよう家事シェア手帳を配付した。

B

家庭や地域における家事・育児・介護
等の性別役割分担意識やアンコンシャ
ス・バイアスを解消していくこと。

地域の町内会や自治会などにおける出前講
座等での研修機会の提供、トークキャラバン
等による家庭や地域での実態聴き取り・意
見交換などを通じて、家事・育児等を性別に
よって役割分担する意識や無自覚の思い込
みを解消していくなど、誰もが生きやすく暮ら
しやすい地域社会づくりの運動を展開してい
く。

女性応援課

男女共同参画センター費 男女共同参画センター「よりん彩」におい
て、男女共同参画推進の活動拠点として、
更なる男女共同参画への理解促進を図
る。

男女共同参画センター「よりん彩」において、情報提供、相談事業
等を実施するほか、男女共同共同参画の普及啓発や推進活動
の中核となる人材の育成や団体への支援等を行う。

18,327 ・図書や行政資料等の収集・貸出やパネル展示等により、男女共同参画
推進に関する情報を幅広く伝える取組を行った。
・専任相談員や臨床心理士、弁護士等による相談対応を行った。
・活動団体、自治会、事業所等が実施する男女共同参画に関する講座
等の開催に対する支援を行った。
・家庭、地域、職場等で男女共同参画を推進する人材を育成する講
座、相談業務等に関わる人材の資質向上を図る講座を開催した。
・朝の連続ドラマ「虎に翼」に関連して広く県民に向け男女共同参画の理
解を促進するセミナーを開催したほか、地域や事業所に出向いて出前
講座等を開催した。
・不安や困難を抱える女性を支援するため、本当に支援が必要な人に
支援制度等の必要な情報を届けたり、悩みや不安を抱える方を行政の
相談窓口につなげていく取組を行った。
・アンコンシャス・バイアスを解消するための啓発グッズ（すごろく・カルタ）
を作成した。

B

地域や住民活動団体等の活動支援強
化、法改正に伴う男女共同参画セン
ター機能強化のほか、男女共同参画に
係る住民ニーズとして性別に関するア
ンコンシャス・バイアス等に起因する「生
きづらさ」解消などが求められている。

地域や住民活動団体等と接する男女共同
参画センターと、経済団体や働く女性のネッ
トワーク等と接する女性応援課の組織を一
元化し、多様な属性の県民ニーズを汲み上
げ施策立案に直結させていくとともに、家庭・
地域・職場での「働きづらさ」「暮らしづらさ」
の要因とされるアンコンシャス・バイアスの解
消に向けた課題把握と対策検討、情報発信
等を通じた県民運動を展開していく。

男女共同参画セン
ター

男女共同参画社会づくり推進事業 鳥取県男女共同参画計画の進行管理及
び着実な取組を推進する。

男女共同参画の推進のため、市町村や関係団体との連携、県及
び市町村の男女共同参画の取組状況の公表、専門員の訪問等
による企業における男女共同参画の取組促進、若い世代への普
及啓発等に関する取組を行う。また、県民を対象とした意識調査
を行う。

8,436 ・鳥取県男女共同参画審議会を開催し、「鳥取県性にかかわりなく誰も
が共同参画できる社会づくり計画」（計画期間：令和３年度～７年度）の
進捗を報告するとともに今年度の推進策について協議した。
・同計画の次期計画策定に向けた基礎資料とするため、男女共同参画
県民意識調査を行い、結果報告書を取りまとめて公表した。
・県・市町村の男女共同参画の取組状況を取りまとめた「白書」「マップ」
を公表し、広く発信した。
・関係機関等との連携や、専門員による働きかけ等により、誰もが働きや
すい職場づくりに取り組む鳥取県男女共同参画認定企業の着実な増加
を図った。

B

「性にかかわりなく誰もが共同参画でき
る社会づくり計画」及び「女性活躍推進
計画」の現行計画におけるKPI達成に
向けて、誰もが働きやすい職場環境整
備に取り組む企業認定件数の更なる
増加を働きかけること。

専門員等による企業への職場環境改善の
働きかけを強化していくとともに、令和８年度
から運用する次期計画の策定に向けて、県
民との草の根的な対話を含め産官学金労
言士の多様な属性の方々との意見交換を
踏まえて現状と課題、今後の取組方針を整
理し施策に反映させていく。

女性応援課

女性のキャリアアップ支援事業 企業等における女性従業員のキャリアアッ
プを応援する。

女性管理職等のネットワークづくりやその継続・拡充の支援、女性
を対象にしたキャリア形成等に資するメンター派遣、研修会の開
催、多様な分野で活躍する女性のロールモデルの発信のほか、
女性の活躍推進に向けた学校における自発的活動を支援する。

9,954 ・企画提案による委託事業として、県内企業の異業種間女性管理職ネッ
トワークづくりやその活動を支援したほか、同ネットワークメンバーをメン
ターとして中堅従業員への将来の管理職登用等に向けたキャリアアップ
のモチベーション向上を図るための交流機会を設けた。
・小中学校、高校、大学と連携して、女性が少ない分野の就業女性を講
師として派遣し子どもたちの将来進路選択や男女共同参画意識の醸成
を図る授業を行った。（９校617名が受講）
・県内の様々な分野で働く女性をロールモデルとして新聞やＨＰに掲載し
て広く発信し、女性活躍機運の醸成を図った。

B

建設業や製造業、情報通信業など「女
性が技術者として就業することは難し
い」といった思い込みや、女子児童・生
徒及びその保護者や教育関係者が理
工系の進路選択を制約する考え方な
どを払拭し、性別に関わりなく誰もが希
望する生き方を選択できる社会環境を
整えていくこと。

性別に関するアンコンシャス・バイアスによっ
て子どもたちの将来を制限することのないよ
う、理工系分野をはじめ女性の入職が少な
い業界で活躍する女性のロールモデルとし
ての発信や、理工系への興味関心を将来の
進路選択に繋げていくためのイベント開催、
女性就業者の学校派遣などを通じて、多様
な分野で性別にかかわりなくキャリア形成・
継続できる就業環境づくりの運動を展開して
いく。

女性応援課

健やかな妊娠・出産のための応援事業
（新米パパに贈る子育て教室）
（R5産前産後のパパママほっとずっと応
援事業（新米パパに贈る子育て教室））

医療機関や市町村、家族にも相談できず、
孤立・孤独感を感じている妊産婦の不安を
解消を図るため、実践を通じて父親の育児
参画の必要性を周囲に促すことのできる先
輩パパを養成する。

出産を控えた父親に対して、沐浴・妊婦体験・赤ちゃん人形だっ
こなどの体験に併せて、母親の抱える不安や父親に求められる意
識、育児休業や里帰り出産など出産前に行うことのできる事前の
準備などを伝える教室を開催する。

1,122 鳥取県助産師会に委託し、新米パパに贈る子育て教室を計１２回実施。

B

引き続き、新米パパに贈る子育て教室
を実施し、父親の育児参画を促してい
く。

引き続き、鳥取県助産師会に委託し、新米
パパに贈る子育て教室を実施する。

家庭支援課

困難な問題を抱える女性・ＤＶ被害者
総合支援事業

困難な問題を抱える女性・ＤＶ被害者の保
護及び自立支援、啓発活動を行う。

ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱えた女性を支援する関係機関
研修実施や、支援を行う民間団体等を対象に、一時保護のため
の借間の家賃や一時保護解除後の自立支援に係る初期費用な
ど支援に係る経費、先進的・専門的な取組に係る経費を補助す
る。自立生活を目指すステップハウスの運営を、社会福祉法人に
委託して実施する。
ＤＶ防止啓発を目的とした街頭キャンペーン、ＤＶ加害者更生の
ための電話相談窓口の設置等を実施し、ＤＶ被害者の保護及び
支援体制の強化を図る。

34,935 ・関係機関の職員を対象とした研修、ＤＶ防止啓発を目的としたパネル
展示、ＤＶ加害者更生のための電話相談を実施した。
・支援を行う民間団体等を対象に、一時保護のための借間の家賃や一
時保護解除後の自立支援に係る初期費用など支援に係る経費、ＤＶ被
害者等に対する先進的・専門的な取組に係る経費を補助した。ステップ
ハウスの管理運営及び被害者の自立支援を、社会福祉法人に委託して
実施した。（DV予防啓発支援員関係は福祉相談センターが回答）

B

・DV加害者更生のための電話相談件
数が少なかったため、窓口の周知を図
る必要がある。また、加害者電話相談
対応が可能な相談員の養成を行う必
要がある。

・DV加害者電話相談窓口を周知するチラシ
の作成、配布やDV加害者電話相談員研修
を実施する。

家庭支援課

【施策の基本的方向】
　（１）教育の推進　（２）啓発・支援体制の充実　（３）性別に関係なく、誰もが能力を発揮できる職場環境づくりの推進
　（４）女性の政策・方針決定過程への参画の推進　（５）男性の家庭生活・地域生活への参画促進　　（６）あらゆる暴力の根絶
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 ２ 男女共同参画に関する人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

鳥取県ＤＶ予防啓発支援員活動事業
（人権教育課による人権学習講師派遣
事業の一つ）

若年者（高校生等）に対して、ＤＶについて
正しい知識、対応方法や男女が対等でお
互い人権を尊重しあう関係を学び、ＤＶ被
害者や加害者にならないようにするために
デートＤＶ防止普及啓発のための学習会等
を実施することにより、ＤＶを予防し暴力の
ない社会を目指す。

ＤＶ予防啓発支援員（以下、「支援員」という。）を養成して学校等
のデートＤＶ予防学習会や地域等のＤＶ予防研修会に講師として
派遣し、啓発活動を行う。

2,134 デートDV予防学習会を中学校１２校、高校１８校、特別支援学校４校、
専修学校１校、高等専門学校１校で実施し、約4200人の生徒が学習会
を受講した。正しい知識や相談窓口など、必要かつ適切な情報を生徒に
提供する機会となっている。

B

学校の授業の枠組みでクラス単位で学
習会を提供するため、平日日中の講師
派遣となるが、実際に派遣に協力可能
な支援員数は、近年不足傾向にある。

引き続き新規の支援員養成研修会の開催
を行うとともに、支援員連絡会やフォローアッ
プ研修などを通じ、具体的な活動内容など
を共有するなどし、活動協力可能な支援員
の増加につなげていきたい。

家庭支援課
福祉相談センター
（人権教育課）

犯罪被害者寄り添い支援事業
（うち民間支援団体への委託・補助）

（公社）とっとり被害者支援センターに対し、
被害者への直接支援業務を委託するととも
に、啓発・人材育成等に要する経費を助成
し、支援活動の推進を図る。

被害直後から電話・面接相談や医療的・法的支援など総合的な
支援を行う民間支援団体に委託及び助成を行う。

42,978 県犯罪被害者総合サポートセンターにおいて、委託や補助により民間支
援団体で実施される取組みと連携を図りながら、犯罪被害者支援活動
の推進を図った。 B

引続き、被害直後から被害者に寄り
添った支援が行えるよう、県・民間支援
団体の他、関係機関との連携強化に
努める必要がある。

連絡協議会の開催等を通じ、多機関の連
携が図れるよう取組む。

くらしの安心推進
課

人権学習講師派遣事業（男女共同参
画に関する学習会）

児童・生徒等に、身近な生活を通じた男女
共同参画の視点を踏まえた学習を実施す
ることにより、鳥取県の未来を担う子どもた
ち一人一人が、思いやりや自立の意識を育
み、自らの意思でその生き方を選択できる
よう、男女共同参画への理解を深め、意識
を育んでいく

男女共同参画の視点を踏まえた学習を通して自立の意識の向上
を促し、自らの意思で自分らしく生きる力を育む。

男女共同参画
センター費（普
及啓発事業）
4,536千円

県内の小中高等学校に出かけ男女共同参画社会の実現に向けた出前
授業を実施した。
（12校 延べ1803人）

B

令和５年度と比較し回数は減少した
が、多くの児童・生徒に講義を行うこと
ができた。次年度以降も引き続き教育
委員会等と連携して取り組んでいく。

教育委員会主催の担当者会でのPR強化や
市町村との連携に取り組んでいく。

男女共同参画セン
ター
人権教育課

就労支援 性別に関わらず、ひとり一人が自分らしい働
き方ができるよう、性の多様性を理解し、柔
軟な働き方を提案する企業との就労マッチ
ング支援を実施する。

就業支援員が、個々の求職者の性の多様性を踏まえ、就労に向
け企業開拓を含めた伴走型支援を行う。

ー

大型商業施設での出張相談会を行うなど働く意欲のある方の掘り起こし
を行うとともに、希望に沿った就労が実現するよう、就業支援員が企業の
紹介、求人開拓・求人条件の調整など、伴走型支援を行った。 B

潜在的な相談者は存在すると思われ
るため、認知度向上、利用促進を図
る。

関係機関と連携した効果的なチラシの配布
等による認知度向上、アウトリーチ型による
潜在的な相談者の掘り起こしを行う。

鳥取県立ハロー
ワーク

 ３　障がいのある人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

「あいサポート運動2.0」事業
（R5ともに生きる「あいサポート企業・団
体」拡大事業）

「障がいを理由とする差別の解消の推進に
関する法律（平成28年４月１日施行）」（以
下「障害者差別解消法」という。）が改正
（令和３年６月４日公布）され、企業や店舗
などの民間事業者による「合理的配慮の提
供」が令和６年４月１日から義務化されるこ
とに伴い、「合理的配慮の提供」と同意義で
ある本県発祥の「あいサポート運動」の取組
を加速し、障がい者差別解消に向けた取組
を推進する。

障害者差別解消法の改正を契機として、改めて法の理念を先取
りした「あいサポート運動」の取組を加速させるため、あいサポート
企業拡大推進員を配置し、あいサポート企業・団体の拡大を推進
するとともに、民間事業者の「合理的配慮提供」の環境づくりの支
援、普及啓発や研修会の開催等を行うとともに、若年層への普及
啓発促進を図っていく。
・あいサポート企業拡大推進員の配置
・地元団体を巻き込んだ地域全体でのあいサポート運動の普及
活動
・キャラバン隊の編成による企業・団体訪問の強化
・業界団体による合理的配慮の提供の実践を浸透させるための
独自取組への支援
・個別業種に特化した合理的配慮の提供の実践例等を学ぶ専門
的研修会の開催
・民間事業者が実施する社会的障壁の除去に必要となる経費の
助成
・若年期からあいサポート運動を学ぶ機会の充実（学校でのあい
サポート運動の学習の全県的導入の推進、あいサポートキッズ
（あいサポート運動の未来の担い手となることを目的に、障がいに
ついて学習する児童）用教材の刷新、教職員向け研修会の開
催）

36,482
34,482

・キャラバン隊結成による活動の中で、経済界とも連携し、民間企業にあ
いサポート運動等の普及啓発を行った。
・障がいのある方に協力いただき、小売店や金融機関等における業種別
研修会を開催した。
・教職員向けにVRによる障がい体験を通じた障がい理解に係る研修を実
施するとともに小学生向けの教材等について刷新した。
・歌手 平原綾香氏によるあいサポート運動テーマソングの披露や全国手
をつなぐ育成会連合会との連携により、全国にあいサポート運動を広く発
信した。

B

・令和６年度の改正障害者差別解消
法施行及びあいサポート運動15周年
を経て、地域や企業等においてあいサ
ポート運動を実践できるよう更に広めて
いく必要がある。

・引き続きあいサポーター研修等を実施す
るほか、若年層への運動の定着を図るた
め、県内大学等と連携し学生に対する研修
を実施（小・中・高を対象としたあいサポート
運動学習会は引き続き実施。）
・あいサポート企業・団体が取り組んでいる
社会的障壁を除去するための取組（好事
例）の発信等により県内企業へ取組の横展
開を図る。

障がい福祉課

障がい者情報アクセスモデル県推進事
業

国において、障害者情報アクセシビリティ・コ
ミュニケーション施策推進に係る法律が成
立したところであり、情報保障におけるモデ
ル県となっていけるよう取組を進める。

障がい者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進のための
全国的なモデルとなるよう、鳥取県障がい者ICT相談窓口の設置
によるデジタルデバイス活用の個別支援、視覚障がい者の情報ア
クセシビリティの向上を図るための機器導入支援、遠隔サポート
体制の構築、マルチメディアデイジー図書の普及、機器整備、同
行援護従事者の確保、AIによる手話言語認識技術発展の実証
実験への参加を行うほか、電話リレーサービスの利用促進等を
図っていく。

27,614 ・障がい者ICT相談窓口の設置し、当事者、家族を対象としたICTに関す
る相談対応、障がい関係団体との連携による研修会の実施など、利用
機会の拡大や活用能力の向上を図った。
・視覚障がい者向けのICT機器購入費助成事業により、ICT機器の利用
促進を図るとともに、コード化点字ブロックの敷設、マルチメディアデイジー
書籍の普及促進等新たに取り組んだ。
・きこえない方などを対象に電話リレーサービスの加入促進を図るため、
利用料が無料になる地域登録の活用、サービスを利用するために使用
する機器導入補助等を実施した。
・同行援護従事者の確保に向け、関係団体とも連携し同行援護制度の
周知、事業所へのアンケート実施などを行った。
・県や市町村主催イベントにおいて、ＡＩによる手話言語認識技術の実証
実験を行い、多くの参加者に体験いただいた。
・きこえない・きこえにくい子どものサポートセンター「きき」において、相談
支援のほか、研修会や手話言語を学ぶための学習会などを実施した。

B

・障がい者のICT機器活用の支援を行う
ため、障がい者ICT相談窓口の利用促
進を引き続き図っていく必要がある。
・聴覚障がい者に係る情報伝達手段の
確保、視覚障がい者に係る街中での情
報の充実など、障がい者やその家族が
求めるニーズを把握し、情報アクセシビ
リティ・コミュニケーションをより推進して
いく必要がある。
・同行援護従事者の確保のため、一層
の制度周知、課題の掘り起こし等を行
う必要がある。

・ICT相談窓口を広く周知するための広報の
実施等
・きこえない・きこえにくい方の電話リレー
サービス利用促進及び県民への理解促進
・視覚障がい者に係るICTを活用した遠隔サ
ポートシステムの導入等情報保障の充実
・同行援護の実施、人材確保を図るため、
同行援護従業者研修修了者への働きか
け、福祉サービス事業所等への制度周知、
関係機関等との意見交換などを実施する。

障がい福祉課

【施策の基本的方向】
　（１）教育の推進　（２）啓発・支援体制の充実　（３）性別に関係なく、誰もが能力を発揮できる職場環境づくりの推進
　（４）女性の政策・方針決定過程への参画の推進　（５）男性の家庭生活・地域生活への参画促進　　（６）あらゆる暴力の根絶

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実
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 ３　障がいのある人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

親亡き後の安心サポート体制構築事業 障がい者の親亡き後を見据え、親がわが子
の特徴や支援方法等を記すことで円滑な
支援へとつなげる「安心サポートファイル」の
普及・活用促進を図る。

検討委員会を設け親亡き後に向けて必要とされる支援について
検討するとともに、「安心サポートファイル」の普及拡大を図るため
のコーディネーターを配置する。

3,607 ・安心サポートファイルの普及拡大のため、説明会を開催した。
・親亡き後に向けて必要とされる支援について検討するため、検討委員
会開催(3回)した。また、ファイル内容の見直しのためのワーキングを開
催し、見直しの方向性を検討した。

B

内容等の見直しを検討している安心サ
ポートファイルの見直しの方向性を決
め、具体の作業を進めていく必要があ
る。

安心サポートファイルの普及拡大を図るた
め、説明会の実施回数を増やすとともに、実
施対象範囲の拡大をしていく。また、内容の
見直しの方向性を早期に決定し、具体作業
を進めていく。

障がい福祉課

地域生活支援事業（障害者就業・生活
支援事業）

就業と密接不可分である日常生活の安定
を確立し、障がい者雇用の促進及び就業
の安定を図る。

県内３ヶ所の障害者就業・生活支援センターに生活支援員等を
配置し、就業に係る生活面での相談・支援等を行う。就労評価を
実施するアセスメント支援員を西部圏域に配置する。

33,189 生活支援員等を配置し、就業に係る生活面での相談・支援等を行った。
就労評価を実施するアセスメント支援員を西部圏域に配置し評価を実施
した。

B

就労アセスメントにおける他機関との連
携

特別支援学校等との情報交換会の実施 障がい福祉課

障がい者アート推進事業 平成26年度に開催した「第14回全国障が
い者芸術・文化祭とっとり大会」の成果を未
来につなぐとともに、平成30年6月に公布・
施行された「障害者による文化芸術活動の
推進に関する法律」及び法律を踏まえ同年
10月に全国に先駆けて策定し、令和6年度
から第2期がスタートする「鳥取県障がい者
による文化芸術活動推進計画」に基づき、
障がいのある人の文化芸術活動の更なる
推進を図る。
　また、大阪・関西万博に向け、他の都道
府県と連携し、本県が誇る障がいのある人
による文化芸術活動を広く発信する。

「鳥取県障がい者による文化芸術活動推進計画」に基づき、障が
い者の芸術・文化活動の推進を図る。

86,262 障がい者文化芸術拠点「あいサポート・アートセンター」を運営し、アート
活動に関する相談支援や人材育成（研修等）を実施。また、創造の機会
や発表機会の確保として、アート活動支援事業補助金の交付や、舞台
芸術祭「あいサポート・アートとっとり祭」、公募作品展「あいサポート・アー
トとっとり展」等を開催。

B

令和6年度から新たに開始した県外公
演等の開催を支援する取組や、知的・
発達障がい児（者）に向けた劇場体験
プログラムの開催等を通じて、障がいの
ある人の発表機会や鑑賞機会が拡大
するとともに、文化施設職員等の鑑賞
サポートへの理解が深まった。
一方でアート活動取組団体数は前年
度並みにとどまっている。R4年度に実
施したアンケート調査によると、各施設
が抱える課題は、資金、ノウハウ、活動
時間など様々であり、必要な支援が届
いていないケースもあると考えられる。

あいサポート・アートセンターの支援体制を
強化し、訪問により各施設の課題に応じた伴
走型の支援を行う。

<推進計画の主な数値目標>
アート活動取組団体数…R4：42団体→R5：
52団体→R6：51団体（R11目標 70団体）

障がい福祉課

障がい者一般就労移行支援事業 障がい者が一般就労をするために必要な
スキルや支援する側のスキルを習得する。
また、関係機関との連携を強化し、密な支
援を実施する。

一般就労移行の促進に向けた就労支援機関によるネットワーク
会議の開催、就労移行・定着支援セミナーの開催や障がい者実
習に係る謝金の支給等を行う。

2,119 関係機関との連携会議を開催、セミナーの開催を実施。職場実習体験
を実施。

B

職場実習体験制度の周知、支援員研
修制度の周知

広報パンフレット等を作成 障がい福祉課

障がい者のはたらき・自立のための工
賃向上事業

鳥取県障がい者プランに定める目標工賃
の達成に向け、各事業所の特性に応じた支
援を実施する。

特定非営利活動法人鳥取県障がい者就労事業振興センターに
コーディネーターを配置。総合相談窓口、専門家の派遣、共同受
注窓口、人材育成、新たな高単価作業のための職種別ネットワー
クの構築等を実施。

37,725 総合相談窓口の設置、専門家の派遣、共同受注窓口の強化、人材育
成等を実施。

B

事業所の課題に応じた支援の強化 専門家派遣の充実 障がい福祉課

手話でコミュニケーション事業 平成25年10月に成立した『鳥取県手話言
語条例』に基づき、手話を普及し、手話を
使いやすい環境の整備を進め、きこえな
い・きこえにくい人の社会参加を推進するた
めの事業を行う。

聴覚障がい者センターに手話通訳者等を配置し、団体等からの
依頼に基づき手話通訳者を派遣するほか、ICT機器を使用した遠
隔手話通訳サービス、県民向けの手話講座等を実施し、きこえな
い・きこえにくい人への支援を行う。

103,580 ・手話通訳者の養成・派遣を行うとともに、県内の公共施設等へQRコード
を設置し、遠隔手話サービスを実施した。
・子どもから大人まで幅広く参加できる県民向けミニ手話講座を実施し
た。
・手話を習得していないきこえない・きこえにくい人向けに手話講座を実
施した。

B

・遠隔手話サービス等、ICT機器を活用
したサービスのの利用促進。
・きこえない、きこえにくい、きこえる者の
交流機会が少ない。
・手話通訳者の高齢化と手話通訳技
術の向上。

・利用促進に向けた研修会の開催。
・関連イベントにおいてもミニ手話教室実施
や手話サークル等と連携した交流機会の提
供を提供し、若い世代にも広く手話言語の
普及・啓発を図る。
・現任研修会でのスキルアップ研修の実
施。

障がい福祉課

聴覚障がい者センター事業 県内の３か所に設置した聴覚障がい者の総
合的な拠点である「鳥取県聴覚障がい者セ
ンター」において、聴覚障がい者の社会参
加を推進するための事業を行う。

手話を使わない（使えない）聴覚障がい者にとって重要な意思疎
通支援である要約筆記者の養成や派遣、字幕入り映像の貸出事
業等に取り組む。

25,957 ・要約筆記者の養成と派遣を行った。また、県内各圏域の聴覚障がい者
センターにおいて、字幕入り映像の貸出を行った。
・県のイベント等を通じて、文字による情報保障を必要とするきこえない・
きこえにくい人向けの情報機器の周知を行った。 B

「きこえない・きこえにくい人＝手話言
語」との認識もまだ多々あり、文字によ
る情報保障を必要とする、きこえない・
きこえにくい人に関する理解について、
事業を実施していく中でさらに広めてい
く必要がある。

・「手話でコミュニケーション事業」で実施して
いる筆談セミナーなど、広く県民の方に参加
いただける講座を実施する。
・県主催のイベント等で手話通訳の手配だけ
でなく、積極的に要約筆記も配置すること
で、要約筆記に対する県民への理解促進・
周知を行う。

障がい福祉課

視覚障がい者情報支援事業 情報の取得・利用、コミュニケーションに困
難を抱える視覚障がい者等が、障がいの特
性に応じたコミュニケーション手段その他情
報を取得する手段により、円滑に情報を取
得し、及び利用できるよう、各種事業を実
施する。

視覚障がい者に対する総合的な相談支援の拠点として、「鳥取
県視覚障がい者支援センター」において、多様な相談に対する支
援を実施するほか、点字図書館の運営費補助、点字・声の広報
発行など見えない・見えにくい人へのコミュニケーション支援を行
う。

78,177 県内各圏域の支援センターを中心に視覚障がい者への支援を行った。
視覚障がい者から使用についての相談がある支援機器を整備し、体験
機会の提供を行うとともに、イベント等を通じ、最新の支援機器の体験等
も行った。 B

相談件数の増、イベントの実施、情報
保障に関する関係機関への協力等、
支援センター職員の業務が多岐にわ
たっている。

引き続き相談支援に係るネットワークの構
築、交流の場の拡大、活動支援ボランティ
ア等の育成、普及・啓発等の幅広い活動に
努めていく。

障がい福祉課

失語症者向け意思疎通支援事業 失語症者が社会生活の中で抱える困難を
解消するため、失語症に係る県民の理解を
広げるとともに、支援者を養成・派遣する。

失語症者の意思疎通を支援する者（失語症者向け意思疎通支
援者）の養成及び派遣を行う。

16,380 新たな支援者７名の養成を行った。また、市町村と連携し、支援者の派
遣事業も実施した。また、失語症への理解啓発のための市民公開講
座、失語症者とその家族、支援者等があつまることのできるサロンを開催
した。

B

派遣事業の周知が十分ではなく、派遣
実績が少ない。

引き続き県の広報等を通じ、支援者養成研
修参加者の募集を図るとともに、ホームペー
ジやサロン等を通じ派遣事業の周知等も行
い、支援希望者の掘り起こしを図る。

障がい福祉課

精神保健福祉に関する事業 精神障がい者に対する正しい知識の普及
啓発を図るとともに、精神疾患のある方（措
置入院患者）が措置入院解除後、地域で
安心して生活することができるよう関係機関
で連携して支援を行う。

・人権に配慮した適正な精神医療の確保及び入院制度等の適切
な運用を図るため、精神医療審査会の開催及び精神科病院に
対する定期実地審査等を実施する。
・精神疾患のある方（措置入院医療対象者）の医療・保護を行
い、措置入院に係る手続きを適切に実施するとともに、「鳥取県
措置入院解除後の支援体制に係るマニュアル」に基づき、本県の
措置入院者が措置入院解除後、地域で安心して生活を送ること
ができる支援体制を構築する。
・DPAT（災害派遣精神医療チーム：大規模災害等の後に被災地
域に入り精神医療及び精神保健活動を行う専門チーム）の体制
整備を進める。

23,173 ○精神医療審査会の定期的な開催や精神科病院に対する実地審査等
の実施を通じ、精神保健福祉法に基づく入院制度が適切に行われてい
るか等の審査を実施した。
○保健所や精神保健福祉センターと意見交換・情報交換を行いつつ、
措置解除後の地域生活の支援体制の構築に取り組んだ。
○「心の健康フォーラム」の実施（県精神保健福祉協会との共催）等によ
り、精神保健福祉に係る正しい知識を提供した。

B

○精神保健福祉法に基づく入院制度
等を引き続き適切に運用していく必要
がある。
○措置解除後の地域生活における支
援体制構築をより一層進めていく必要
がある。
○引き続き正しい知識の提供に取り組
んでいく必要がある。

〇今後も、精神医療審査会や実地審査等
を計画的に実施する。
○保健所や精神保健福祉センターと連携し
ながら、意見交換会等を通じて体制構築を
進めていく。
○心の健康フォーラム等の普及啓発事業を
継続実施し、精神障がいに対する県民の理
解を深めていく。

障がい福祉課

成年後見支援センター運営支援事業 ・人口の減少、高齢化の進展などにより、権
利擁護に対する社会の要請がますます高
まっている。
・成年後見制度によって、認知症や知的障
がい等により判断能力が不十分な方の権
利擁護を支えていく。

権利擁護に関する相談から支援までの一元的・専門的な支援を
担う成年後見支援センターの運営を支援する。

14,250 ・県内３か所の成年後見支援センターに運営費補助金を交付したほか、
各種会議への出席により情報共有・意見交換を行った。
・市町村、社協等職員対象研修を実施。
・県による協議会を設置・開催し、市町村、専門職団体、３つのセン
ター、裁判所、県社協と情報共有・意見交換した。

B

・関係機関連携体制の構築をより深め
る必要がある。
・市民後見人や市町村社協等の法人
後見など受け皿の拡大に対する施策が
必要。

・市町村、市町村社協、地域包括支援セン
ター等を対象とした研修を継続する。
・県協議会や各種会議により情報共有を行
い、バックアップなど県の施策を検討する。
・担い手育成方針の策定について検討す
る。

孤独・孤立対策課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実
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 ３　障がいのある人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

きこえない・きこえにくい子どものサポー
トセンター設置事業

きこえない・きこえにくい子どもの早期支援
を図り、今後の社会生活をより豊かにするた
めに、きこえない・きこえにくい子どもとその
家族に必要な情報を提供し、相談の窓口と
なるとともに、関係機関の専門性を生かした
支援機能を結び付ける中核となるセンター
を整備し、切れ目のない支援を行うこと。

・本人・家族支援の実施
・情報の収集・活用・発信
・関係機関との連携・支援
・協議会の設置
○委託先：（公社）鳥取県聴覚障害者協会
○コーディネーター１名、相談員１名、支援員２名（うち１名はろう
者）、事務員１名を配置

24,100 新生児聴覚検査により、聴覚障がいの早期発見の機会が確保できてい
る。
巡回相談などの相談受理方法を検討し、より相談しやすい環境を整備し
た。

B

関係機関が連携して対応できる体制が
整備されるよう「きこえない・きこえにくい
子どもの支援協議会」など通じて対応し
ていく。
R5年度に整備した新生児聴覚検査の
手引きに基づいた支援体制の周知徹
底が必要。

関係機関が連携して対応できる体制が整備
されるよう「きこえない・きこえにくい子どもの
支援協議会」など通じて対応していく。

子ども発達支援課

人権学習講師派遣事業（車いすバス
ケットボール）

障がいの有無にかかわらず、スポーツの素
晴らしさやパラスポーツ競技の魅力を感じ
ることにより、障がいや障がいのある人に対
する正しい認識や理解を深めるとともに、自
他を尊重したコミュニケーション等の育てた
い資質・能力を育成するなど、共生社会の
実現へ向けた人権意識の向上を図る。

全国脊髄損傷者連合山陰支部より講師及び指導員を派遣し、
「障がいのある人の人権」をテーマとした講演及び車いすバスケッ
トボールの体験教室を開催する。

480 障がい者スポーツ（車いすバスケットボール）体験教室を小学校４校、中
学校１校、高校１校（計６校）で実施した。事前学習や事後学習にも取り
組んでもらい、「あいサポートキッズ」（小学生のみ）を育成した。

A

今後も体験教室当日だけの学習となら
ないよう、事前学習及び事後学習を充
実させ、質の高い人権教育の実現を図
る必要がある。

・申込み段階で事前学習及び事後学習の
計画立案を求める。
・実施校と連合会、当課との三者による協議
会を設定し、好事例等を紹介することをとお
して、事前学習及び事後学習の充実につな
げる。

（人権・同和対策
課）
人権教育課

人権学習講師派遣事業（ボッチャ） 障がいの有無にかかわらず、スポーツの素
晴らしさやパラスポーツ競技の魅力を感じ
ることにより、障がいや障がいのある人に対
する正しい認識や理解を深めるとともに、自
他を尊重したコミュニケーション等の育てた
い資質・能力を育成するなど、共生社会の
実現へ向けた人権意識の向上を図る。

鳥取県ボッチャ協会より講師及び指導員を派遣し、「パラスポー
ツ競技の素晴らしさ」をテーマとした講演及びボッチャの体験教室
を開催する。

320 障がい者スポーツ（ボッチャ）体験教室を小学校５校、中学校１校（計６
校）で実施した。事前学習や事後学習にも取り組んでもらい、「あいサ
ポートキッズ」（小学生のみ）を育成した。

A

今後も体験教室当日だけの学習となら
ないよう、事前学習及び事後学習を充
実させ、質の高い人権教育の実現を図
る必要がある。

・申込み段階で事前学習及び事後学習の
計画立案を求める。
・実施校と協会、当課との三者による協議会
を設定し、好事例等を紹介することをとおし
て、事前学習及び事後学習の充実につなげ
る。

（人権・同和対策
課）
人権教育課

鳥取型障がい者スポーツ推進事業 鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア
及びその中・西部サテライトセンターによる
障がい者スポーツ支援体制を活かしてス
ポーツ教室の開催や障がい者スポーツを
支える人材（ガイド人材）の育成を推進し、
全県各地でスポーツに親しめる環境づくりを
推進する。

ノバリア運営やガイド人材の育成・派遣、スポーツ・レクリエーション
教室の開催、特別支援学校でのパラスポーツ体験教室等を通じ
て、障がい者を含めあらゆる世代がスポーツを楽しみ、輝ける多
様性のある共生社会の実現を図る。

28,952 月１回程度ガイド人材育成のための講習会を開催するなど、スポーツ指
導を全県展開できる体制の構築を進めている。（令和６年12月末現在
登録者数538名）

B

年間100人育成の目標を達成するた
め、障がい者スポーツを支える人材育
成とネットワーク形成に引き続き取り組
んでいく必要がある

ノバリアを拠点としたスポーツ教室、人材育
成研修等の実施や育成人材の県内各地で
の活躍により全県的な推進体制の整備を目
指すほか、利用者の意見を反映させながら
利用促進を図り、裾野拡大に引き続き取り
組む

スポーツ課

【再掲】
とっとりUD施設普及推進事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

住宅セーフティネット支援事業 民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅
セーフティネットを構築することにより、高齢
者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保
に配慮を要する方の住宅確保の円滑化を
図る

・住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者（低額所
得者、高齢者、障がい者等）の入居を拒まない民間賃貸住宅
（セーフティネット住宅）を登録・公開する。
・セーフティネット住宅に対して家賃低廉化等の補助を行う市町
村に対し、経費の一部を支援する。
・鳥取県あんしん賃貸支援事業、鳥取県家賃債務保証事業等を
実施する鳥取県居住支援協議会の活動を支援する。

16,378 ・住宅セーフティネット法に基づきセーフティネット住宅を登録・公開した。
登録数：7,064戸（令和7年3月時点)
・セーフティネット専用住宅に対して市町村を通じて家賃低廉化補助を
行った。補助件数：40件
・鳥取県あんしん賃貸支援事業、鳥取県家賃債務保証事業等を実施す
る鳥取県居住支援協議会の活動を支援した。

B

・引き続き、居住支援協議会等と連携
して居住支援を行う新たな担い手とし
て期待される居住支援法人の拡大を
働きかけていく必要がある。
・セーフティネット専用住宅の家賃低廉
化補助の新規支援目標件数を令和12
年度までの10年間で210戸としており、
引き続き制度の普及を図っていく必要
がある。

・居住支援法人登録に興味のある事業者に
説明を行い指定の拡大を図っていく。また、
居住支援法人同士の意見交換会や研修会
を開催し、全体のレベルアップを図っていく。
・補助制度は、令和6年度までに鳥取市、倉
吉市、米子市、境港市及び南部町が制度を
創設しており、引き続き取組市町村の増加
や制度の普及を図っていく。

住宅政策課

ユニバーサル社会の実現に向けたバリ
アフリー化推進事業

観光施設周辺や障がい者就労施設、高齢
者や子育て世代など多くの人が利用する施
設等を中心に、誰もが安心して利用できる
道路整備を推進する。

バリアフリーを目的とした歩道の段差解消や視覚障がい誘導ブ
ロック等のニーズを踏まえた整備

39,900 県道田島片原線ほか（片原ほか工区）及び県道皆生車尾線（皆生ほか
工区）の歩道におけるバリアフリー対策を進めており、R6予算で事業完了
の予定。 B

他路線においても必要なバリアフリー対
策を進める必要がある。

県道伏野覚寺線（湖山町北工区）及び県道
米子空港境港停車場線（明治町工区）で、
新たにバリアフリー対策を進める。

道路企画課

仕事とくらしに役立つ図書館推進事業 デジタルアーカイブ特性である利用しやすさ
を活かしつつ、障がい者や高齢者等図書館
の利用に困難のある方や情報の獲得に困
難のある方に対するサービスを一層充実す
る。

視覚障がい者等に対するサービス提供のための環境整備を推進
するとともに、障がい者サービスの拡充を図り、誰もが読書できる
社会を目指し読書バリアフリーの普及・啓発に務める。

712 ・読書バリアフリー関係者協議会を開催した。
・バリアフリー映画上映会
を開催した。
・アクセシブルな書籍等の拡充を行った。
・デイジー図書再生機、拡大読書器等を購入した。
・関連展示、啓発パネルの貸出しを行った。

B

・読書バリアフリーの各種サービスにつ
いて障がい者等への一層の情報提供
に努める必要がある。
・利用者のニーズを把握しながら、アク
セシブルな書籍やサービス体制等の充
実を図る必要がある。

・出前説明会の実施、リーフレット内容の見
直し、報道機関による広報等により幅広い周
知を行う。
・障がい者団体への訪問や関係者協議会
等により意見を伺いながら、今後の取組の
方向性を定める鳥取県読書バリアフリー計
画の改訂を行う。

図書館

資料購入整理費（図書館運営費） 電子書籍の特性である利用しやすさを活か
して、障がい者や高齢者等図書館の利用
に困難のある方や情報の獲得に困難のあ
る方に対して、読書バリアフリー環境の一層
の充実を図る。

電子書籍サービスがあらゆる利用者に対してより使いやすいもの
となるよう、音声読み上げ対応のコンテンツを中心に約1000タイト
ルの購入を行う。

10,000 ・音声読み上げに対応したコンテンツを中心に１，３３６点のコンテンツを
購入し、電子書籍サービスの充実を図った。

B

・電子書籍サービスやとっとりデジタルコ
レクションを幅広い層へ周知し利用して
いただく必要がある。
・電子書籍サービスがあらゆる利用者
にとって利用しやすいものとなるよう音
声読み上げコンテンツの充実を図る。

・大学、商業施設、県主催事業等において
若年層や非来館者等に向けたＰＲイベントを
実施する。
・音声読み上げに対応した電子書籍コンテ
ンツの購入を推進する。

図書館

県教育委員会における障がい者就労
支援事業

県教育委員会の障がい者雇用を推進す
る。

・県立学校や事務部局に知的障がい者等を会計年度任用職員
として雇用するとともに、障がいのある職員を支援する職員に対す
る研修会等を実施する。

1041 県立学校及び事務部局に障がい者を任用し、障がい者雇用率２．８４％
（法定雇用率２．７％）となった。

A

令和７年度に雇用率算定に係る除外
率の引下げ、令和８年度に法定雇用率
の引上げがあるため、法定雇用率の達
成のためには令和９年度までに新たに
３０人以上の任用が必要。

令和７年度に新たに２つのワークセンターを
設置。県立学校・事務部局の障がいのある
会計年度任用職員の増員。障がい者のさら
なる活躍・職場定着促進のためのステップ
アップ制度の実施等。

教育総務課

特別支援教育専門性向上事業 特別支援教育を担う全ての教職員の特別
支援教育に関する専門性・授業力を向上さ
せ、一人一人の障がい特性と発達に応じた
指導を実現するため、研修や環境整備を
行う。インクルーシブ教育の構築に向けて、
特別な支援を必要とする子どもへの就学前
から学齢期、社会参加まで切れ目ない支
援体制の整備を行う。

○全ての教職員に求められる特別支援教育に関する専門性向
上事業
◯病弱教育推進事業
◯発達障がい理解促進のための教職員研修
◯大学等長期派遣事業
◯医療的ケア専門性向上事業
◯特別支援学校教育職員免許保有率向上事業
◯特別支援学校センター的機能充実事業
など

15,889 ・ユニバーサルデザインの視点での学級づくりや授業づくりに関する基礎
的理解を進め、全ての学級に在籍する子どもへの指導･支援の充実を図
るため、特別支援教育充実研修会を開催し、約450名の参加があった。
・学校看護師における医療的ケアに関する知識・技能及び教職員の医
療的ケアが必要な幼児児童生徒への指導力等の専門性が向上するよ
う、看護師、教職員等を対象とした研修を2回実施した。 B

・小中学校等において、特別な支援を
必要とする児童生徒は増加しており、
特別支援学校による相談・助言機能の
重要性が増している。
・全ての教職員が共生社会の形成に向
けたインクルーシブ教育システムの理
念や合理的配慮について正しく理解す
るとともに、障がいの特性や基本的な
知識・技能及び支援方法等、特別支
援教育に関する指導力の向上のため
の取組が引き続き重要である。

・LD等専門員が小中学校等を巡回し、発達
障害のある又は可能性のある児童生徒の指
導・支援を充実させる。
・今後、県内特別支援教育を中心的に推進
することが望まれる教職員を大学長期派遣
等に積極的に派遣する。
・特別支援教育専門員を配置し、特別支援
学級担任の支援や校内組織として特別支
援教育を推進する体制作りを支援する。

特別支援教育課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実
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 ３　障がいのある人の人権

特別支援教育充実費 児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握
し、実態に応じた適切な就学先・進学先の
決定、学齢期への円滑な移行、継続的な
学びの場の検討を行うことができる体制整
備を進めるとともに、小中学校、高等学校
等への特別支援教育の理解啓発の促進を
図る。特別支援学校においては、児童生徒
等が安全かつ安心して学校生活を送ること
ができる環境整備を行う。

①就学支援・教育支援（鳥取県就学支援分科会の開催/教育支
援チームの派遣）
②特別支援学校地域支援推進事業（小中学校等への相談活
動）　　　など

10,709 児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握し、実態に応じた適切な就学
先・進学先の決定、学齢期への円滑な移行、継続的な学びの場の検討
を行うことができる体制整備を進めるとともに、小中学校、高等学校等へ
の特別支援教育の理解啓発の促進を図った。

B

多様な障がいのある児童生徒が増えて
きており、医療的ケアが必要な児童生
徒が地域の小中学校へ通学するケー
ス等、判断が困難な事例が今後も増え
ることが想定されるため、就学支援に係
る取組が引き続き重要である。

幼児児童生徒の重度重複化が進む中、学
校の安心、安全への取組を継続して取組ん
でいく。

特別支援教育課

特別支援教育充実事業 高等学校における特別支援教育の充実に
向けて、通級指導教室設置校の指定等を
通して障がいのある生徒の自立と社会参加
等を目指す。

・県立高校5校を通級指導教室設置校として特別支援教育コー
ディネーターを配置する。
・「高校における通級による指導」の実践・研究、自己理解・他者
理解のための実践・研究、高等学校特別支援教育に関する研修
を実施する。
・「手話言語」授業を実施している高校へ、手話教育普及支援員
を派遣する。

5,386 ・平成30年度からの「高校における通級による指導」制度の開始に伴い、
県立高校５校を通級指導教室設置校として、特別支援教育コーディ
ネーターを配置。
・県西部圏域での通級による指導の巡回指導の調査・研究を実施。
・各高校の特別支援教育担当者等対象に、鳥取県高等学校特別支援
教育研修会を11月に実施。
・生徒及び教職員対象に、自己理解・他者理解のための外部講師を招
聘した講演会等の実施。
・「手話言語」授業を実施している高校へ、手話教育普及支援員、手話
通訳士の派遣。

B

・「高校における通級による指導」の実
践、研究及び、生徒の自己理解・他者
理解のための研修をとおして、特別支
援教育の充実を図る。
・県西部圏域での通級による指導の巡
回指導を令和８年度から開始するため
の準備・研究の実施。
・「手話言語」授業の実施校について、
授業の充実。

・「高校における通級による指導」の拠点校
等、あり方の検討。
・県西部圏域に通級による指導の巡回指導
での、拠点校及び巡回指導を行う学校での
校内体制や指導の在り方等について研究す
る。
・「手話言語」授業を実施している高校へ、
手話教育普及支援員を派遣する。

高等学校課

就労支援 ひとり一人の障がいの特性等に応じた就労
支援を実施する。

就業支援員が、障がいに応じた仕事に関する情報を提供したり、
就職に関する相談に応じるなど、就労に向けた伴走型支援を行
う。

ー

希望に沿った就労が実現するよう、就業支援員が企業の紹介、求人開
拓・求人条件の調整など、伴走型支援を行った。

B

相談を躊躇している潜在的な相談者は
存在すると思われるため、認知度向
上、利用促進を図る。

関係機関と連携した効果的なチラシの配布
等による認知度向上、アウトリーチ型による
潜在的な相談者の掘り起こしを行う。

鳥取県立ハロー
ワーク

 ４　子どもの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

子どもの貧困対策総合支援事業 鳥取県子どもの貧困対推進計画（第２期）
に基づき、地域の実状に応じた子どもの居
場所づくりや学習支援事業の充実に取り組
む市町村等を支援する。

生活に困難を抱える子どもや世帯への支援を強化する。
・市町村が、子どもの居場所に専門職員を配置し、アセスメントに
基づく世帯支援に取り組む経費を支援
・とっとり子どもの居場所ネットワークが、食材提供拠点を活用し困
窮世帯へ食料を提供するシステムを構築するための経費を支援

24,164 ・子どもの居場所づくりを行う市町村に対して、立上経費や運営費につい
て補助（子どもの居場所づくり事業）
・全県的な子どもの居場所の増設や取組充実につなげるため、こども食
堂等の居場所づくりの関係団体で構成する「とっとり子どもの居場所ネット
ワーク"えんたく"」へ活動支援（とっとり子どもの居場所ネットワーク活動支
援事業）
・子どもの貧困対策として活用できる学習支援事業を実施する市町村に
対して、地域の実情に応じて取り組みやすくするため、既存の補助事業
では対応できない費用について補助（学習支援充実事業）

B

・子ども食堂の充足率（小学校区ごとの
子ども食堂の割合）は60.68％で全国２
位となっており、子ども食堂等の子ども
の居場所づくりは全県的な取組へと拡
大している。一方で、子ども食堂がない
地域もあり、地域偏在は解消できてい
ない。

子ども食堂等の支援を行う現行の県補助事
業をほぼカバーした国庫補助メニューができ
たため、市町村に活用を促すとともに、補助
額が下がる部分は、県が補助をすることで子
ども食堂への支援を実施する市町村の増加
を図っている。

家庭支援課

ヤングケアラー支援推進事業 ヤングケアラーに対する支援体制の強化や
啓発を図る。

ヤングケアラーに対する理解促進を図るための啓発、支援者のス
キルアツプ及びヤングケアラーや若者ケアラーが常時相談できる
体制の構築等を行う。
・電話相談窓口（２４時間・３６５日対応）
・ＬＩＮＥ相談窓口（２４時間・３６５日受付）
・ヤングケアラー同士が悩みや経験を共有しあうためのオンライン
サロンの開催
・フォーラム兼支援者研修会の開催
・支援機関の研修経費の助成
・全小・中・高生へのチラシ配布（相談窓口等について啓発）
・対策会議の開催

17,830 ・電話相談の２４時間受付体制、LINE相談窓口体制を継続（R4～）
・オンラインサロンの開催（全８回）
・フォーラム兼支援者研修会の開催（R6.11.29）
・支援機関の研修経費の助成(6団体)
・全小・中・高生等への啓発用リーフレット配布、JRデジタルサイネージ広
告、路線バス車内広告、LINE広告、うさぎの耳広告
・対策会議

B

・LINE相談、電話相談等様々な相談窓
口を設けているが支援機関間での共
有、連携が順調ではない。相談者本人
の意思や個人情報への配慮に十分留
意しながらも支援機関間での連携強化
が必要。
・徐々に市町村や教育委員会で動きが
見られるが、継続して市町村での対策
強化の働きかけが必要

圏域での支援会議の開催により、地域に密
着した社会資源の確認、顔の見える関係作
りを行い、支援連携強化を図る

孤独・孤立対策課

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 慢性的な疾病にかかっていることにより、長
期にわたり療養を必要とする児童等の自立
及び成長支援について、慢性疾病児童等
及びその家族からの相談に応じ、必要な情
報の提供、助言を行うとともに、地域の社会
的資源を活用し、利用者の環境等に応じた
支援を行う。

家族への各種相談対応及び情報提供、患者（保護者）同士の交
流、疾病に関する研修会を実施する。（委託事業）

4,971 小児慢性特定疾病児童等やその保護者の相談窓口を設置するととも
に、気軽に相互交流できる居場所を週３回開設した。

C

・支援事業をより利用してもらうために、
利用者への周知の強化が必要
・対象者にとってわかりやすい場所に相
談窓口

・自立支援事業やその他助成事業をまとめ
たリーフレットを作成する。
・利用対象者への具体的な草案事例を示し
た案内を実施する等により利用者が自立支
援事業を活用しやすいよう周知を行う。

家庭支援課

産後ケア無償化事業
（R５産前産後のパパママほっとずっと応
援事業）

産後健診で把握した要支援者に確実に支
援を届け、産後うつ及び児童虐待を防止す
るとともに、子育ての円滑なスタートを支援
する。

・産前産後の強い育児不安や援助者の不在による産後うつ及び
児童虐待を防止するため、心の休息（レスパイト）のとれる居場所
づくりなどの支援を行う。

6,000 ・市町村の実施する産後ケア事業の利用料を無償化。

B

・県内のどの地域でも十分な産後ケア
を受けられるよう、市町村の区域を超え
た広域的な調整を実施し、受け皿とな
る施設数の増加や、内容の充実に取り
組む必要がある。

・産後ケアを実施する医療機関、助産所等
を増やすため、市町村と連携した整備支援
などを実施する。

家庭支援課

児童相談所体制整備事業 児童に関する様々な問題について、関係
機関と連携して適切に対応できるよう、児
童相談所の体制強化を図る。

施設内虐待の発生予防に関する研修の充実を図るとともに、相
談支援業務や一時保護の充実を図る。一時保護所及び児童相
談所（県内１か所ずつ）の第三者評価の継続受審に取り組む。ま
た、関係機関に対し、児童虐待に関するスキルアップ研修等を行
う。併せて、広く県民への広報啓発活動等を行い、児童虐待防止
対策を推進する。

47,584 ・児童相談所及び一時保護所の第三者評価を受審。
・施設内虐待の発生予防や、関係機関に対する児童虐待に関するスキ
ルアップ研修等を実施。
・１１月の児童虐待防止推進月間において広報啓発活動等を実施。

B

・業務の一層の向上を図るため、児童
相談所及び一時保護所について第三
者評価の継続受審が必要。

・児童相談所、一時保護所（県内１カ所ず
つ、持ち回り）の第三者評価を受審する。

家庭支援課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）いのちを育むための教育の推進　（４）児童虐待防止対策の充実
　（５）要保護児童・要支援家庭・子どもの貧困対策への取組の推進　（６）子どもの権利への取組の推進　（７）特別支援教育の充実　（８）青少年の健全な育成のための環境整備の推進
　（９）いじめ、暴力行為、不登校等へ対応の充実　（１０）体罰防止に向けた取組の充実

9



 ４　子どもの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

ひとり親家庭寄り添い支援事業 新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の
影響により生活や子育てに課題を抱えるひ
とり親家庭が適切な支援を受けられるよう、
鳥取県母子寡婦福祉連合会と連携をし、
ひとり親の悩みに寄り添いながら必要な支
援へと繋ぐ相談支援体制を構築する。

県内3カ所の県立ハローワーク内に『ひとり親家庭相談支援セン
ター』において、相談員による相談を実施するとともに、相談者適
切な支援を受けるための同行支援や出張相談等を実施する。

5,140 窓口相談や電話相談など令和７年１月末までに3１１件の相談を実施。

C

・相談者の状況や相談内容により、個
室での対応が必要。
・ひとり親相談支援センターの認知度が
低く、相談件数が少ない。

相談窓口が個室になっていない東部及び西
部の個室化を検討している。

家庭支援課

こどもの権利擁護を図る県版アドボカ
シー推進事業

県版アドボカシー（本県での社会的養育を
受けている子どもの意見表明をサポート又
は代弁する仕組み）の体制を整備する。

アドボキット（意見表明支援員）を養成し、児相相談所一時保護
所や児童養護施設等に派遣する。県弁護士会と連携し、権利侵
害等に関するこどもの権利擁護体制を整備する。
また、児童養護施設の子どもや退所した若者に対して、権利を学
ぶ機会の提供や団体活動支援を行う。

4,421 ・アドボキットを児童相談所一時保護所や児童養護施設へ毎月派遣し、
こどもの意見表明の支援を行った。
・令和６年度の養成研修を経て、新たに９名が活動を開始した。（令和７
年２月時点の登録人数：16名）
・社会的養護の当事者グループ「Ｈｏｐｅ＆Ｈome」及び「レインボーズ」や
専門的アドボキット（弁護士）にも協力いただき、養成したアドボキットのス
キルアップ向上のための研修会を実施した。
・アドボキットがこどもとの面談で権利侵害の事案を把握したときには、弁
護士による専門的アドボキットへ繋ぐ相談体制を確立した。
・児童養護施設等に入所しているこどもや退所した方が、こどもの権利や
意見表明の方法を学び、自分達の意見・提案を施設や行政等に届ける
ための活動に要する費用を補助した。

B

・アドボキット派遣先に関して、現在、児
童養護施設は１箇所のみへの派遣と
なっているため、県内の他児童養護施
設等への派遣も推進する必要がある。

・アドボキットを派遣していない施設等との調
整を進め、アドボキット派遣先を拡大する。

家庭支援課

医療的ケア児等支援センター設置事
業

医療的ケア児等とその家族に係る多様な
課題解消に向け、医療的ケア児支援法に
基づく「医療的ケア児支援センター」を設置
するとともに、医療的ケア児者の在宅支援
に係る人材の育成・確保等を総合的に行
い、地域で安心して生活できるための環境
を整えること。

・相談業務（医療的ケア児や家族等の総合的な相談対応、ケア
に関わる専門職、関係機関からの専門相談支援）
・人材育成（医療的ケア児コーディネータ―や訪問看護師等の育
成、フォローアップなど）
・関係機関との連携・調整
○総合窓口：博愛こども発達・在宅支援クリニック、東部窓口：鳥
取県看護協会、中部窓口：中部療育園

35,434 県内３か所の相談窓口において、家族及び関係者等から各種相談を受
理し、助言対応した。
連携推進会議を開催し、情報共有や課題の検討を行った。

B

医療的ケア児等支援センターと市町村
との情報共有方法、医療的ケア児等
コーディネーターとの連携について強化
を図る。

主に連携推進会議を通じて、事例を共有し
て支援スキルを向上させたり、市町村及び
医療的ケア児等コーディネーターとの連携
方法について協議したりすることで、地域支
援体制の強化を図っていく。

子ども発達支援課

【再掲】
きこえない・きこえにくい子どものサポー
トセンター設置事業

ー ー ー ー ー ー ー

子ども発達支援課

不登校対策事業 フリースクールを運営する民間事業者を支
援し、不登校児童生徒に対する教育の機
会を確保するとともに、フリースクール等に
通う児童生徒の通所費用を支援して学び
や成長を支える。

ガイドラインに沿ってフリースクールを設置運営する事業者に対し
て助成を行うとともに、児童生徒の授業料等の助成を行う市町村
に対して支援する。

23,719
33,202

県内のフリースクールに対する支援は10施設、フリースクールに通う児童
生徒の通所費及び交通費等の支援は4市7町1組合に行い、フリース
クールへ通う子どもの保護者への負担軽減を図った。

B

家庭の経済状況にかかわらず、義務教
育段階にある児童生徒の学びや成長
を保障するため、通所費支援の拡充検
討が必要である。

保護者の一層の負担軽減を図るため、補助
上限額を拡充する。

総合教育推進課

不登校児童生徒のつながり・学び充実
推進事業

不登校児童生徒の居場所と学びの場を確
保し、教室以外の場に居場所を求めたり、
学びたいと思ったりしたときに、安心できる
居場所や個別最適な学びにアクセスしやす
くなる支援体制を整える。また、全ての児童
生徒の心のSOSを見逃さず、安心して学校
生活を過ごせるよう「チーム学校」による支
援体制を強化する。

公立小学校23校に学校生活適応支援員の配置し、公立中学校
には校内サポート教室を設置する。スクールカウンセラーを全学
校種に配置する。不登校の児童生徒にICT等による自宅学習支
援、高校生年代には、訪問支援・居場所支援を実施する。小中
学校における諸課題に対し市町村と協働しながらアドバイザー派
遣を行う。

8,916 学校生活適応支援員を20校に配置した。全ての公立小・中学校におい
て心理的援助ができるようスクールカウンセラーを配置した。臨床心理士
等の緊急支援を105時間実施した。小・中学校における諸課題におい
て、市町村アドバイザーを派遣した。校内サポート教室を公立中学校15
校に設置した。不登校の児童生徒への自宅学習支援を実施した。高校
生年代への訪問支援・居場所支援を実施した。

B

不登校児童生徒数の増加に伴い、学
びへのアクセスができなかったり、学校
内外の専門機関での相談・指導等を
受けられていなかったりする小・中学生
への支援の充実に向け、県教育委員
会による小・中学校をサポートする体制
づくりを推進する。

市町村教育委員会、親の会、関係機関等と
連携し、居場所づくり、学びの保障を推進す
る。

いじめ・不登校総
合対策センター

いじめ防止対策推進事業 いじめ防止対策の推進のため、関係機関・
団体との連携、相談窓口の充実、重大事
態への対応、いじめ問題の解決にあたる学
校等への支援、児童生徒がいじめ問題につ
いて考える取組への支援等を行う。

鳥取県いじめ・不登校対策連絡協議会の開催、いじめ相談窓口
の運営、子どもの悩みサポートチーム支援事業の実施、いじめ問
題調査委員会の設置、児童生徒のいじめ問題への主体的な取
組支援の実施、いじめ問題に関する行政説明会の実施等を行
う。

12,883 鳥取県いじめ・不登校対策連絡協議会及び、いじめ問題に関する行政
説明会を開催した。いじめ相談窓口の運営、子どもの悩みサポートチー
ム支援事業を実施した。希望する学校に指導主事を派遣して校内研修
を実施した。 B

いじめ問題に対して、学校いじめ防止
基本方針にある対応を迅速かつ適切
に行うことを周知する。

継続していじめ問題に関する行政説明会や
指導主事派遣型の校内研修を実施する。

いじめ・不登校総
合対策センター

スクールソーシャルワーカー活用事業 学校や家庭、地域など児童生徒を取り巻く
環境が複雑化しており、それらの課題への
対応充実を図るため、社会福祉の専門的
な知識や技能を有するスクールソーシャル
ワーカーの市町村教育委員会への配置を
助成するとともに、県において関係者との連
絡協議会や人材育成及び資質向上のため
の研修会を実施し、事業の充実を図る。ま
た、スーパーバイザーを配置し、スクール
ソーシャルワーカーに対し適切な援助を行
う。

スクールソーシャルワーカーを配置する市町村への補助、スクー
ルソーシャルワーカーの人材確保及び資質向上を目的とした研
修会の実施、県において関係者との連絡協議会やスクールソー
シャルワーカーを配置する市町村及び県立学校への巡回訪問の
実施、対応困難な事例に対して適切な助言を行うためのスー
パーバイザーの派遣等を行う。

77,941 市町村のニーズに合わせスクールソーシャルワーカー配置に係る経費補
助を行った。スクールソーシャルワーカー連絡協議会を開催した。対応
困難な事例に対して適切な助言を行うためスーパーバイザーを派遣し
た。

B

社会福祉士や精神保健福祉士の資格
を有する者の割合が低く、スクールソー
シャルワーカーの資質向上のため、
ソーシャルワークの実践力を高める。

連絡協議会、資質向上研修を開催し、スクール
ソーシャルワーカーの質の向上を図る。

いじめ・不登校総
合対策センター

【再掲】
子どもたちを守るためのネットパトロール
事業

ー ー ー ー ー ー ー
いじめ・不登校総
合対策センター

教育相談事業 幼児児童生徒等の教育上の課題や、発
達、障がい等に係る学習上の困難や生活
上の課題について、専門性を有する相談員
及び専門指導員や専門医が、本人や保護
者らに対してきめ細かな支援を行う。

本人・保護者・学校関係者等からの相談に指導主事、相談員、
専門指導員及び専門医が応じ、個別の状況やニーズに応じた助
言・支援を行う。

2,058 不登校に関する保護者からの相談については、相談者の思いを受け止
め、子どもとの関わり方について助言した。いじめ相談については、関係
機関と連携し早急な解決を図った。幼児への発達相談は、言語理解、
視覚認知の力を高める個別プログラムを実施した。

A

次年度も今年度同様に相談員の研修
及びケース検討を実施し、相談員とし
ての専門性を維持する。

相談員のアセスメント力、傾聴・受容・共感力を
高め、相談者の主訴の軽減・解消を促進する。

いじめ・不登校総
合対策センター

学校への専門家派遣事業 学校での指導の充実を図るため、心や性に
関する専門家を学校へ派遣し、児童生徒
の心や性の健康問題の課題解決を図り、
学校での指導の充実を図る。

・心や性に関する健康問題に対して、専門家を学校へ派遣し、児
童生徒の心身の健康問題への対応及び支援を行い、学校で行う
健康相談に対する支援体制の充実を図る。

990 県立学校については、望まない妊娠や性被害の実態を踏まえ、生命の
大切さやよりよい人間関係づくりの築き方について産婦人科医師や助産
師等の専門家を派遣し、性に関する指導の充実につながっている。（R6:
県立学校28校　延べ75人派遣）

A

より多くの学校が活用するよう好事例等
情報発信する必要がある。

ＨＰ等を活用した情報発信 体育保健課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）いのちを育むための教育の推進　（４）児童虐待防止対策の充実
　（５）要保護児童・要支援家庭・子どもの貧困対策への取組の推進　（６）子どもの権利への取組の推進　（７）特別支援教育の充実　（８）青少年の健全な育成のための環境整備の推進
　（９）いじめ、暴力行為、不登校等へ対応の充実　（１０）体罰防止に向けた取組の充実
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 ４　子どもの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

児童生徒健康問題対策事業 近年の薬物情勢を踏まえた薬物乱用防止
教育の重要性や進め方を理解することを通
して、教職員や学校薬剤師等の指導力の
向上を図る。

・薬物乱用防止教育研修会を開催する。
・県内の中学校と高等学校に、年1回の薬物乱用防止教室開催
への働きかけを実施する。

25 教職員、学校薬剤師等を対象に研修会を開催し、薬物乱用防止教育の
進め方など周知することをとおして指導力の向上を図るとともに、各学校
における薬物乱用防止教室の開催を働きかけた。（麻薬・覚醒剤・大麻
乱用防止運動鳥取大会への参加にかえて実施 オンラインとのハイブリッ
ド開催 参加者32人）

A

より多くの教職員・学校薬剤師が参加
できるよう開催方法等を工夫するととも
に、より多くの学校で薬物乱用防止教
育の充実を図る必要がある。

・開催方法の検討
・関係機関との一層の連携

体育保健課

とっとりふれあい家庭教育応援事業 すべての保護者が安心して子育て及び家
庭教育が行えるよう、家庭教育の支援や充
実を図り、家庭の教育力向上を図る。

・家庭教育の支援充実を図り、家庭の教育力向上を図る取組を
実施する。
・地域人材の育成及びネットワークの構築、啓発広報に取り組む。
・市町村が実施する親への学習機会の提供、「家庭教育支援
チーム」による訪問型（届ける）家庭教育支援の取組を促進する。
・家庭教育アドバイザー等の派遣
・保護者の子育てに関する悩み等の解決や、保護者の仲間づくり
に役立つ「とっとり子育て親育ちプログラム」の改訂

8,748 ・家庭教育支援関係者に研修会を実施し、資質向上を図った。
・家庭教育アドバイザー等の派遣を行い、園や学校の家庭教育の啓発を
行った。
・家庭教育支援事業を行っている市町村に財政支援を行った。
・「とっとり子育て親育ちプログラム」の改訂委員会を年3回実施した。3月
に各園・学校等に改訂後プログラムを配布予定。

B

・訪問型（届ける）家庭教育支援チーム
の増加
・「とっとり子育て親育ちプログラム」ファ
シリテーターの高齢化及び減少
・市町村への継続的な財政支援

・家庭教育関係者研修会等の研修を通して訪問
型の重要性を周知する。
・「とっとり子育て親育ちプログラム」の新規ファシ
リテーターの養成とフォローアップ研修会を実施
する。

社会教育課

地域学校協働活動推進事業 学校と地域の連携・協働体制を確立し、学
校を核とした地域住民等の参画や地域の
特色を生かした事業（地域学校協働活動）
を展開することで、まち全体で地域の将来
を担う子どもたちを育成するとともに、学校
を核とした地域づくりを推進する。

・「鳥取県子どもの貧困対策推進計画」にもとづく教育の支援とし
て、大学生や教員ＯＢなど地域住民の協力による「地域未来塾」
を開設する市町村に、学習環境を整備・保障する費用を助成す
る。

55,695
55,344

・地域未来塾等の学習支援事業を実施する市町村に対し、財政支援を
行った。
・地域未来塾等の学習支援に関わる人材及び市町村担当者に対し、他
県の優良事例を紹介する講座と、他市町村関係者との連絡会議を行
い、情報交換及び資質の向上を図った。

B

・地域未来塾等の学習支援に関わる
人材の資質向上
・市町村への継続的な財政支援

・引き続き研修会等を通して学習支援に係る人
材を育成するとともに財政支援を実施する。

社会教育課

【再掲】
インターネットとの適切な接し方教育啓
発講師派遣事業

ー ー ー ー ー ー ー

社会教育課

幼児教育推進体制の充実・活用強化
事業

・「鳥取県幼児教育振興プログラム（第２次
改訂版）」等を周知・活用し、幼稚園・認定
こども園・保育所等の教職員の指導力向上
と小学校教育との連携・接続推進を図る。
・県幼児教育センターの拠点機能を強化
し、市町村・私立園設置者、小学校等にお
ける課題解決に向けた幼児教育及び小学
校教育現場の取組を支援する。

・幼児教育推進体制強化のために、幼児教育アドバイザーや幼
児教育支援員による園へのきめ細かな訪問支援、指導を実施し
たり、幼保小接続アドバイザーの委嘱・派遣をし、円滑な接続をめ
ざした取組を支援したりする。
・幼児教育理解推進・質向上のために、「鳥取県幼児教育振興プ
ログラム（第２次改訂版）」等を周知・活用したり、「鳥取県幼児教
育推進研究協議会」を実施する。
・保育者の専門性向上のために幼稚園教諭・保育教諭・保育士
等の研修会を実施する。
・幼保小接続を推進するために、「幼保小接続推進リーダー育成
事業（２年次）や研修会等を実施する。

4,405
3,327

・県幼児教育センター職員が、県内の幼児教育・保育施設への訪問指
導を行うなど、幼児教育の拠点として取組を進めた。
・幼保小連携・接続に関する課題を抱えている市町村の課題解決に向
け、幼保小接続アドバイザ-を活用した事業展開やニーズに応じた指導
助言を実施していた。

B

・幼児教育と小学校教育では所管が異
なることから、教育委員会と保育担当
課の関与の在り方によっては、幼保小
連携・接続に関する相互理解や連携が
難しく、市町村による取組の状況や課
題に差が見られる。
・県内各市町村や園設置者の幼児教
育推進体制に差が見られる。

・幼保小接続を推進するために、「幼保小の
架け橋プログラム推進事業」の好事例の発
信や施設種を越えた研修会等を実施する。
・市町村・法人同士の連携をより推進するた
め、連絡会等を実施し充実を図る。

小中学校課

 ５　高齢者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

【再掲】
成年後見支援センター運営支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

孤独・孤立対策課

地域包括ケア推進支援事業 団塊の世代が75歳以上となる2025(令和
７)年に向け、住み慣れた地域で暮らし続け
られる「地域包括ケアシステム」（住まい・医
療・介護・予防・生活支援が一体的に提供
される地域づくり）の構築が市町村に求めら
れている。県においては、市町村による「地
域包括ケアシステム」の構築・深化に向け
て、市町村の取組を支援する。

・市町村等職員研修（階層別・テーマ別）の実施　※R6から研修
体系を見直し
・市町村等が行う取組へのリハビリテーション専門職やアドバイ
ザー等の派遣
・市町村の個別/具体的な課題等に応じた伴走型による支援の
実施
・市町村の地域包括ケア推進に向けた支援策等の検討/実施
（地域包括ケア推進支援チームの設置）

24,259
22,334

従来の地域ケア会議や多職種連携強化における専門職派遣事業に加
え、令和３年度からの生活支援体制整備事業支援員派遣や、令和４年
度からの介護予防・日常生活支援総合事業支援員による伴走支援や地
域包括ケア推進支援チームによる支援体制の整備など、地域包括ケア
構築への支援策を拡充。令和６年度は新たに民間企業や医療専門職
等の専門性を活かした市町村支援事業に取り組んだ。

B

地域包括ケアシステムの構築・深化は
途上にあり、今後も市町村や関係機関
のニーズや課題等を把握していく必要
がある。新たに把握したニーズ等に応
じ、支援策を改善・検討、実施していく
必要がある。

地域包括ケアシステムの構築・深化のため
には、市町村の地域づくりの取組支援が重
要。令和６年度から新規事業として実施して
いる医療専門職等を活用した市町村支援
事業において、市町村におけるニーズを把
握するために調査を実施し、より具体的な
ニーズや課題を抽出し支援策を検討する。

長寿社会課

敬老意識の醸成 老人の日の記念行事として、百歳を迎える
高齢者に対し、内閣総理大臣からお祝い
状及び記念品を贈呈し、その長寿を祝いか
つ多年にわたり社会の発展に寄与してきた
ことを感謝し、ひろく国民が高齢者の福祉に
ついての関心と理解を深め、かつ、高齢者
が自らの生活の向上に努める意欲を高める
ことを目的とする。
　長寿社会における生き方として、エイジレ
ス・ライフを実践している事例等を広く紹介
し、高齢期を迎え、又はこれから迎えようと
する国民の参考に供する。

・「百歳以上高齢者」の報道発表
・積極的に社会参加活動を行っている高齢者やその団体を「エイ
ジレス・ライフ実践者」及び社会参加活動事例として事例発表及
び高齢者の顕彰を実施

－

老人の日記念事業として、百歳を迎える高齢者に対して、内閣総理大臣
からのお祝い状及び記念品を贈呈した。

B

令和7年度も引き続き老人の日記念事
業として継続する。

国や各市町村との連携を円滑に行い、ス
ムーズに事業を完了できるようにする。

長寿社会課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）いのちを育むための教育の推進　（４）児童虐待防止対策の充実
　（５）要保護児童・要支援家庭・子どもの貧困対策への取組の推進　（６）子どもの権利への取組の推進　（７）特別支援教育の充実　（８）青少年の健全な育成のための環境整備の推進
　（９）いじめ、暴力行為、不登校等へ対応の充実　（１０）体罰防止に向けた取組の充実

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）社会参加・健康づくりの充実　（４）福祉サービスの質の向上　（５）暮らしやすいまちづくりの推進
　（６）認知症関連施策の充実　（７）高齢者虐待防止対策等の充実
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 ５　高齢者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

認知症本人の社会参画支援、認知症
本人と家族の一体的支援

超高齢社会において認知症への対応は喫
緊の課題となっていることから、国の「認知
症施策大綱」を踏まえ、認知症の人やその
家族の視点に立った総合的な取組を推進
していく。

認知症本人の社会参画を推進し、その視点を施策や地域啓発
へ反映させる。
・認知症本人ミーティング
・研修
認知症の人と家族を支えるための体制強化等
・認知症コールセンターの運営（委託）
・家族の集いの連絡会の開催

6,909 ・県内３圏域において偶数月に認知症本人ミーティングを行い、奇数月
に振り返り会を開催。・家族の集いの連絡会では啓発、若年性認知症の
方の就労を議題にした。
・「認知症施策大綱」のもと、認知症ご本人や家族の視点に立った取組
をしている。

B

・企業の認知症への理解不足（買い
物、外出の不便等）、地域資源（ボラン
ティア等）が生かされていないケースが
ある。
・就労に関して各機関の取り組みを持
ち寄る必要がある。
・認知症ご本人それぞれが今の状況や
暮らしのことなどを自由に発言し、情報
共有できる場である本人ミーティングを
引き続き行う。参加してくださるご本人
は決まってきているため、これまで参加
したことがないご本人にも参加していた
だき、より多くの当事者同士が繋がる機
会が必要である。

・全国的にも認知症サポーター養成率が高
いことを活かし、同サポーターがチームオレ
ンジや市町村・関係機関と有機的に繋がる
ような仕組みづくり等の構築に取り組む。
・家族の集いを労働関係機関と連携できる
方向にする。
・認知症ご本人や家族からの相談を受け、
医療機関やオレンジカフェなどの地域の交
流の場と早期の段階から繋がれるように支
援していく。

長寿社会課

いきいき高齢者クラブ活動支援補助金 地域を支える高齢者の生きがいづくり・健康
づくりを支援し、さらなる地域活動の発展及
び団体の育成強化を図るため、市町村及
び県老人クラブ連合会に補助する。

老人クラブが行う社会貢献活動や健康づくり等の各種事業に対
する助成

34,848 老人クラブが行う社会貢献活動や健康づくり等の各種事業に対する補助
を行った。

B

令和７年度も引き続き補助を継続す
る。

市町村及び県老人クラブ連合会への補助
がスムーズに行えるようにする。

長寿社会課

明るい長寿社会づくり推進事業 元気な高齢者のスポーツや文化活動を等
の促進を図るため、高齢者美術作品展の
開催や、高齢者運動会に対する補助、全
国健康福祉祭（ねんりんピック）等への派遣
を行う。

高齢者の生きがいと健康づくりの推進
・スポーツ大会（ねんりんピックへの選手派遣、因伯シルバー大会
の開催）やシニア作品展の実施
・高齢者健康運動会の開催支援

24,693 ねんりんピックへの選手団派遣や県内の元気な高齢者が制作した作品
を展示するシニア作品展を開催した。

B

シニア作品展においては、年々出品作
品が減少しているため。効果的な方法
で宣伝していく必要がある。

早い段階から広報活動を行い、多くの人の
に参加していただける作品展としたい。

長寿社会課

とっとりいきいきシニアバンク「生涯現
役」運営事業

資格、特技、技能を持つ高齢者の活動促
進を図るため、高齢者の人材バンク「とっと
りいきいきシニアバンク」を運営し、活躍の
場づくりを行う。

高齢者が多様に活躍できる仕組みづくり
・とっとりいきいきシニアバンクの運営
・元気な高齢者の経験や技能を活かした企業の支援

14,341 活動率は上昇しており、地域で、自身の経験や知識を生かして活動した
い高齢者を支援。

B

活動者に対する周知はいきわたった感
があり、登録者数は伸びないが、コロナ
禍による全体的な活動自粛傾向が終
わり、一層の活動率の上昇を目指して
広報を行う。

HPや、新聞を活用した広報に加え、生涯現
役フェスティバルを笑みの花咲くねんりん
フェスタの中で開催予定。

長寿社会課

認知症本人の社会参加支援（認知症
サポートプロジェクト事業）

超高齢社会において認知症への対応は喫
緊の課題となっていることから、国の「認知
症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた
国民一人一人がその個性と能力を十分に
発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の
実現を目指し、認知症の人やその家族の
視点に立った総合的な取組を推進してい
く。

○「認知症本人ミーティング」の開催
認知症の本人のニーズを地域で共有する取組等を実施し、地域
における認知症の本人の社会参加等を推進する。
○認知症本人の啓発研修派遣
認知症に対する理解や対応方法など、認知症本人の実体験等
を交えて講演を行う。

618 県内3圏域に分かれて、認知症の本人が関係者とともに地域の課題等
に関して積極的に意見を表明し、関係機関との協議も実施している。

B

・認知症の本人が今の状況や暮らしに
関する意見などを自由に発言し、情報
共有できる場である本人ミーティングを
引き続き行う。
・ただ、県内3圏域に分かれているた
め、目的、計画の統一性がない場合が
あったり、情報共有の場が乏しいため
県内での目的、計画を統一的に確認
する場を正式に設置する必要性があ
る。。
・また、参加してくださるご本人は決まっ
てきているため、未参加の本人に参加
していただき、より多くの関係者が繋が
る機会が必要である。

要領等を定めた上、県内で統一した委員会
を正式に実施し、3圏域での主な目的、計画
の統合を図る。また、動画等を作成し、各研
修会等の場で活動を広報する。

長寿社会課

認知症医療体制の充実、認知症高齢
者介護人材の育成（認知症サポートプ
ロジェクト事業）

超高齢社会において認知症への対応は喫
緊の課題となっていることから、国の「認知
症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた
国民一人一人がその個性と能力を十分に
発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の
実現を目指し、認知症の人やその家族の
視点に立った総合的な取組を推進してい
く。

○認知症医療体制の充実
・認知症専門医療の中核となる認知症疾患医療センターの運営
（委託）
・かかりつけ医や看護師等、医療関係者に対する認知症対応力
向上研修の実施（委託）
○認知症高齢者介護人材の育成
・介護職員に対する認知症の知識や技術向上のための研修を実
施（委託）、研修への派遣
・認知症地域支援推進員となるための研修や認知症介護指導者
となるための研修への派遣
・認知症重度化予防実践塾の実施（委託）

43,295 ・県内の各認知症疾患医療センターが開催する連携協議会に出席し、
センターの状況や課題について情報共有し、連携を図った。
・研修の実施や研修への派遣を通して認知症介護に関わる人材の育成
を行った。

B

・認知症疾患医療センター主催の研修
が合同で行われているものがあるので、
センターごとの役割をきちんと確認し各
センターが主体となった研修とすること
が必要。
・介護職員に対する研修についてオン
ラインの操作に不安のある方がいるの
で、より細やかなサポートが必要。

・センターの役割や機能を明確化し業務を
委託する。
・研修の受講要件に、オンラインでの受講に
問題がない方やサポートできる職員をつける
ことといったものを設ける。

長寿社会課

認知症になっても安心して暮らせる共
生社会（認知症サポートプロジェクト事
業）

超高齢社会において認知症への対応は喫
緊の課題となっていることから、国の「認知
症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた
国民一人一人がその個性と能力を十分に
発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の
実現を推進目指し、認知症の人やその家
族の視点に立った総合的な取組を推進し
ていく。

認知症になっても安心して暮らせる地域づくりを進める。
・認知症サポーター養成講座の開催（委託）
・認知症サポーターが中心となり地域で認知症の人と活動する
「チームオレンジ」の設置支援（委託）
・認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトの養
成
・認知症施策に係る関係機関との連携会議の開催
・多様な主体による連携強化を図る。
・行方不明高齢者対応のための県警・市町村等とのＳＯＳネット
ワークの構築
・広告による相談窓口等の広報

6,001 ・「認知症基本法」の施行を受け、新しいテキストにより、地域の関係者や
行政職員、企業などにサポーター養成講座などの研修会を実施した。
・認知症高齢者等行方不明対応ガイドラインの見直しを行った。

B

・「認知症施策推進大綱」によりチーム
オレンジの全県設置が求められている
ため、既存のものを活かした支援を進
める必要がある。
・キャラバン・メイト養成研修の参加者
数が年々減少している。
・少子高齢化による認知症の人の増加
に伴い、生命の危機に晒される行方不
明高齢者の増加が懸念される。

・全市町村でのチームオレンジの設置に向
けて市町村に働きかける。
・キャラバン・メイト養成研修において多くの
人に参加してもらえるように早めにお知らせ
する。
・市町村域を越えた連携の促進に取り組む
ため市町村・県警察本部・県で引き続き取り
組む。

長寿社会課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）社会参加・健康づくりの充実　（４）福祉サービスの質の向上　（５）暮らしやすいまちづくりの推進
　（６）認知症関連施策の充実　（７）高齢者虐待防止対策等の充実
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 ５　高齢者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

若年性認知症支援事業（認知症サ
ポートプロジェクト事業）

超高齢社会において認知症への対応は喫
緊の課題となっていることから、国の「認知
症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた
国民一人一人がその個性と能力を十分に
発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の
実現を目指し、認知症の人やその家族の
視点に立った総合的な取組を推進してい
く。

・若年認知症サポートセンターを設置し、患者・家族の生活・医療
相談や就労相談、社会活動支援を実施（委託）
・若年性認知症の啓発のためのセミナー開催（委託）
・医療機関を受診後、早期に相談支援機関に繋げるため、認知
症疾患医療センターと連携したピアサポート事業の実施（委託）

8,130 診断後支援の早期の段階から医療機関や地域と繋がるために若年認知
症コーディネーターの存在は不可欠であり、様々な調整役として活動い
ただいている。なお、就労支援のため事業者等向けの研修を開催した。

B

若年性認知症の方の就労等について
事業者も含めて広く関係機関と連携を
図る必要がある。

年２回開催のネットワーク会議において就労
機関の関係者にも加わってもらい、課題の
整理や情報共有を行い、就労等について考
え、より事業者への理解を促進する。

長寿社会課

認知症ケア推進体制
（鳥取方式フレイル予防対策推進事
業）

ICTも導入しながら、認知症に関する啓発・
情報発信の強化、予防教室の拡充など、
多くの高齢者がライフスタイルに合わせて、
認知機能の維持が可能となるような環境を
構築していく。
また、認知症の本人、家族への相談体制を
強化する。

・ICTを活用し、ライブ、オンデマンドによる認知症予防教室を実施
（委託）
・老人クラブと連携し、「とっとり方式認知症予防プログラム」教室
を普及（委託）
・早期相談に関する取り組みの一環として、県、市町村、認知症
疾患医療センター医師の連携による相談会を実施。
・SNSを活用し、認知症やフレイル予防に役立つ情報をスマート
フォン等に直接配信し、効果的に情報発信を実施。また、相談し
やすくするためにLINE上で、地域型認知症疾患医療センターによ
る相談受付を開始。
・認知症について不安のある人、認知症介護家族等の電話相
談、面接、出前相談等を実施し、一部は夜間休日にも行う。
・認知症の不安を感じて受診する本人、家族の不安を受けとめ、
生活再建へと繋げるための相談支援強化として、認知症本人・家
族によるピアサポートを各圏域に拡大。

24,552 ・認知症予防教室はR5に引き続き視聴者キャンペーンを実施し、会員
数が増加している。
・とっとり方式の普及のためにモデル地区を設定し、効果測定やアンケー
トを実施するとともにスマホの使用方法などを教える教室を実施した。
・県内3圏域で認知機能の検査及び相談会を開催し、YouTube広告等
で広報活動を実施した。
・プッシュ型配信は各講演会等での宣伝により、会員数が着実に増加し、
幅広い啓発へと結びついている。
・コールセンターでは平日のみならず、夜間休日での相談会を開催し、
LINEでの相談受付も実施した。
・ピアサポートでは認知症の本人、家族同士で相談を開催し、当事者同
士でしか分からない思いや意見を交換し、西部圏域だけでなく、中部圏
域でも定期的に実施した。なお、東部圏域では各市町村等と調整中。

B

・認知症予防教室のライブ配信視聴者
の新規登録者数を増やすことと、継続
した利用を促進すること。
・「とっとり方式認知症予防プログラム」
の実施市町村数が停滞しているので、
全県導入に向けた取組が必要。
・SNSを用いた情報発信は、継続して見
てもらえるよう、一方的にならないよう双
方向の取組が必要。また、LINEによる
センターへの相談実績があまりないた
め、さらなる周知が必要。
・コールセンターでは平日働く家族のた
めに、より夜間休日対応を充実させる
必要がある。
・認知症本人や家族のピアサポートを
東部圏域でも定期開催できるように準
備が必要。

・引き続き年間配信契約とし、継続的な配
信等を行う。
・短縮版の効果測定などを行い、導入しや
すいプログラムとすることの検討を行う。
・SNSを用いた情報発信について、長文にな
らないよう工夫を加えた配信とする。セン
ターへの相談受付については、分かりやすい
インターフェースへの変更について検討す
る。
・コールセンターについて、SNSやインター
ネットを活用した広報等を充実させる必要が
ある。
・ピアサポートを東部圏域でも各市町村のや
り方を踏まえながら拡大することについて進
める。

長寿社会課

高齢者虐待防止推進事業 高齢者虐待防止法に基づき県内の高齢者
虐待問題に適切に対応するため、高齢者
の権利擁護に対し様々な支援を行い、高
齢者虐待対応のための体制を整備する。

○地域における高齢者虐待防止の推進
・各市町村及び地域包括支援センターの高齢者虐待対応業務を
支援するための研修実施（委託）
・成年後見ネットワーク鳥取・倉吉・米子による相談・助言業務の
実施（委託）
○高齢者施設における高齢者虐待防止の推進
・介護職員や施設管理者を対象とした研修の実施

1,732 ・地域包括支援センター及び市町村の職員に対して在宅、介護施設に
おける高齢者虐待対応の研修を行った。
・市町村等からの相談等を専門家等の助言を行った。

B

高齢者虐待への意識が高まりつつあ
り、各市町村や包括の業務も増加して
いる。なお、市町村からの相談・助言業
務も増加している。

虐待に対する効果的・効率的な対応が求め
られるため、引き続き、研修や事例共有など
により、担当者のスキルアップを図る。なお、
市町村からの相談・助言業務も引き続き実
施する。

長寿社会課

福祉サービス利用者苦情解決事業 福祉サービスに対する利用者の意見や苦
情を幅広く汲み上げ、サービスの質の改善
を図る。
　県の社会福祉協議会に設置された公正
な第三者機関（運営適正化委員会）が、当
事者間（利用者及び事業者）で対応困難な
福祉サービスに関する苦情解決を図る。

・鳥取県社会福祉協議会が設置する運営適正化委員会の活動
経費に対し助成する。

9,842 利用者及び事業者間で対応困難な福祉サービスに関する苦情や相談
の解決を運営適正化委員会において行うため、鳥取県社会福祉協議会
に活動経費を助成した。

B

毎年一定数の苦情や相談を受け、当
該機関で解決が図られていることから、
引き続き、この事業を続けていくことが
必要。

これまでの取組を引き続き継続していく。 福祉監査指導課

鳥取県社会福祉・保健サービス評価事
業

　県が認証した評価機関が、事業所の提供
する福祉サービスを評価し、その結果を公
表することにより、福祉サービスの質の向上
とサービス利用者への情報提供を図る。

・事業者の提供するサービスを評価する評価機関の認証、評価
調査者の養成研修及び継続研修を実施するとともに、指導監査
等を通じた事業の普及を促進する。

1,098 ・評価推進委員会を開催し、評価機関の認証更新を行った。
・評価調査者継続研修を行った。
・指導監査時や研修の機会を捉え、受審の勧奨を行った。

B

・より多くの事業所に評価機関の評価を
受けていただくことが必要。
・新規の評価調査者を確保する必要が
ある。

・指導監査等の機会を捉え事業の普及啓
発を行う。
・評価調査者の確保のため、評価調査者養
成研修及び評価調査者継続研修の実施す
る。

　

福祉監査指導課

とっとり県民カレッジ講座の開催 県民の多様化・高度化する学習要求に応
えるために、社会の様々な教育機能との連
携を図り、広く県民に公開された学習機会
を提供する。

市町村や高等教育機関等と連携し、地域づくりにつなげる講座等
を開催する。また、講座について広く県民に情報提供することによ
り県民に学ぶ機会を提供するとともに、講座の受講に応じて単位
を認定することで学習意欲向上を促す。

100 市町村教委等と連携し、地域課題解決型のワークショップ形式の講座を
２回開催したほか、高等教育機関と連携した講座を１０回開催。連携講
座の単位認定が多い者への表彰を行った。これらの取組により県民の学
習機会の提供と学習意欲の向上を図った。 B

各講座の受講者に占める60歳代以上
の方の割合がもっと多く、さらに若い世
代の参加を促すとともに、学びの地域
への還元を図っていく必要がある。

広報は、紙媒体、HP等が中心となっている
が、ＳＮＳによる広報をさらに広げていき、若
年層まで情報を届けるように努める。

社会教育課

【再掲】
とっとりUD施設普及推進事業

ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業

ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

就労支援 「働きたい」という意欲と能力を持つ高齢者
のニーズに応じた就労支援を実施する。

働く意欲のある高齢者の掘り起こしを行うとともに、就業支援員
が、高齢求職者の働き方ニーズに応じた伴走型支援を行うととも
に、求人企業に対してはワークシェア等の新たな雇用形態の提案
を行いマッチングに向けた支援を行う。 ー

公民館活動での出張相談会を行うなど働く意欲のある高齢者の掘り起こ
しを行うとともに、就業支援員が、高齢求職者の働き方ニーズに応じた伴
走型支援を行うとともに、求人企業に対してはワークシェア等の新たな雇
用形態の提案を行いマッチングに向けた支援を行った。 B

相談を躊躇している潜在的な相談者は
存在すると思われるため、認知度向上
を図るとともに、相談しやすい環境を整
える必要がある。

関係機関と連携した効果的なチラシの配布
等による認知度向上、アウトリーチ型による
潜在的な相談者の掘り起こしを行う。

鳥取県立ハロー
ワーク

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）社会参加・健康づくりの充実　（４）福祉サービスの質の向上　（５）暮らしやすいまちづくりの推進
　（６）認知症関連施策の充実　（７）高齢者虐待防止対策等の充実
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 ６　外国人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

多文化共生推進事業 外国人が安心して訪問、生活できる多文化
共生社会を推進していくため、外国人総合
相談窓口や多文化共生サポーター制度の
運営、外国人受入企業及び地域住民への
多文化共生理解の促進、日本語教育体制
整備等の取組を行う。

・多言語（英語、中国語、ベトナム語）対応の「外国人総合相談窓
口」の運営。
・外国人の視点から多文化共生の取組を進めるため、多文化共
生コーディネーターを配置。
・外国人住民と行政等との橋渡し役を務める鳥取県多文化共生
サポーター制度の運営。
・ 地域における外国人住民との共生推進研修会の実施等
・全県的な日本語教育推進体制を整備するため、学習機会の確
保充実、人材育成、関係機関との連携等を実施。

31,201 ・外国人総合相談窓口については、医療分野や日本語学習に関する質
問を中心に、令和５年度を超える件数の相談を受けた。
・多文化共生サポーターの拡充を図り、新たに1団体に委嘱した。
・多文化共生社会への理解を促進することを目的として、地域住民、企
業、市町村担当者等向けに研修会を実施した。

B

・日本語教育の空白地帯の解消、人材
育成

・市町村と連携した全県的な日本語教育推
進体制の整備、オンラインを活用した学習
機会の確保充実、日本語教育に携わる人
材の育成など、日本語教育に必要な体制の
整備

交流推進課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

私立高等学校等ＪＥＴ－ＡＬＴ配置支
援事業

私立学校において外国語教育等の取組が
継続して行われるように支援する。

私立高等学校等における外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置を支援
し、私立学校等生徒の英語力の一層の向上と国際舞台で活躍で
きる人材養成を図るため補助金を交付する。

10,821 JETプログラムを活用してALT配置を行う私立学校３校に対して助成し、
外国語教育等の取り組みを支援した。

B

引き続きALTを配置する私立学校に対
して助成し、外国語教育等の取組が継
続して行われるように支援する。

各学校への希望を丁寧に聞き取り、必要な
支援を実施する。

総合教育推進課

外国語指導助手等充実事業（外国語
指導助手（ALT）配置）

グローバル化が進展した現代社会において
必要となる外国語教育の充実を図る。

・県立高校に語学指導等を行う外国語指導助手（ALT）27名を
配置する。
・研修等をとおし、外国語指導助手の指導力向上を図り、国際理
解教育の一層の推進を図る。

143,260
(ALT人件費、
事業費）

(1)県立高校に英語及び韓国語の27名のALTを配置した。
(2)11月に外国語指導助手の指導力等向上研修を開催し、ALTの指導
力の向上を図った。

A

(1)ALTの配置日数や授業時間数が不
足している学校がある。
(2)授業及び授業外での活用のあり方
に課題がある。

(1)配置希望調査を実施し、各校の活用状
況を把握するとともに、活用状況に応じて配
置日数や時間数となるよう調整及び増員の
検討を行う。
(2)ALTの強みを生かして外国語指導及び
国際理解教育の推進が図られるよう研修会
等を通し、好事例等の普及を図る。

高等学校課

世界に羽ばたく人材育成事業 長期の海外留学により、多様な価値観や物
事の捉え方などを学ぶ機会を鳥取の高校
生に提供することによって、今後の予測不
能な社会にあっても主体的に地域や世界
の課題に向き合い、グローバルな視点から
課題解決を図ろうとする人材を育成する。

（1） スタンフォード大学が提供するオンラインプログラムの提供
（2） 留学に関する情報提供を行うための説明会の実施
（3） 長期留学に対する助成
（4） 各学校が企画する海外派遣プログラム参加者への補助金
支援
（5） 海外で開催される交流事業に高校生等を派遣

23,076 (1)30名の高校生が参加し実施。英語力の向上及び国際的視野の育成
を図った。
(2)200名以上の中・高校生及び保護者並びに教員がオンラインで参
加。留学機運の醸成を図った。
(3)１年程度の留学に対して上限40万円を支給。３名の高校生を支援。
(4)国費を利用した県事業を実施。１校６名が対象となり、１人あたり６万
円を支給。
(5)韓国江原道国際教育院主催の国際フォーラムに１校５名の高校生と
１名の引率教員を派遣。韓国やその他アジアの国の生徒と対面とオンラ
インで交流。

A

(1)応募する生徒の数に減少傾向が見
られる。
(2)高校卒業後に海外の大学に進学す
る生徒への情報提供が行われていな
い。
(3)海外留学に係る経済的負担が大き
くなっており、留学実施の妨げの要因の
一つになっている。
(4)全国的に留学への機運が高まって
おり、国事業の対象となることが難しく
なっている。
(5)本年度初めて実施したこともあり、交
流活動の準備が不足していた。

(1)より魅力あるプログラム内容になるよう、
担当者間で協議し、扱うトピックを一部変更
する。
(2)説明会において海外大学進学を目指す
生徒に対し、奨学金等について情報提供を
行う。
(3)本事業について周知を図り、より多くの生
徒や保護者に留学の意義が伝わるようにす
る。また、補助金の金額について検討する。
(4)海外研修先での活動内容の充実を図
る。
(5)オンラインでの事前研修等を実施し、対
面での交流を充実させる。

高等学校課

県立学校裁量予算事業・高等学校教
育企画費（国際交流・海外研修旅行関
係）

学校長による独自性のある学校運営の実
施を目的として、学校長の裁量による予算
執行を認め、学校の自立度の向上、生徒
の状況に応じた学校づくりを推進する。

（1） 海外研修旅行・１校（台湾１校）
（2） 海外交流校との学校間交流・11校（中国1校、韓国4校、ア
メリカ3校、ブラジル1校、インドネシア1校、シンガポール１校、マ
レーシア１校、ニュージーランド１校、台湾2校※複数の国と交流
する学校が3校

7,214 オンラインでの交流を活用しつつ、現地への派遣及び現地からの交流生
受け入れを実施することができ、より高い教育効果を得ることができた。

B

引き続き、対面での交流を維持し、異
文化理解を深めていくとともに、オンラ
インも活用し交流の機会を確保してい
く。

渡航費用が増加している現状を考慮し、事
業内容の再検討を含め、より効果的な実施
方法を検討しつつ事業を継続して実施す
る。

高等学校課

図書館国際交流事業 環日本海諸国との交流やさらなるグローバ
ル化に伴う幅広い国際交流や国際理解の
促進を支援するために、環日本海交流室・
国際交流ライブラリーの機能を活かし、広く
海外情報を収集・提供することに務める。

（1） 図書交換事業
　　　図書交換等に関する協定を結んでいる韓国・中国・モンゴル
の図書館と資料、情報の交換を行う。
（2） 海外に関する資料収集整備・提供の促進
　　　特色ある資料収集と提供に努め、県民及び県内在住外国
人への資料・情報提供の充実を図る。
（3） 海外に関する情報発信
　　　県民に広く海外諸国に関する情報を発信・提供することによ
り、海外諸国に親しんでもらうとともに、国際理解の推進のための
講演会を開催する。
（4） 語学・歴史・文化等学習支援事業
　　　多文化・異文化に理解を深めてもらうイベントを行う。また、
外国人の利用促進を図る。

4,743 ・韓国、中国、モンゴルの図書館と図書交換を行った。
・環日本海交流室、国際交流ライブラリーの閲覧用資料（図書６４２冊、
雑誌３８種、新聞４種）を購入した。
・国際交流ライブラリー開設１０周年を記念した講演会を開催した。
・英語をテーマとした多文化を知るイベントを開催した。

B

・国際理解に向けたイベント等を開催
し、国際交流ライブラリーや環日本海
交流室の利用や県民の国際理解の促
進を図る必要がある。
・資料や情報の充実に努め、県内に在
住する外国人の支援を図る必要があ
る。

・多文化を知るイベントや他機関と連携した
展示等を行い、県民の国際交流や国際理
解を支援する。
・図書交換等によって収集した海外に関す
る資料等による県内在住外国人の支援を
行う。

図書館

環日本海教育交流推進事業 環日本海諸国（大韓民国）との教員、児童
生徒との交流促進を図ることにより、国際感
覚豊かな教員及び児童生徒を育成し国際
理解教育を推進するとともに、子どもたちの
健全育成に向けた活動をより一層発展させ
る。

鳥取県教育委員会と江原外國語教育院が２０１３年に締結した
「交流協約書」に基づいた児童生徒交流事業及び研修を実施す
る。
本県児童生徒の派遣は、児童生徒２０名、引率教員５名を予
定。江原道児童生徒の受入れは、児童生徒２０名、引率８名を
予定。

3,256 ・令和６年度は、江原特別自治道教育庁国際教育院院長を団長とした
訪問団が来県し、八頭高校、米子高校、米子南高校と江原外国語高
校、雪嶽高校の生徒が心温まる交流を行った。

B

・交流の機会を積極的に設定すること
は、日韓両国の国際理解教育を推進
していくために有効である。特に県の事
業として実施することで、韓国と交流の
ない市町村の児童生徒も交流でき、県
内全域に交流の輪を広げることができ
る。江原道と鳥取県との教育交流事業
の一環として、草の根レベルでの相互
理解や良好な関係づくりを継続して進
めていく必要がある。

・米子ーソウル便の往来再開を受け、児童
生徒及び教員の相互派遣交流の一環とし
て、受入事業と派遣事業を隔年で継続的に
実施し、国際感覚豊かな児童生徒及び教
員の育成を推進していく。

小中学校課
高等学校課
教育総務課

外国人児童生徒等への日本語指導等
支援事業

母語での支援員や日本語指導支援員の活
用による指導体制の構築、多言語翻訳シ
ステム等ＩＣＴを活用した支援の充実など、
多文化共生社会の実現に向けた外国人児
童生徒等への日本語指導を含む教育の充
実を図る。

外国人児童生徒等の学習環境を整備するため、授業等において
母語での支援や日本語指導支援員を配置するための経費を補
助する。また、各市町村教委担当者、日本語支援等担当教員等
との連絡協議会を開催し、受入れや学習支援に係る情報交換や
協議を行ったり有識者等による指導助言を受けたりすることで、各
自治体、学校現場での支援体制の充実を図る。

12,806 ・令和６年度は鳥取市、境港市、湯梨浜町、北栄町、琴浦町の５市町
で、日本語指導支援員を配置し、日本語指導や学習指導、保護者支援
等を行った。また、関係市町教育委員会、学校、指導員で情報交換・協
議を行う場を設け、指導方針の確認や課題の共有を行い、個に応じた支
援を行った。

B

・各市町村教育委員会や各学校にお
いて、児童生徒の実態に応じたきめ細
かな支援を行っているところではある
が、外国人児童生徒等の受入れに係
る初期対応や日本語指導、母語支援
のできる通訳等人的な支援が十分にで
きていない。

・鳥取県国際交流財団と連携し、人的な支
援の充実を図る。
・各市町村教委担当者、日本語支援等担
当教員等との連絡協議会を複数回実施し、
関係市町教育委員会や各学校への支援の
充実を図る。

小中学校課
人権教育課

就労支援 「鳥取で働きたい」という意欲と能力を持つ
外国人のニーズに応じた就労支援を実施
する。

就業支援員が、働く意欲のある外国人と、採用を希望する企業と
のマッチング等、寄り添った支援を行う。 ―

希望に沿った就労が実現するよう、就業支援員が企業の紹介、求人開
拓・求人条件の調整など、伴走型支援を行った。 B

相談を躊躇している潜在的な相談者は
存在すると思われるため、認知度向
上、利用促進を図る。

関係機関と連携した効果的なチラシの配布
等による認知度向上、アウトリーチ型による
潜在的な相談者の掘り起こしを行う。

鳥取県立ハロー
ワーク

【施策の基本的方向】
　（１）暮らしやすいまちづくりの推進　（２）生活情報の提供の充実　（３）相談支援体制の充実　（４）教育・啓発の推進　（５）外国人児童生徒に対する教育の充実
　（６）外国人の社会参画の推進
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 ７　感染症等病気にかかわる人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

ハンセン病問題対策事業 本県出身のハンセン病元患者やその家族
の方々が安心して生活ができるように支援
するとともに、ハンセン病に起因する人権問
題解決のため、歴史の教訓を学び、正しい
知識の普及啓発を行う。

①ハンセン病問題人権啓発事業
・.ハンセン病問題人権学習会
・ 県民交流事業
 ・ パネル展
②本県出身入所者支援事業
・ 療養所訪問事業
・ 里帰り支援事業
・ 伝統芸能派遣事業
③ハンセン病家族補償法支援事業 補償法に関する制度の周知
と相談事業

1,429 要望のなかった里帰り支援事業、伝統芸能派遣事業を除き、③の事業
内容に記載のとおり実施した。

B

引き続き、ハンセン病元患者やその家
族の方々に対する支援、正しい知識の
普及啓発を地道に行っていく。

学習会講師の確保・後継者育成を関係機
関と連携しながら進めていく。

健康政策課

難病対策事業 発病の原因が不明であるため、治療が困
難で長期療養を要することから医療費負担
が高額となる難病等について、その患者に
対して良質で適切な医療を提供するために
医療費助成を行うとともに、療養生活の質
の維持向上を図る。

①難病等医療費助成事業
②難病患者地域支援対策推進事業
③在宅難病患者一時入院事業
④在宅人工呼吸器使用患者支援事業
⑤難病相談・支援センター、難病医療連絡協議会運営事業
⑥難病患者の生活支援充実
⑦啓発事業（難病フォーラムの開催）

1,111,980 ③の事業内容に記載のとおり実施した。

B

引き続き、難病等の患者に対して必要
な支援を行っていくとともに難病患者へ
の理解を促進する。

これまでの取組を引き続き継続していくととも
に、難病の生活支援充実に向けた対策を進
める。令和６年度に初めて開催した難病
フォーラムを引き続き開催する。

健康政策課

エイズ予防対策事業 エイズ及び性感染症のまん延防止と早期
発見・早期治療を推進するとともに、エイズ
患者・HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者に
対する差別・偏見の解消を図る。

①正しい知識の普及啓発
・HIV検査普及週間（６月１日～７日）
・性感染症予防キャンペーン（７月～９月）
・世界エイズデー（１２月１日）
②検査・相談体制の充実
・HIV・性感染症検査・相談窓口の開設
・エイズカウンセラーの派遣
・検査・相談業務従事者育成のための研修派遣
③医療体制の充実
・エイズ診療従事者育成のための研修派遣
・エイズ相談・治療連絡会議の開催
・エイズ感染予防薬の整備

4,750 ③事業内容に記載のとおり実施した。今年度から新たにインスタグラム広
告を取り入れる等、幅広い世代に普及啓発した。

B

引き続き、性感染症の発生動向に留
意し、データ等を整理しつつ、関係機関
と連携しながら幅広い世代への正しい
知識の普及啓発を進めていく必要があ
る。

これまでの取組を継続しつつ、様々な媒体
を活用した正しい知識の効果的な普及啓発
を進めていく。

感染症対策セン
ター

がん教育啓発研修会 より効果的ながん教育が実施されるよう、
指導内容の充実と教職員の正しい理解を
図る。

・学校教職員等を対象に、学校におけるがん教育の理解と充実を
図るため、研修会を開催する。

172 教職員を対象に研修会を開催し、がんに関する正しい理解や教育の進
め方など周知することを通して指導力の向上を図るとともに、各学校にお
けるがん教育の大切さや必要性を伝えることができた。（非集合型オンデ
マンド開催　参加者32人） A

・参加者が、保健体育主事や養護教諭
が中心となっており、学校でがん教育の
中心となっている保健体育科教諭の参
加が少ない。
・がん教育が、体育・保健体育科の授
業のみで実施されており、学校全体で
の取組となっていない。

これまで推進校として実践を行った学校の
事例等を紹介しながら、がん教育の大切さ
や必要性を周知していく。

体育保健課

 ８　刑を終えて出所した人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

鳥取県社会福祉事業包括支援事業 鳥取県内における犯罪の予防及び更生保
護に関する事業の健全な発達に寄与す
る。
矯正施設からの退所者を保護し、社会復
帰する手助けをする。

犯罪や非行をした人への円滑な社会復帰のための支援や、再犯
の防止等を目的として、更生保護活動を行う団体の活動に要す
る経費の一部を助成。（R6予算額：200千円）
・鳥取県更生保護観察協会
・鳥取県更生保護給産会

200 犯罪や非行をした人への円滑な社会復帰のための支援や、再犯の防止
等を目的として、更生保護活動を行う団体（鳥取県更生保護観察協会、
鳥取県更生保護給産会）の活動に要する経費の一部を助成した。

A

なし なし 孤独・孤立対策課
※予算要求担当
課は福祉保健課

鳥取県再犯防止推進事業 犯罪をした者等が、適切な福祉支援等を
受けることにより、再び社会を構成する一員
となるようにすることで、再び犯罪を行うこと
を防止し、県民が安全で安心して暮らせる
地域づくりを行う。

＜鳥取県地域生活定着支援センター運営事業＞
高齢又は障がいのため福祉的な支援を必要とする矯正施設退
所者及び被疑者・被告人等について、退所又は釈放後直ちに福
祉サービス等（障害者手帳の発給、社会福祉施設への入所な
ど）につなげるための調整及び、出所又は釈放後の支援を実施

＜鳥取県再犯防止推進会議＞
犯罪をした者等が孤立することなく再び社会を構成する一員とな
ることにより、県民の犯罪被害を防止するため、現状、進捗、課題
等の情報共有、計画の管理・検証等を行う「鳥取県再犯防止推
進会議」（構成団体：国の関係機関、県関係機関、更生保護関
係団体等）を２回開催予定

＜高齢者・障がい者以外の出所者等に対する相談支援体制の
構築＞
地域生活定着支援センターの支援対象外の者、その家族等向け
の相談体制の構築について検討会を開催。

＜市町村に対する再犯防止推進支援事業＞
・市町村担当者等対象の研修会
・市町村等関係者・県との連携会議

31,274 ＜鳥取県地域生活定着支援センター運営事業＞
罪を犯した高齢者・障がい者を対象に、福祉的支援を行った。
＜鳥取県再犯防止推進会議＞
県から計画における取組の進捗報告や新規事業の説明のほか、３団体
から活動報告をいただき、連携を図った。
＜高齢者・障がい者以外の出所者等に対する相談支援体制の構築＞
地域生活定着支援センターの支援対象外の者、その家族等向けの相談
体制の構築について検討会を３回開催し、R7開始に向けた方向性をまと
めた。
＜市町村に対する再犯防止推進支援事業＞
研修会および連携会議を合同で開催し、市町村との連携を図り、知見を
深めていただいた。

A

・地域生活定着支援センターの支援対
象となる高齢または障がいのある出所
者等以外についても、本県では専門支
援機関はない。
・出所者等が地域に戻ったときに必要
な福祉サービス等の支援を円滑に受け
るために、市町村との連携や市町村へ
の支援が必要。
・再犯防止に関する取組や意義につい
ては、関係機関や一般県民に充分に
浸透しているとは言えない。

・R7から、高齢者・障がい者以外の出所者
等に対して、保護司による支援事業を開始
予定。
・研修や会議を継続して開催予定。
・第２期計画の内容で拡充した、更生保護
団体・国の機関・関係機関の業務紹介など
も活用しながら、わかりやすい発信や機会を
捉えての広報を行っていく。

孤独・孤立対策課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

就労支援 専門就業支援員を配置して、刑務所出所
者等に対する就労相談等を実施する。

専門就業支援員が、受刑者に対する職業講話等を行い就業感
の醸成を図るとともに刑務所出所者等への職業相談、職業紹介
等の就労支援や就職後の職場定着まで継続した支援を行う。 ー

専門就業支援員が、受刑者に対する職業講話等を行い就業感の醸成
を図るとともに刑務所出所者等への職業相談、職業紹介等の就労支援
や就職後の職場定着まで継続した支援を行った。 B

相談を躊躇している潜在的な相談者は
存在すると思われるため、認知度向
上、利用促進を図る。

関係機関と連携した効果的なチラシの配布
等による認知度向上、アウトリーチ型による
潜在的な相談者の掘り起こしを行う。

鳥取県立ハロー
ワーク

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）プライバシーに配慮した医療環境の整備　（４）ハンセン病回復者等への支援
　（５）HIV感染者、エイズ患者への支援　（６）難病患者等への支援　（７）新型コロナウイルス感染症に関する取組

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談・支援の充実
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 ９　犯罪被害者等の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

犯罪被害者及びその家族の人権問題
についての啓発

犯罪被害者等の実情や支援の必要性等に
ついて広く県民の理解を促進する。

消費生活センターが県内大学等の高等教育機関と連携して正規
授業として実施する消費者教育連続講座「とっとり消費者大学く
らしの経済・法律講座」において、学生及び県民に対して「犯罪被
害者とその家族への支援」をテーマにした講座を開催予定。

1,706 鳥取大学及び公立鳥取環境大学において「犯罪被害者等の支援につい
て」の講座を開催した。（講師：公益社団法人とっとり被害者支援セン
ター理事長 佐野 泰弘 氏） B

各大学等での犯罪被害者等の人権問
題啓発講座の開催

大学生・県民に対する犯罪被害者等の人
権問題啓発講座の開催について、引き続き
大学等に働きかけていく。

消費生活センター

犯罪被害者寄り添い支援事業 犯罪被害者に被害直後から寄り添い、中・
長期にわたって民間支援団体とも連携し
て、きめ細かな支援を行い、再び平穏な生
活を営めるよう、被害からの早期回復の実
現等を図る。

犯罪被害者支援に特化した専門組織を設置し、総合相談窓口を
開設するとともに、経済的支援等を提供
関係機関・団体との連携・協力の推進

42,712 総合相談窓口を設置し、被害にあった方に応じた支援を提供した。

B

支援施策の充実に向け、県独自の経
済的支援について検討する必要があ
る。

関係機関等と協議を行い、検討する。 くらしの安心推進
課
警察本部広報県
民課

犯罪被害者寄り添い支援事業
（理解増進のための啓発等）

教育活動や啓発の機会を通じて、犯罪被
害者等の人権が尊重され、名誉や生活の
平穏が害されることなく、安心して地域で暮
らせるよう、県民等の理解を促進する。

犯罪被害者等支援に関する広報、理解促進のための啓発、ボラ
ンティアの育成支援等を行う。

13,078 民間支援団体が行うボランティア育成事業に対する助成を行った。

B

引続き、犯罪被害者支援に関する県
民・事業者の理解を深める取組みを行
う必要がある。

職能団体や企業等と連携した研修等を行
う。

くらしの安心推進
課
警察本部広報県
民課

性暴力に係る啓発事業費 男性、女性、子ども等への性暴力に関し
て、関係部局による対策チームを通じた情
報共有を図るとともに、チーム等での議論
を踏まえて、性暴力の防止に向けて啓発・
広報、相談・支援に取り組む。

・男性への性被害等も含めた性暴力に対する対応などについて
学ぶための講演会等を年３回程度開催する。
・市町村関連施設など集客施設等において性暴力に関するパネ
ル等の展示を行う。

1,831 ①研修会の開催
・講師：小笠原　和美氏（慶應義塾大学SFC研究所上席所員）
・内容：子どもを性暴力から守る～私たち大人がすべきこと～
②講演会の開催
・講師：中村　正氏（立命館大学産業社会学部特任教授兼名誉教授）
・内容：性犯罪の被害と加害～男性とジェンダーの視点から考える～
③性暴力に関するパネル展示
・期間：R6.4.10～R7.2.26
・展示場所：県内全市町村関連施設

B

多くの県民に性暴力に関する人権につ
いて啓発できるよう、講演会等のテーマ
や時期の選定、周知方法等について
関係機関と連携して取り組むことが必
要。

引き続き関係機関等との連携を密に行いな
がら啓発を図り、人権尊重の社会づくりを推
進する。

人権・同和対策課

 １０　性的マイノリティの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

人権学習講師派遣事業（多様な性の
あり方について学ぶ学習会）

・児童生徒が多様な性のあり方について学
習することを通して、互いの個性を尊重し、
自分の大切さとともに他の人の大切さを認
めることができるために必要な資質・能力の
育成を図る。
・教職員が多様な性のあり方について理解
を深めることを通して、すべての児童生徒
が自らの大切さを認められていることを実感
できるような環境づくりを行うための人権意
識の向上を図る。

・多様な性のあり方と人権をテーマとし、性的マイノリティの人権保
障に取り組んでいる方を講師として派遣する。
・実施校は、人権学習会までに「性的マイノリティの人権」をテーマ
とする教職員研修を実施する。研修講師が必要な場合は、人権
教育課の指導主事等を講師として派遣する。

769 多様な性のあり方と人権について学ぶ学習会を小学校１１校、中学校３
校、高校２校（計１６校）で実施した。実施校においては、事前に教職員
研修を開催した。

A

・今後「性的指向及びジェンダーアイデ
ンティティの多様性に関する国民の理
解の増進に関する法律」による基本計
画が出されることに伴い、学習会への
申込や教職員研修の依頼が増加する
ことが想定される。
・性的マイノリティへの理解に留まらない
学習が必要。

・人権教育主任会、職員研修等の機会を捉
えて、ＳＯＧＩ、ＳＯＧＩＥＳＣの理解を推進す
る。

人権教育課

多様な性を認め合う社会づくり推進事
業

多様な性を認め合い、誰もが自分らしく生き
ることができる社会づくりを進める

「多様な性を認め合う社会づくりシンポジウム」を開催し、性的マイ
ノリティの方々の生きづらさ及びアウティングの危険性に対する理
解と、共に寄り添い生きることの重要性を発信する。
県内企業や地域で開催される研修会等に講師を派遣し、性の多
様性に関する理解促進を図る。
また、相談員の人材育成及び当事者が気軽に立ち寄ることのでき
る居場所づくりとしての「コミュニティスペース」の提供に引き続き
取り組み、相談支援の充実を図る。

3,714
2,783

・支援相談人材育成研修の開催
・電話相談窓口の開設
・「とっとり安心ファミリーシップ制度」の導入
・性の多様性に関する理解促進のための講師派遣事業を開始。

B

　性の多様性に関する理解増進法の
成立や、ファミリーシップ制度の運用開
始も踏まえ、当事者の生きづらさを解
消し、アウティング対策など、正しい理
解促進を一層進めていく必要があり、
講演会や企業への講師派遣などをとお
して情報発信を行っていく。

・講演会やシンポジウムの開催
・人材育成研修の実施
・コミュニティースペースへの講師派遣
・電話相談窓口の周知
・企業への講師派遣

人権・同和対策課

 １１　生活困難者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

生活困窮者総合支援事業  生活保護に至っていない生活困窮者に対
する「第２のセーフティネット」を構築するとと
もに、生活困窮者の経済的自立のみなら
ず、日常生活や社会生活などにおける本人
の状態に応じた自立を総合的に支援する。
また、市町村が行う生活困窮者の自立に
向けた支援を県がサポートし生活困窮者の
生活再建を図る。

【生活困窮者を支える市町村の支援体制の充実】
市町村に対して、生活困窮者自立支援制度に関する後方支援
（養成研修・現任研修の実施、関係機関とのネットワーク形成等）
を行う。
【生活困窮者に対する支援】
・法に基づき、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第
２のセーフティネット」を構築し、本人の状態に応じた自立支援や
地域ネットワークの構築による包括的な支援を実施する。
・家計管理に関するセミナー等による困窮の未然防止、就労支援
員による被保護者に対する就労支援、見舞金の支給、中間的就
労支援による就労困難者等の就労に向けた段階的な機会の提
供等を併せて実施することにより、生活困窮者の自立を総合的に
支援する。

70,621 市町村の支援体制の充実のため、鳥取県社会福祉協議会へ委託し、市
町村職員向けの研修を実施した他、生活困窮者自立支援制度に基づく
各種事業を実施し、就労に繋げるなど、生活困窮者の自立に向けた支
援を行った。

B

長引く物価高等の影響を受け、生活困
窮が継続する状況にある方への支援を
引き続き実施していく必要がある。

・引き続き市町村が実施する重層的支援体
制への支援を実施し市町村の体制整備・充
実を後押しする。
・物価高騰の状況等を注視しながら、生活
困窮者への必要な支援を検討・実施してい
く。

孤独・孤立対策課

みんなで進める「孤独・孤立対策」事業 孤独・孤立対策は、幅広い支援機関、市町
村、県民等、これまでより多様な主体が相
互に連携を図りながら取組を進めるため、
「孤独・孤立対策官民連携プラットフォー
ム」を軸とした孤独・孤立対策を展開する。

以下の事業により、孤独・孤立対策を推進する。
・「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」の拡大及び
「孤独・孤立対策協議会」の設置
・「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」によるワーク
ショップの開催
・「とっとり孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」広報・交流
活動費補助

3,768 ・プラットフォーム参加団体、参加検討団体を対象としたワークショップを
実施（R7.1.29）
・広報・交流活動費補助を１団体へ交付決定

B

プラットフォームの参加団体の拡大が
緩やかになっており、市町村社会福祉
協議会やピアサポート団体等の更なる
加入による支援連携拡大を図る必要
がある。

引き続きメールマガジン等による活動の発信
やワークショップ実施による交流の促進を図
る。
プラットフォーム加入団体へ協力を依頼しな
がら非気づき加入団体の拡大を図る

孤独・孤立対策課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談・支援の充実　（３）諸課題についての対応

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）生活困難者への自立支援　（３）生活困難者への就労支援　（４）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた生活困難者への支援
　（５）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制整備の推進

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談・支援の充実
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 １１　生活困難者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

孤独・孤立対策官民連携推進事業 鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え
愛社会づくり推進条例に基づき、官民連携
事業を実施する。

・令和４年に設置した孤独・孤立に関する様々な相談の総合的窓
口である「生活困りごと相談窓口」の運営
・本人及び家族・援助者の支援に関する施策の総合的かつ計画
的な推進について必要な事項を調査審議し、施策の実施状況を
検証するため「孤独・孤立を防ぐ温もりのある社会づくり審議会（仮
称）」を設置する。

20,934 電話・窓口による生活困りごと相談窓口を運営。
審議会を会場・オンライン併用にて２回開催

B

課題の複合化・複雑化や制度の狭間
に陥るケースに対応するため、様々な
手法・窓口で困りごとをキャッチし、支
援につなげる、伴走していく必要があ
る。

生活困りごと相談窓口の相談受付方法に
LINEを拡充、また相談者の希望に応じて手
続の同行補助を実施する

孤独・孤立対策課

生活困窮者相談支援体制等拡充事業 物価高騰等の影響を受けている生活困窮
者の支援のため、自立相談支援機能を拡
充する市町村への支援及び社会福祉法人
やNPO法人が実施する生活困窮者支援事
業について支援を継続し、生活困窮者自
立支援の機能強化を図る。

・生活困窮者に対する自立相談支援員の加配などへの支援
・生活困窮者支援を行う社会福祉法人やNPO法人について、支
援ニーズの高まりによる事務量の増加に対して一定の活動経費
への支援

57,000 生活困窮者への支援を行う４法人へ活動経費の補助を実施した。

A

生活困窮者支援は一過性のものでは
なく継続した取組が必要であることか
ら、既に活動を行っている法人への支
援を行うとともに、新たに生活困窮者支
援を行う団体へも同事業における支援
を広げていく必要がある。

生活困窮者支援等を行う支援機関で構成
する「生活困窮者自立支援推進会議」にお
いて周知を行うなど、広報の取組を実施す
る。

孤独・孤立対策課

育英奨学事業 大学・高等学校等に進学する者のうち、経
済的理由により修学が困難である者に対し
奨学資金を貸与して有用な人材を育成す
る。

県内に住所を有する者の子等で、大学・高等学校等に進学する
者のうち、経済的理由により修学が困難である者に対し奨学資金
を貸与する。

902,207
749,210

鳥取県育英奨学資金貸与実績
・高等学校等　３１８人
・大学等　５９１人

B

長期未納者や高額未納者が多く、多
額の未収金が存在

早期・継続的な督促、債権回収会社への委
託等により、効果的な回収に努めるととも
に、法的措置を実施

人権教育課

高校生等奨学給付金事業 高校生等が高等学校等及び高等学校専
攻科において教育を受けることに係る保護
者等の経済的負担の軽減を図り、もって教
育の機会均等に寄与することを目的とす
る。

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒
に対して奨学のための給付金を給付する。

209,319
254,900

高校生等奨学給付金給付実績
・給付人数　２，０５３人
・給付額　253,164,233円 B

対象者への制度の周知 ホームページや各高校を通じた情報提供の
実施

人権教育課

県育英会助成事業 都会で学ぶ鳥取県出身の大学生等の生活
を援助するため、公益財団法人鳥取県育
英会が運営する鳥取県学生寮を適正に管
理・運営することを目的に、補助金を交付
する。

公益財団法人鳥取県育英会が運営する東京学生寮の人件費及
び給食委託料、営繕等の一部を補助する。

30,959
28,205

学生寮入寮者数
・明倫館（男子寮）　５５人
・清和寮（女子寮）　５０人 B

定員確保に向けた学生寮の認知度の
向上

ホームページや各高校を通じた情報提供に
よる周知

人権教育課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

 １２　様々な人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（国民のつどいの開催）

拉致問題に対する県民の関心を高めるとと
もに、被害者及び家族への支援の必要性
についての理解を促進する

基調講演、拉致被害者ご家族の訴えを内容とする国民のつどい
を１０月に米子市で開催する。
会場で拉致問題啓発パネルの展示を行う。

1,489
990

拉致問題の早期解決を願う国民のつどいin米子」の開催
・期日：R6.11.24(日）
・場所：国際ファミリープラザ
・内容：林大臣へ国要望、拉致被害者御家族の訴え、講演（李相哲
氏）、高校生のメッセージ等

B

拉致問題の解決に進展がみられないこ
中、引き続き拉致問題に対する県民の
関心を高めるよう、継続して実施するこ
とが必要である。

・国民のつどいの開催（R7.11月24日（月・
振休）開催予定）
・拉致問題啓発パネル展示
・拉致問題早期解決に向けた国への要望
・講演について、県民が関心を持つ人選、内
容等を検討すること。

人権・同和対策課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（拉致問題人権学習会の開催）
人権学習講師派遣事業

学校・地域等と連携・協力して、拉致被害
者及び御家族への支援の必要性について
の人権学習を実施することにより、もって、
拉致問題の早期全面解決に向けた県民理
解の促進を図ることを目的とする。

拉致問題をテーマとして拉致被害者御家族を招いた人権学習会
を開催する。

266
271

拉致問題人権学習会の開催
（出前授業：３回、出前講座：３回）
・拉致問題概要説明、DVD視聴、拉致被害者御家族との対談

B

拉致問題の風化が懸念されることか
ら、引き続き学校や地域において、拉
致問題を知り、拉致被害者及び御家族
への支援の必要性等について理解を
深め、人権意識の高揚を図ることが必
要である。

拉致問題人権学習会の周知に努める。
（学校、地域団体等）

人権・同和対策課
人権教育課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（拉致問題啓発舞台劇上演会の
開催）

拉致問題を全県の問題として捉え、広く県
民に理解していただき、解決に向けた機運
を高めること

国（内閣官房拉致問題対策本部）と共催して舞台劇の上演会を
行う。

148
0

・舞台劇：未実施
（全市町村へ実施希望照会→国の開催条件に会場要件（500席以上）
があり４市のみ該当。米子市、鳥取市、倉吉市は実施済みであり、未開
催の境港市は実施希望無し）

＜参考＞
拉致問題啓発ミニコンサート（予算額：1109千円）
・期日：R6.12.14(日）
・場所：パープルタウン
・内容：ミニコンサート

B

来年度の舞台劇実施について未開催
の境港市に打診したところ、実施する
場合は予算要求及び教育委員会への
依頼を２年前から準備する必要があり、
当面の実施は困難との返答。

舞台劇等の上演会は各自治体の希望
によるものであり、本県が強制するもの
ではないため、舞台劇等の上演会のほ
か別途啓発を行う必要がある。

現在は、当該事業の目的に沿った事業とし
て「拉致問題啓発ミニコンサート」を実施して
おり、舞台劇や映画上映会の実施のほか、
当該事業の位置付けとして「拉致問題啓発
動画上映会又はミニコンサート」も含める。

人権・同和対策課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（拉致被害者等帰国時支援）

本県出身の拉致被害者等の帰国に備えて
関係市町と連携し、支援体制を構築すると
ともに、拉致被害者帰国時等の支援及び
帰郷後の生活支援を行う。

拉致被害者の帰国に係る支援本部構築による各機関の体制整
備及び生活再建のための支援（生活相談、社会適応支援、健康
保健支援、住居・就労・教育等）

9,159 ・拉致被害者支援に係る関係機関担当者会議
・期日：R6.6.4（火）
・場所：米子市役所
・内容：マニュアルによる各機関の役割分担・手順等の共通認識、意見
交換

B

拉致被害者等の帰国に備えて継続し
て関係市町と連携することが必要があ
る。
関係機関担当者会の意見交換におい
て、懸案であった図上訓練は今後実施
は不要とし、代わりにしっかりマニュアル
を頭に入れることの方が重要との結果
に。

・今後も関係機関と拉致被害者支援に係る
連携を深め、帰国後支援体制の構築に努
める。

人権・同和対策課

【取組】
　・「拉致問題の早期解決を願う国民のつどい」、出前学習会、パネル展示など様々な啓発の展開
　・国へ対する要望活動

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）生活困難者への自立支援　（３）生活困難者への就労支援　（４）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた生活困難者への支援
　（５）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制整備の推進

（１）北朝鮮当局によって拉致された被害者等
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①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

災害時における福祉支援機能強化事
業

災害発生後に避難所等で、介護や相談、
サービス利用の調整などの福祉的支援を
行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を派遣
するため、研修を実施してチーム員を養成
するとともに、要員を確保するためチーム員
の所属する施設が派遣できる体制を整える
ための支援を行う。

 鳥取県社会福祉協議会に委託して設置している鳥取県災害福
祉支援センターにより、次の業務を行う。
 ① 組成と研修
 ・基礎研修を2回、ステップアップ研修を4回と、先遣隊要員等に
向けたコーディネーター研修を1回実施する。
 ・市町村等の総合防災訓練への参加や当事者団体との訓練に
より実践的な訓練を行う。
 ② 応援体制の整備
・DWATを含む災害時の福祉支援活動の強化に向け、協定締結
団体の拡充に向けた検討を行う。

24,949
11,682

 ① 組成と研修
DWATチーム員等に対して各種研修及び実践的な訓練を行った。
・基礎研修2回、ステップアップ研修（全体１回、地区別各１回）、コーディ
ネーター研修１回
・県防災フェスタ及び鳥取市総合防災訓練への参加、避難想定体験会
（県自閉症協会と共催）
② 応援体制の整備
協定締結団体の拡充に向け、現協定締結団体との意見交換を行った。

B

・発災時に被災した地区以外の居住
者、在勤者から1チーム5人（5日間）を
約1ヵ月派遣するには、240人程度の
チーム員が必要であるため、チーム員
の確保及び養成が必要。
・災害時の福祉支援活動の強化に向
け、協定締結団体等の拡充に向けた
体制構築が必要。

・鳥取県社会福祉協議会と連携して、引き
続きチーム員の登録拡大及びチーム員の
養成に取り組む。
・災害時の福祉支援活動強化に向け、協定
締結団体等に説明会を実施し、体制構築に
つなげる。

福祉保健課

地震津波対策緊急強化事業 令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ、
新たな地震津波対策の充実・強化（大転
換）を図る。

　初動対処の改善や津波避難対策、孤立集落対策、県の大型
資機材や初動資機材の整備を行う。また、市町村の避難所資機
材整備等を支援することにより避難所の生活環境の向上を図る。

76,750 避難所環境の向上や孤立対策に係る資機材（トイレカー、スターリンク
等）を整備する等して、地震津波対策の充実・強化を図った

B

避難所環境を向上するためには、県・
市町村で更なる資機材（簡易ベッド等）
の整備が必要

避難所環境を整備するための資機材につい
て、市町村のバックアップとして県が一定数
を備蓄する
（市町村は国の交付金等を活用し、資機材
整備を実施）

危機管理政策課

危機管理情報発信機能強化事業（防
災アプリ運用）

災害時等において、防災・危機管理等に関
する情報を的確かつ迅速に提供し、県民の
安全・安心につなげるとともに、災害等によ
る被害の軽減を図る。

　危機管理関係情報をコンパクトにまとめた鳥取県防災アプリ「あ
んしんトリピーなび」を運用し情報発信。外国人観光客や外国人
居住者等へも情報が行き届くよう多言語による発信を行ってい
る。

4,871 防災情報、公共交通情報、生活・健康情報等を多言語（９言語）で発信
した。

B

利用者がより的確に情報取得できるよ
うアプリ機能の向上が求められる。ま
た、防災に対する意識の向上及び適切
な避難行動を促す契機とするため情報
発信ツールとしての認知度向上が必

様々な機会を捉えてチラシ等の広報媒体を
活用して周知広報を進める。

危機対策・情報課

支え愛マップ作成推進事業 地域住民が支え愛マップづくりを通して、地
域課題を共有し、平時の要配慮者（高齢
者、障がい者、妊
婦など）の見守り活動等を充実させながら、
災害時の避難支援の体制を構築する。

　住民組織による、支え愛マップの作成・更新、避難訓練、見守り
活動等の地域防災活動を支援しながら、共助による要配慮者
（避難行動要支援者）の避難支援体制を確立する。

7,829 ○取組地区数28
（累計1,004地区、全体の34.6%）
◇目標地区数1,142地区（令和８年度末）
・支え愛マップづくりにより要支援者・地域のハザード情報を地域住民が
共有し、避難訓練、声かけなど、災害時の「備え」となる活動に取り組ん
だ。

B

○支え愛マップ作成の推進役となるイ
ンストラクター（市町村・市町村社協職
員）の不足

○引き続き、インストラクター養成研修を継
続するとともに、防災士など、地域防災リー
ダーの受講を促し、インストラクターの増強を
図る。

消防防災課

地域防災リーダー養成・連携促進事業 鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、住民主
体の防災活動を強化するため、地域防災
リーダーの担い手と
なりうる防災士の養成や地域防災リーダー
のスキルアップに取り組み、地域防災力の
向上を図る。

　日常の避難訓練の企画、ハザード点検等の地域防災活動を行
い、被災時には、要配慮者の避難を支援できる人材を育成する
ために、防災士養成研修及び地域防災リーダースキルアップ研
修を実施する。

5,870 ○防災士養成研修の開催
・受講者数207名（東部会場：10/12・13、中部会場：10/5・6、西部会
場：12/21・22）
・防災士登録者数は161名
○地域防災リーダースキルアップ研修の開催
・参加者84名（7/20）

B

○防災士の更なる養成。
○防災士の活躍の場の創出。

○引き続き、各圏域ごとの防災士養成研修
を実施し、令和８年度目標値2,400人を実
現する。
○市町村ごとの防災士のネットワークを構築
（連絡協議会など）し、スキルアップ研修の
継続により、各地の防災情報・取組を共有し
ていただきながら、各地域での避難訓練、見
守り活動等、活躍の場を広げていく。

消防防災課

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（県
民企画による人権啓発事業）

人権が尊重される社会づくりを推進するた
め、県内の団体が実施する人権啓発活動
の取組を支援する。

県民企画による人権に関する啓発活動（講演会、シンポジウム
等）の公募に際し、アイヌの人々を重点啓発人権課題の一つとし
て設定し、県民の発想と行動力を活用した効果的な人権啓発を
行う。

500 県民企画による啓発活動において採択により講演会実施（2日間）
R6.9.7（土）倉吉交流プラザ／9.8（日）とりぎん文化会館

B

Ｒ６はアイヌに係る講演が採択となり、
参加者も多く(計350名）啓発効果が高
かったが、県民企画による人権啓発活
動は、スタートアップ事業であり、過去に
採択された団体は同様事業（アイヌの
人権）に係る講演は不可であることか
ら、他媒体での啓発の検討を行う必要
がある。

民間団体等による啓発活動支援事業（人権
尊重の社会づくり啓発活動支援補助金）で
の講演会等実施を促進するほか、人権機関
紙「ふらっと」の掲載やラジオCM等で啓発を
行うことが必要。

人権・同和対策課

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

ひきこもり対策推進事業 ８０５０問題といったひきこもり問題の解決に
向けた取組を推進するための体制を整備
し、ひきこもりの状態にある本人や家族等を
支援することにより、ひきこもりの状態にある
本人の自立を促進し、本人及び家族等の
福祉の増進を図る。

①とっとりひきこもり生活支援センターの設置
・相談支援
・職場体験事業
・ひきこもりサポーター養成講座の開催
・ひきこもり問題を考えるフォーラムの開催
・職場体験事業終了後の支援
・市町村等への後方支援　など
②家族教室・精神科医師の専門相談事業

45,528
50,444

・とっとりひきこもり生活支援センターにおける相談支援の継続
・西部に新たな職場体験事業所を設置（6月）
・8月にひきこもりサポーター養成講座開催
・12月にひきこもりを考えるフォーラムを開催
・職場体験終了後の支援
・家族教室・精神科医師の専門相談開催

B

・相談支援体制を拡充し、年々相談件
数が増加しているところではあるが、セ
ンターから離れた自治体には十分な支
援が行き届きづらく、支援ニーズを満た
しきれていないという課題がある。

・中部センターの人員を1名増やすことで、よ
り広域に支援を行うことのできる体制を構築
する。

孤独・孤立対策課

若者サポートステーション運営事業 他者とのコミュニケーションがうまく取れない
若者、人間関係の悩みを抱える若者等、
通常の就職相談だけでは就職が困難な若
者の就業意欲・就職率の向上を図る。

「鳥取県地域若者サポートステーション」を運営し、一定期間無業
の状態にある若年者を対象とした総合相談（キャリア形成支援、
心理カウンセリング）、職業意識啓発等を行う。

22,566 鳥取及び米子の「若者サポートステーション」において、キャリア形成支
援、心理カウンセリング等の総合相談に加え、職場体験・職場見学等に
より、就業意識の向上を図った。

B

相談を躊躇している潜在的な相談者は
存在すると思われるため、認知度向
上、利用促進を図る。

関係機関と連携した効果的なチラシの配布
等による認知度向上、アウトリーチ型による
潜在的な相談者の掘り起こしを行う。

鳥取県立ハロー
ワーク

（3）アイヌの人々の人権

【取組】
　・要配慮者（※）の避難支援　※高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者。

　・男女共同参画の視点の導入

【取組】
　・アイヌの人々に対する理解と認識を深化
　・偏見や差別の解消をめざして啓発活動を推進

【取組】
　・とっとりひきこもり生活支援センターの設置
　・就労のための自立支援の実施

（２）災害被害者等の人権

（4）ひきこもりの状態にある人の人権
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鳥取県人権施策基本方針第4次改訂に係る具体的施策の計画（令和７年度）　　　　　　　　　　　　　

第２章　人権教育・啓発の推進

Ⅰ　人権教育

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R7年度実施状況
⑥R7年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

学校人権教育振興事業 「鳥取県人権教育基本方針－第３次改訂－」の周知を図るととも
に、鳥取県がめざす人権教育の推進に向けた支援を行う。

・「鳥取県人権教育基本方針－第３次改訂－」及び人権教育に係る課題や研究成果等についての周
知を図るとともに、先進事例や研究成果等を学び、人権教育推進に向けて研究協議する。
・「生命（いのち）の安全教育」に対する理解を深め、教職員の人権意識及び指導力の向上を図る。
・各学校、校区等での研修会等へ指導主事が出向き、人権教育の指導内容・指導方法等について指
導・助言を行う。
・各人権問題（性的マイノリティ、障がいのある人の人権）において、当事者の方や関係者の方の話を聞
いたり障がい者スポーツを体験をしたりすることを通して、人権尊重の社会づくりに向けた資質・能力を育
成する学習会を実施する。

4,124 人権教育課

人権教育実践事業（国事業） ・総合推進地域・研究指定校を指定し、それぞれの地域や学校が
抱えている人権教育推進上の課題解決のための指導方法等の在り
方を研究委託する。
・子どもを性犯罪・性暴力の当事者にしない「生命（いのち）の安全
教育」を、市町村教育委員会等と連携・協働しながら普及・支援す
る。

・学校、家庭、地域が一体となって地域全体で人権意識を培うための実践について研究を行う。
・人権意識を培うための学校教育の在り方について幅広い観点から実践的な研究を行う。
・モデル地域における「生命（いのち）の安全教育」の普及展開の取組を支援する。

2,250 人権教育課

県立学校人権教育推進支援事業 すべての県立学校において、人権教育推進上の課題解決に向けて
計画・実施される事業に対して支援を行う。

人権教育に係る取組（授業改善、講演会・研修会、フィールドワーク等）に対して支援し、取組成果の周
知及び実践事例集の配付をする。

1,116 人権教育課

豊かな人権文化を築く学校づくり事業 ・学校・家庭・地域が連携・協働しながら、豊かな人権文化を築く資
質を備えた児童生徒を育成し、いじめの未然防止等に向けた研究
や取組を行う学校を指定・支援する。
・これまで作成してきた「人権教育プログラム（学校教育編・社会教
育編）」の改善・活用等を進めるとともに、「人権教育プログラム（社
会教育編）」を使用したＰＴＡ等の研修に派遣するファシリテーター
の資質・能力の向上を図る。

・有識者や指導主事等の指導助言を受けながら、児童生徒の自尊感情を向上させるなど、総合的に人
権教育を推進する学校の取組や研究を支援する。効果的な取組や学習指導案（学校向け、PTA研修
向け）などの成果の普及を図る。
・「人権教育プログラム」を活用したＰＴＡ研修会実施を希望する学校等に対しファシリテーターを派遣す
る。また、ファシリテーターの資質・能力の向上を図る研修会を開催する。

1,450 人権教育課

人権教育アドバイザー事業 地域社会における人権尊重のまちづくりを住民一人一人が主体者と
して進められるよう、市町村と連携をはかりながら、市町村が行う人
権教育施策、住民学習の充実に対する支援（助言）を行う。

鳥取県人権教育アドバイザーを委嘱し、市町村の社会教育における人権教育行政の現状を把握し、諸
課題の解決のための助言を行う。

856 人権教育課

社会人権教育振興事業 県内の社会人権教育活動の充実を図るため、関係する団体へ支
援を行う。

県内の社会人権教育活動を推進するため、「人権尊重社会を実現する鳥取県研究集会」の開催や、各市町村
単位で組織された「人権教育推進協議会」の活動を支援する団体に対して、運営費を助成する。

4,899 人権教育課

　Ⅱ　人権啓発

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（企
業・団体向けセミナー）

鳥取県人権尊重の社会づくり条例に則り、お互いの人権が尊重さ
れ、誇りを持って生きることができる差別と偏見のない人権尊重の
社会づくりを推進する。

・企業・団体、市町村向けにセミナーを開催し、企業等の人権意識の向上を推進 1,271 人権・同和対策課

差別と偏見のない社会づくり推進費（人
権啓発教育事業・人権研修推進事業・
市町村。団体等支援事業）

人権が尊重される社会づくりを推進するため、各種啓発事業を実施
し、市町村や県民等が行う人権意識の高揚を図る取組を支援す
る。

○人権啓発活動事業
・人権情報誌「ふらっと」年2回発行（県人権文化センターに委託）
・ガイナーレ鳥取と連携した啓発活動
・鳥取地方法務局、鳥取県人権擁護委員連合会等と連携し「人権フェスティバル」実施
○人権研修推進事業
　県職員人権研修実施

17,385 人権・同和対策課

企業内人権啓発相談員の設置及び推
進員研修会の実施
（R6企業内人権啓発推進事業）

事業所における公正な採用選考システムの確立と同和問題等の解
決のために必要な知識、理解及び認識を深める。

・企業人権啓発相談員による県内企業への推進員設置の働きかけ
・公正採用選考人権啓発推進員研修会の開催（年3回）

954 雇用・働き方政策課

企業内支援者研修 企業内での支援体制を強化し、障がい者の職場定着・離職防止を
進める。

障害者職業生活相談員など企業内の支援者の能力強化を図るため、研修を実施する。 180 雇用・働き方政策課

鳥取県中小企業労働相談所（みなく
る）による社内研修講師派遣や労働セ
ミナーの実施

労使間トラブルの未然防止や適切な労務管理の推進を支援する。 ・企業が行う社内研修（ハラスメント、メンタルヘルスケア等）への講師派遣
・労働者・経営者向けの労働関係法令セミナーの開催

1,924 雇用・働き方政策課

カスタマーハラスメント防止対策事業 カスタマーハラスメントの発生防止や対策についての普及啓発を行
う。

カスタマーハラスメント発生防止のための対策や発生した場合に事業主が取るべき対応について学ぶ
事業者向けセミナーや普及啓発のための広報物作成を行う。

1,000 雇用・働き方政策課

【施策の基本的方向】
　（１）効果的な啓発・情報提供　（２）効果的な啓発手法

【施策の基本的方向】
　（１）教育活動全体を通じた人権教育の推進　（２）指導内容・方法の工夫・改善　（３）教職員に対する研修等の充実

資 料 ３
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第３章　差別実態の解消に向けた施策

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（差
別事象検討小委員会）

鳥取県人権尊重の社会づくり条例に則り、お互いの人権が尊重さ
れ、誇りを持って生きることができる差別と偏見のない人権尊重の
社会づくりを推進する。

差別事象検討小委員会を開催し、県内で発生した差別事象の実態を把握し、啓発や支援施策等の対
応を検討する

191 人権・同和対策課

第４章　相談支援体制の充実

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（相
談支援スーパーバイズ事業）

鳥取県人権尊重の社会づくり条例に則り、お互いの人権が尊重さ
れ、誇りを持って生きることができる差別と偏見のない人権尊重の
社会づくりを推進する。

県内３か所に人権相談窓口、人権局に「こどもいじめ人権相談窓口」を設置し相談者に寄り添った支援
を行うとともに、専門相談員（弁護士）による相談会、ネットモニタリング等を実施

3,188 人権・同和対策課

地域生活支援事業（相談支援体制強
化事業）

障がい者等が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むことの
できる相談支援体制を整備するため、市町村域を超えた広域的な
支援を行う。

相談員研修会の開催、市町村の相談支援体制を活性化させるためのアドバイザー派遣、鳥取県地域
自立支援協議会運営事業、相談支援専門員の配置に係る経費補助等

10,780 障がい福祉課

第６章　共通して取り組む重要施策

 ２  ビジネスと人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

【再掲】
企業内人権啓発相談員の設置及び推
進員研修会の実施
（R6企業内人権啓発推進事業）

ー ー ー ー ー ー ー

雇用・働き方政策課

【再掲】
鳥取県中小企業労働相談所（みなく
る）による社内研修講師派遣や労働セ
ミナーの実施

ー ー ー ー ー ー ー

雇用・働き方政策課

とっとりSDGs企業認証推進事業 SDGs経営を見える化する「とっとりSDGs企業認証」について、県内
企業の認証取得支援を行うとともに、認証企業のさらなる経営展開
に向けた資金調達やパートナーシップ構築などの取組支援を進め、
投資家やサプライチェーン、働く人、社会等から選ばれる企業への
転換を促すなど県内企業の価値向上を図る。

「とっとりSDGs企業認証」の認証取得を目指す企業への専門家の伴走支援やセミナー等によるSDGｓ経
営転換支援を実施する。認証取得企業については更なるSDGs経営の推進に向け、取組経費の補助や
県内外企業とのマッチング支援等を実施する。

19,300 商工政策課

 ３　デジタル社会における人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

鳥取県子どものインターネット利用教育
啓発推進協議会事業

子どもたちの電子メディア機器とのよりよい付き合い方に関する教育
啓発を、官民連携組織により、企画・実施する。（委託先：鳥取県子
どものインターネット利用教育啓発推進協議会）

・鳥取県子どものインターネット利用教育啓発推進協議会の運営
・電子メディアとの付き合い方を子ども・保護者・学校で学べる学習ノートの作成・配布
・電子メディアとの適切な付き合い方を学ぶための講座・啓発イベントの開催
・ＳＮＳトラブルから子どもを守る取組（ＳＮＳトラブル防止標語「とりのからあげ」の県全体への普及等）

1,604 社会教育課

鳥取県インターネット問題予防対策事
業

情報モラル・メディアリテラシー・デジタル・シティズンシップ等の指導
ができる民間の専門人材を学校へ派遣し、ネット依存や人間関係の
トラブルといったインターネットの過剰利用による問題の発生を学校
全体で予防する。

鳥取県デジタル・シティズンシップエデュケーターを学校等へ派遣し、児童生徒への授業と教職員研
修・保護者研修を行う。また、メディアリテラシー等の指導ができる者の育成を図るため、養成講座を実
施する。

1,054 社会教育課

インターネットとの適切な接し方教育啓
発講師派遣事業

子どもの健全育成を行うＮＰＯに委託し、保護者や地域住民への啓
発活動を行う。

・ケータイ・インターネット教育推進員派遣（幼稚園・保育所等の保護者研修会等への講師派遣）
・乳幼児メディアアドバイザー養成研修（派遣する講師の養成）
・乳幼児の保護者向け啓発活動（啓発チラシを作成し、幼稚園・保育所等へ配付）

1,768 社会教育課

子どもたちを守るためのネットパトロール
事業

インターネット上の誹謗中傷、犯罪被害等から子どもたちを守るた
め、インターネット上の児童生徒の書き込みに対する監視をする。

月１０回程度インターネット上の児童生徒の書き込みに対する監視を行い、問題と思われる事例が発見
された場合、市町村教育委員会や県立学校等に情報提供する。

1,308 生徒支援・教育相談
センター

【再掲】
差別と偏見のない社会づくり推進費（相
談ネットワーク）

ー ー ー ー ー ー ー
人権・同和対策課

【施策の基本的方向】
　１　相談機能の充実　　２　救済制度の確立の国への要望

【施策の基本的方向】
　（１）企業の取組の推進　（２）ハラスメント防止等の推進　（３）労使間の問題解決支援　（４）新たな人権課題への対応

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）インターネット上での人権侵害行為への対応　（４）青少年の健全な育成のための環境整備　（5）新たな人権課題への対応

【施策の基本的方向】
　１　差別のない社会づくりの推進　　２　差別解消に向けた施策の検討
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　４　個人情報の保護と人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

情報公開・個人情報保護制度運営費
（情報公開・個人情報保護事務処理
費）
（R6情報公開・個人情報保護制度実
施事業）

県民等の個人情報及び死者情報を適正かつ安全に取得し、利用
し、提供し、管理するとともに、県民からの保有個人情報の開示等
の請求に対し適正な開示決定等を行うことにより、個人情報の有用
性に配慮しつつ、県民の権利利益の保護を図る。

・保有個人情報の開示決定等の処分庁に係る事務の総括
・個人情報保護制度に係る事務の総括、協議、指導、助言、相談、研修等
・個人情報保護法の施行状況の総括、公表等
・個人情報ファイル簿等の整備、公表等
・個人情報取扱事務に係る業務適正化（内部統制）の総括
・行政機関等匿名加工情報の作成、提供等の総括

1,188 県民課

　５　ユニバーサルデザインの推進

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と編難のない社会づくり推進費（人
権教育事業・ユニバーサルデザイン出
前授業）

誰もが暮らしやすい社会づくりの担い手としての自覚と実践力を培
う。

県と学校が協力し、ＵＤ（カラーＵＤを含む）に関する学習に加え、障がい者や高齢者への向き合い方
（疑似体験やマナー）等に関する学習を実施する。

470 人権・同和対策課

とっとりUD施設普及推進事業 建築物のバリアフリー化をソフト面とハード面の両側から進めることに
より、障がい者、高齢者等が社会参画しやすいまちづくりを進める。

・バリアフリー化を行う民間建築物の建築主に対して、市町村と協調し整備に係る費用を助成する。
・公共施設及び民間施設へのとっとりUDアドバイザー派遣制度の利用及び施設認証取得について働き
かけ、UD施設の普及啓発を図る。

18,379 住宅政策課

第７章　分野別施策の推進

 １ 同和問題（部落差別）

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

部落差別解消推進事業 部落差別問題をはじめとする人権課題の解決に向け、鳥取県同和
対策協議会等と連携し具体的施策に取り組む。

・部落差別解消推進に係る啓発広報
・宅地建物取引上の人権問題解決に向けたアクションプランに基づく、宅建業者や県民に対する宅地
建物取引上の人権問題に係る啓発活動
・隣保館相談支援強化アドバイザー派遣
隣保館が地域住民の生活上の課題解決に向けた取組ができるよう、事業内容を精査して実施する
・隣保事業ソーシャルワーカー養成研修会
地域の隣保事業を牽引するリーダー的な役割を果たす隣保事業ソーシャルワーカーを育成する

6,163 人権・同和対策課

【再掲】
企業内人権啓発相談員の設置及び推
進員研修会の実施
（R6企業内人権啓発推進事業）

ー ー ー ー ー ー ー

雇用・働き方政策課

 ２ 男女共同参画に関する人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

女性応援企業支援事業 女性をはじめとして誰もが働きやすい職場づくりを推進するため、企
業経営者等に対して各種研修会等を実施するほか、職場環境整
備や人材育成、就業継続等を進める企業を支援する。

企業経営者等を対象に誰もが働きやすい職場づくりの実践や労務関連制度のフォローアップ、男性育
休取得促進や従業員の健康課題などへの理解を深める研修機会を提供するほか、男女共同参画推
進企業が行う女性従業員の人材育成・キャリアアップ等に係る経費の一部を助成する。

4,876 県民運動課

仕事と家庭の充実を！ワーク・ライフ・
バランス推進事業（R6家族の笑顔をつ
くる家事シェア・家事負担軽減促進事
業）

誰もが地域や職場など様々な場でいきいきと活躍できる社会を目指
し、家事、育児、介護等の負担が女性に偏りがちな状況を解消する
ため、男性の家事等への参画を促進する。

社会全体が男性の家事等参画を当たり前のこととして捉え応援する機運を醸成するため、テレビＣＭや
ウェブ広告など多様な媒体による広域的な情報発信キャンペーンを島根県と連携して行うほか、家庭
内での家事分担を勧める「家事シェア手帳」を婚姻届提出の新婚夫婦に対して配付する。

2,150 県民運動課

男女共同参画社会機運醸成費
（R6男女共同参画センター費）

男女協働未来創造センター「よりん彩」を拠点として、男女共同参
画社会の実現に向けた機運醸成を図る。

男女協働未来創造センター「よりん彩」において、固定的性別役割分担意識の解消を目的とした講座
や男女共同参画に係る理解促進セミナーなどを通じた情報提供・普及啓発のほか、男性・女性に対す
る相談事業住民活動団体等における推進活動の中核人材の育成支援等を行う。

18,660 未来創造課

男女共同参画社会づくり推進事業 鳥取県男女共同参画計画（性にかかわりなく誰もが共同参画できる
社会づくり計画）の着実な推進を図る。

男女共同参画社会づくりを推進するため、市町村や関係団体との連携、県及び市町村の男女共同参
画の取組状況の公表、専門員の訪問等による企業における男女共同参画の取組促進、若い世代への
普及啓発等に関する取組を行う。

5,110 未来創造課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）カラーUDの推進　（３）関係機関等との連携　（４）公共施設等のUD化の推進

【施策の基本的方向】
　（１）個人情報の適切な管理等の推進　（２）マイナンバー制度や本人通知制度の周知

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）隣保館における相談支援体制の充実　（３）就労の支援　（４）差別事象等への対応　（５）関係団体との連携

【施策の基本的方向】
　（１）教育の推進　（２）啓発・支援体制の充実　（３）性別に関係なく、誰もが能力を発揮できる職場環境づくりの推進
　（４）女性の政策・方針決定過程への参画の推進　（５）男性の家庭生活・地域生活への参画促進　　（６）あらゆる暴力の根絶
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 ２ 男女共同参画に関する人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

女性のキャリアアップ支援事業 企業等における女性従業員のキャリアアップを応援する。 女性管理職等のネットワークづくり支援や、女性従業員に対するキャリア形成支援等のための交流会・
研修会の開催などを通じて、県内企業における女性リーダー育成・スキルアップを応援する。また、県
内企業の女性管理職登用状況等を把握するための実態調査を行う。

7,444 県民運動課

夢広がる女性の未来とっとり創造事業 将来世代の女性就業機会拡大に向けた情報発信やイベント開催な
どを通じて女性の未来に夢が広がる魅力ある鳥取県づくりに取り組
む。

将来の進路選択を考える子ども世代やその保護者等を対象に、県内大学や技術系業界の企業・団体
等と連携して、次世代の理工系女性人材の育成に繋げるイベントを開催するほか、女性少数分野での
就労女性のロールモデル発信や学校への講師派遣など、女性技術者等と子どもたちとの交流機会を設
け、性別に関するアンコンシャス・バイアスによって生き方や働き方が制約されることのない社会を目指
した意識醸成を図る。

6,073 県民運動課

アンコンシャス・バイアス解消に向けた
男女協働未来創造事業

性別に関するアンコンシャス・バイアスによる職場や地域での影響な
どを把握し、その課題解消に向けて男女協働推進の視点で県民皆
で考える県民運動を展開する。

固定的性別役割分担意識などに基づく職場での働きづらさや地域での暮らしづらさについて、県民との
草の根的な対話やセミナー・フォーラム開催等を通じて課題を把握するとともに、産官学金労言士など
多様な属性の方々との意見交換を踏まえた課題解決策の検討や、課題解消のための周知啓発に係る
情報発信等により、女性に選ばれる「働きやすく暮らしやすい」職場や地域づくりの県民運動を展開す
る。

10,731 県民運動課

健やかな妊娠・出産のための応援事業
（新米パパに贈る子育て教室）
（R5産前産後のパパママほっとずっと応
援事業（新米パパに贈る子育て教室））

医療機関や市町村、家族にも相談できず、孤立・孤独感を感じてい
る妊産婦の不安を解消を図るため、実践を通じて父親の育児参画
の必要性を周囲に促すことのできる先輩パパを養成する。

出産を控えた父親に対して、沐浴・妊婦体験・赤ちゃん人形だっこなどの体験に併せて、母親の抱える
不安や父親に求められる意識、育児休業や里帰り出産など出産前に行うことのできる事前の準備など
を伝える教室を開催する。

1,122 家庭支援課

困難な問題を抱える女性・ＤＶ被害者
総合支援事業

困難な問題を抱える女性・ＤＶ被害者の保護及び自立支援、啓発
活動を行う。

ＤＶ被害者を含む困難な問題を抱えた女性を支援する関係機関研修実施や、支援を行う民間団体等
を対象に、一時保護のための借間の家賃や一時保護解除後の自立支援に係る初期費用など支援に
係る経費、先進的・専門的な取組に係る経費を補助する。自立生活を目指すステップハウスの運営
を、社会福祉法人に委託して実施する。
ＤＶ防止啓発を目的とした街頭キャンペーン、ＤＶ加害者更生のための電話相談窓口の設置等を実施
し、ＤＶ被害者の保護及び支援体制の強化を図る。(DV予防啓発支援員関係は福祉相談センターで作
成）

35,079 家庭支援課

鳥取県ＤＶ予防啓発支援員活動事業
（人権教育課による人権学習講師派遣
事業の一つ）

若年者（高校生等）に対して、ＤＶについて正しい知識、対応方法や
男女が対等でお互い人権を尊重しあう関係を学び、ＤＶ被害者や加
害者にならないようにするためにデートＤＶ防止普及啓発のための学
習会等を実施することにより、ＤＶを予防し暴力のない社会を目指
す。

ＤＶ予防啓発支援員を養成して学校等のデートＤＶ予防学習会や地域等のＤＶ予防研修会に講師とし
て派遣し、啓発活動を行う。

2,114 家庭支援課
福祉相談センター
（人権教育課）

犯罪被害者寄り添い支援事業
（うち民間支援団体への委託・補助）

（公社）とっとり被害者支援センターに対し、被害者への直接支援業
務を委託するとともに、啓発・人材育成等に要する経費を助成し、
支援活動の推進を図る。

被害直後から電話・面接相談や医療的・法的支援など総合的な支援を行う民間支援団体に委託及び
助成を行う。

47,672 くらしの安心推進課

人権学習講師派遣事業（男女共同参
画に関する学習会）

児童・生徒等に、身近な生活を通じた男女共同参画の視点を踏ま
えた学習を実施することにより、鳥取県の未来を担う子どもたち一人
一人が、思いやりや自立の意識を育み、自らの意思でその生き方を
選択できるよう、男女共同参画への理解を深め、意識を育んでい
く。

男女共同参画の視点を踏まえた学習を通して自立の意識の向上を促し、自らの意思で自分らしく生き
る力を育む。

男女共同参画
社会機運醸成
費（普及啓発事
業）　3,628

県民運動課
人権教育課

就労支援 性別に関わらず、ひとり一人が自分らしい働き方ができるよう、性の
多様性を理解し、柔軟な働き方を提案する企業との就労マッチング
支援を実施する。

就業支援員が、個々の求職者の性の多様性を踏まえ、就労に向け企業開拓を含めた伴走型支援を行
う。

ー

鳥取県立ハローワー
ク

 ３　障がいのある人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

「あいサポート運動2.0」事業 平成21年度に本県でスタートしたあいサポート運動は、障害者差別
解消法で規定する障がい者への合理的配慮の提供に深く関係する
ものであり、令和６年度の15周年の節目を経て、今後さらに全県・全
国への浸透を加速させていく。また、令和６年４月から民間事業者
にも「合理的配慮の提供」が義務化されたことを踏まえ、あいサポー
ト運動を全県・全国に浸透させていくことで、真の共生社会の実現を
図っていく。

地域全体で法への理解やあいサポート運動への参画が進むよう、事業者や若年層に対する普及啓発
活動等を強化する。
・あいサポート企業拡大推進員の配置
・地元団体を巻き込んだ地域全体でのあいサポート運動の普及活動
・キャラバン隊の編成による企業・団体訪問の強化
・業界団体による合理的配慮の提供の実践を浸透させるための独自取組へ支援
・あいサポート企業の取組事例（好事例）発信強化
・個別業種に特化した合理的配慮の提供の実践例等を学ぶ専門的研修会開催
・民間事業者が実施する社会的障壁の除去に必要となる経費の助成
・県内大学等と連携したあいサポート運動普及啓発
・若年期からあいサポート運動を学ぶ機会の充実（学校でのあいサポート運動の学習の全県的導入の
推進、教職員向け研修会の開催）
・あいサポート運動テーマソングを活用した広報

29,183 障がい福祉課

障がい者情報アクセスモデル県推進事
業

国において、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推
進に係る法律が成立したところであり、情報保障におけるモデル県と
なっていけるよう取組を進める。

障がい者の情報アクセシビリティ・コミュニケーション推進のための全国的なモデルとなるよう、鳥取県障
がい者ICT相談窓口の設置によるデジタルデバイス活用の個別支援、視覚障がい者の情報アクセシビリ
ティの向上を図るための機器導入支援、遠隔サポート体制の構築、マルチメディアデイジー図書の普
及、機器整備、同行援護従事者の確保、AIによる手話言語認識技術発展の実証実験への参加を行う
ほか、電話リレーサービスの利用促進等を図っていく。

27,614 障がい福祉課

親亡き後の安心サポート体制構築事業 障がい者の親亡き後を見据え、親がわが子の特徴や支援方法等を
記すことで円滑な支援へとつなげる「安心サポートファイル」の普及・
活用促進を図る。

検討委員会を設け親亡き後に向けて必要とされる支援について検討するとともに、「安心サポートファイ
ル」の普及拡大を図るためのコーディネーターを配置する。また、作成から８年以上経過したファイルに
ついて、利用者の声を踏まえながら内容の見直しを行う。

4,354 障がい福祉課

【施策の基本的方向】
　（１）教育の推進　（２）啓発・支援体制の充実　（３）性別に関係なく、誰もが能力を発揮できる職場環境づくりの推進
　（４）女性の政策・方針決定過程への参画の推進　（５）男性の家庭生活・地域生活への参画促進　　（６）あらゆる暴力の根絶

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実
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 ３　障がいのある人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

地域生活支援事業（障害者就業・生活
支援事業）

障がい者の職業生活における自立を図るため、雇用・保健・福祉・
教育等の地域の関係機関との連携のも
と、障がい者の身近な地域において就業面及び生活面における一
体的な支援を行う機関である各圏域の「障
害者就業・生活支援センター」に「生活支援員」等を配置する。

県内３ヶ所の障害者就業・生活支援センターに生活支援員等を配置し、就業に係る生活面での相談・
支援等を行う。就労評価を実施するアセスメント支援員を西部圏域に配置する。

30,628 障がい福祉課

障がい者アート推進事業 令和6年度から第2期がスタートした「鳥取県障がい者による文化芸
術活動推進計画」に基づき、障がいのある人の文化芸術活動の更
なる推進を図る。

障がい者文化芸術拠点「あいサポート・アートセンター」の運営を核に、県主催の舞台芸術祭及び公募
作品展の開催や、アート活動団体・個人への補助金交付などの支援を行い、障がいのある人が文化芸
術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する活動を促進するとともに、障がいの有無にかかわらず文
化芸術を通じて共に交流する機会を創出する。

94,772 障がい福祉課

障がい者一般就労移行支援事業 障がい者の一般就労への移行を推進するため、就労支援機関によ
るネットワークの構築、セミナーの開催、事業所の利用者による職場
実習、事業所職員のスキルアップ等への支援を実施する。

一般就労移行の促進に向けた就労支援機関によるネットワーク会議の開催、就労移行・定着支援セミ
ナーの開催や障がい者実習に係る謝金の支給等を行う。

2,119 障がい福祉課

障がい者のはたらき・自立のための工賃
向上事業

障害者就労継続支援事業所に対して、各事業所の特徴に応じた支
援を実施し、工賃向上計画（第４期計画）の目標達成を目指す。

特定非営利活動法人鳥取県障がい者就労事業振興センターにコーディネーターを配置。総合相談窓
口の設置、専門家の派遣等による事業所の実情・課題等に合わせた支援、共同受注窓口による受発
注の促進、事業所職員等の人材育成、新たな高単価等作業のための事業所等ネットワークの構築等
を実施。

37,725 障がい福祉課

手話でコミュニケーション事業 平成25年10月に成立した『鳥取県手話言語条例』に基づき、手話
を普及し、手話を使いやすい環境の整備を進め、きこえない・きこえ
にくい人の社会参加を推進するための事業を行う。

聴覚障がい者センターに手話通訳者等を配置し、団体等からの依頼に基づき手話通訳者を派遣する
ほか、ICT機器を使用した遠隔手話通訳サービス、県民向けの手話講座等を実施し、きこえない・きこえ
にくい人への支援を行う。

103,580 障がい福祉課

聴覚障がい者センター事業（聴覚障が
い者意思疎通支援事業）

県内の３か所に設置した聴覚障がい者の総合的な拠点である「鳥
取県聴覚障がい者センター」において、聴覚障がい者の社会参加を
推進するための事業を行う。

手話を使わない（使えない）聴覚障がい者にとって重要な意思疎通支援である要約筆記者の養成や派
遣、字幕入り映像の貸出事業等に取り組む。

25,957 障がい福祉課

視覚障がい者情報支援事業 情報の取得・利用、コミュニケーションに困難を抱える視覚障がい者
等が、障がいの特性に応じたコミュニケーション手段その他情報を
取得する手段により、円滑に情報を取得し、及び利用できるよう、各
種事業を実施する。

視覚障がい者に対する総合的な相談支援の拠点として、「鳥取県視覚障がい者支援センター」におい
て、多様な相談に対する支援を実施するほか、点字図書館の運営費補助、点字・声の広報発行など
見えない・見えにくい人へのコミュニケーション支援を行う。

78,177 障がい福祉課

失語症者向け意思疎通支援事業 失語症者が社会生活の中で抱える困難を解消するため、失語症に
係る県民の理解を広げるとともに、支援者を養成・派遣する。

失語症者の意思疎通を支援する者（失語症者向け意思疎通支援者）の養成及び派遣を行う。 16,380 障がい福祉課

精神保健福祉体制確保事業 人権に配慮した適切な精神医療の確保を推進するとともに、精神
障がい者に対する正しい知識の普及啓発を図り、また、措置入院患
者が措置入院解除後、地域で安心して生活することができるよう関
係機関が連携して支援を行う。

・人権に配慮した適正な精神医療の確保及び入院制度等の適切な運用を図るため、精神医療審査会
の開催及び精神科病院に対する定期実地審査等を実施する。
・精神疾患のある方（措置入院医療対象者）の医療・保護を行い、措置入院に係る手続きを適切に実
施するとともに、「鳥取県措置入院解除後の支援体制に係るマニュアル」に基づき、本県の措置入院者
が措置入院解除後、地域で安心して生活を送ることができる支援体制を構築する。
・県精神保健福祉協会との共催で実施する「心の健康フォーラム」や各圏域で実施される普及啓発活
動を通じて、精神障がいに対する県民の理解を深める。

4,039 障がい福祉課

成年後見支援センター運営支援事業 成年後見制度によって、認知症や知的障がい等により判断能力が
不十分な方の権利擁護を支えていく。

権利擁護に関する相談から支援までの一元的・専門的な支援を担う成年後見支援センターの運営を
支援する。

14,790 孤独・孤立対策課

きこえない・きこえにくい子どものサポー
トセンター設置事業

きこえない・きこえにくい子どもの早期支援を図り、今後の社会生活
をより豊かにするために、きこえない・きこえにくい子どもとその家族に
必要な情報を提供し、相談の窓口となるとともに、関係機関の専門
性を生かした支援機能を結び付ける中核となるセンターを整備し、
切れ目のない支援を行うこと。

・本人・家族支援の実施
・情報の収集・活用・発信
・関係機関との連携・支援
・協議会の設置
○委託先：（公社）鳥取県聴覚障害者協会
○所長１名、コーディネーター兼相談員１名、相談員１名、支援員１名（ろう者）、事務員１名を配置

25,654 子ども発達支援課

人権学習講師派遣事業（車いすバス
ケットボール）

障がいの有無にかかわらず、スポーツの素晴らしさやパラスポーツ
競技の魅力を感じることにより、障がいや障がいのある人に対する正
しい認識や理解を深めるとともに、自他を尊重したコミュニケーション
等の育てたい資質・能力を育成するなど、共生社会の実現へ向け
た人権意識の向上を図る。

全国脊髄損傷者連合山陰支部より講師及び指導員を派遣し、「障がいのある人の人権」をテーマとした
講演及び車いすバスケットボールの体験教室を開催する。

560 人権・同和対策課
人権教育課

人権学習講師派遣事業（ボッチャ） 障がいの有無にかかわらず、スポーツの素晴らしさやパラスポーツ
競技の魅力を感じることにより、障がいや障がいのある人に対する正
しい認識や理解を深めるとともに、自他を尊重したコミュニケーション
等の育てたい資質・能力を育成するなど、共生社会の実現へ向け
た人権意識の向上を図る。

鳥取県ボッチャ協会より講師及び指導員を派遣し、「パラスポーツ競技の素晴らしさ」をテーマとした講
演及びボッチャの体験教室を開催する。

320 人権・同和対策課
人権教育課

鳥取型障がい者スポーツ推進事業 鳥取ユニバーサルスポーツセンターノバリア及びその中・西部サテラ
イトセンターによる障がい者スポーツ支援体制を活かしてスポーツ
教室の開催や障がい者スポーツを支える人材（ガイド人材）の育成
を推進し、全県各地でスポーツに親しめる環境づくりを推進する。

ノバリア運営やガイド人材の育成・派遣、スポーツ・レクリエーション教室の開催、特別支援学校でのパラ
スポーツ体験教室等を通じて、障がい者を含めあらゆる世代がスポーツを楽しみ、輝ける多様性のある
共生社会の実現を図る。

29,379 スポーツ課

【再掲】
とっとりUD施設普及推進事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

住宅セーフティネット支援事業 民間賃貸住宅を活用した重層的な住宅セーフティネットを構築する
ことにより、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保に配慮を
要する方の住宅確保の円滑化を図る。

・住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者（低額所得者、高齢者、障がい者等）の入居を
拒まない民間賃貸住宅（セーフティネット住宅）を登録・公開する。
・セーフティネット住宅に対して家賃低廉化等の補助を行う市町村に対し、経費の一部を支援する。
・鳥取県あんしん賃貸支援事業、鳥取県家賃債務保証事業等を実施する鳥取県居住支援協議会の
活動を支援する。

19,574 住宅政策課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実
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 ３　障がいのある人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

ユニバーサル社会の実現に向けたバリ
アフリー化推進事業

観光施設周辺や障がい者就労施設、高齢者や子育て世代など多く
の人が利用する施設等を中心に、誰もが安心して利用できる道路
整備を推進する。

バリアフリーを目的とした歩道の段差解消や視覚障がい誘導ブロック等のニーズを踏まえた整備 16,000 道路企画課

仕事とくらしに役立つ図書館推進事業 デジタルアーカイブ特性である利用しやすさを活かしつつ、障がい者
や高齢者等図書館の利用に困難のある方や情報の獲得に困難の
ある方に対するサービスを一層充実する。

視覚障がい者等に対するサービス提供のための環境整備を推進するとともに、障がい者サービスの拡
充を図り、誰もが読書できる社会を目指し読書バリアフリーの普及・啓発に務める。

1,375 図書館

資料購入整理費（図書館運営費） 電子書籍の特性である利用しやすさを活かして、障がい者や高齢
者等図書館の利用に困難のある方や情報の獲得に困難のある方に
対して、読書バリアフリー環境の一層の充実を図る。

電子書籍サービスがあらゆる利用者に対してより使いやすいものとなるよう、音声読み上げ対応のコンテ
ンツを中心に約1000タイトルの購入を行う。

10,000 図書館

県教育委員会における障がい者就労
支援事業

県教育委員会の障がい者雇用を推進する。 ・県立学校や事務部局に知的障がい者等を会計年度任用職員として雇用するとともに、障がいのある
職員を支援する職員に対する研修会等を実施する。

4,569 教育総務課

特別支援教育専門性向上事業 特別支援教育を担う全ての教職員の特別支援教育に関する専門
性・授業力を向上させ、一人一人の障がい特性と発達に応じた指
導を実現するため、研修や環境整備を行う。インクルーシブ教育の
構築に向けて、特別な支援を必要とする子どもへの就学前から学
齢期、社会参加まで切れ目ない支援体制の整備を行う。

○全ての教職員に求められる特別支援教育に関する専門性向上事業
◯病弱教育推進事業
◯発達障がい理解促進のための教職員研修
◯大学等長期派遣事業
◯理療科・寄宿舎充実事業
◯医療的ケア専門性向上事業
◯特別支援学校教育職員免許保有率向上事業
◯特別支援学校センター的機能充実事業
◯特別支援教育専門員の配置

17,665 特別支援教育課

特別支援教育充実費 児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、実態に応じた適切な
就学先・進学先の決定、学齢期への円滑な移行、継続的な学びの
場の検討を行うことができる体制整備を進めるとともに、小中学校、
高等学校等への特別支援教育の理解啓発の促進を図る。特別支
援学校においては、児童生徒等が安全かつ安心して学校生活を送
ることができる環境整備を行う。

①就学支援・教育支援（鳥取県就学支援分科会の開催/教育支援チームの派遣）
②特別支援学校地域支援推進事業（小中学校等への相談活動）　　　など

10,709 特別支援教育課

特別支援教育充実事業 高等学校における特別支援教育の充実に向けて、通級指導教室
設置校の指定等を通して障がいのある生徒の自立と社会参加等を
目指す。

・県立高校5校を通級指導教室設置校として特別支援教育コーディネーターを配置する。
・県西部圏域での通級による指導の巡回指導の令和８年度実施に向けて研究する。
・「高校における通級による指導」の実践・研究、自己理解・他者理解のための実践・研究、高等学校特
別支援教育に関する研修を実施する。
・「手話言語」授業を実施している高校へ、手話教育普及支援員を派遣する。

5,386 高等学校課

就労支援 ひとり一人の障がいの特性等に応じた就労支援を実施する。 就業支援員が、障がいに応じた仕事に関する情報を提供したり、就職に関する相談に応じるなど、就労
に向けた伴走型支援を行う。 ー

鳥取県立ハローワー
ク

 ４　子どもの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

子どもの貧困対策総合支援事業 地域の実状に応じた子どもの居場所づくりや学習支援事業の充実に
取り組む市町村等を支援する。

生活に困難を抱える子どもや世帯への支援を強化する。
・市町村が、子どもの居場所に専門職員を配置し、アセスメントに基づく世帯支援に取り組む経費を支援
・とっとり子どもの居場所ネットワーク”えんたく”が実施する子ども食堂の開設・運営相談や子ども食堂と
関係機関の連携強化を目的とした協議会の設置に係る経費を支援する。
・とっとり子どもの居場所ネットワークの食材提供拠点を活用し生活困窮世帯・子ども食堂等へ食料を提
供するシステムを構築するための経費を支援

40,002 家庭支援課

ヤングケアラー支援推進事業 ヤングケアラーに対する支援体制の強化や啓発を図る。 ヤングケアラーに対する理解促進を図るための啓発、支援者のスキルアツプ及びヤングケアラーや若
者ケアラーが常時相談できる体制の構築等を行う。
・電話相談窓口（２４時間・３６５日対応）
・ＬＩＮＥ相談窓口（２４時間・３６５日受付）
・ヤングケアラー同士が悩みや経験を共有しあうためのオンラインサロン等への補助
・フォーラム兼支援者研修会の開催
・支援機関の研修経費の助成
・全小・中・高生へのチラシ配布（相談窓口等について啓発）
・対策会議の開催

15,086 孤独・孤立対策課

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 慢性的な疾病にかかっていることにより、長期にわたり療養を必要と
する児童等の自立及び成長支援について、慢性疾病児童等及び
その家族からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行うととも
に、地域の社会的資源を活用し、利用者の環境等に応じた支援を
行う。

小児慢性特定疾病児童等やその家族への各種相談対応及び情報提供、患者（保護者）同士の交流、
ピアカウンセラーの養成等を実施する。（委託事業）

6,369 家庭支援課

産後ケアトータルサポート事業
（産後ケア推進事業）
（R6産後ケア無償化事業）

産後健診で把握した要支援者に確実に支援を届け、産後うつ及び
児童虐待を防止するとともに、子育ての円滑なスタートを支援する。

・産前産後の強い育児不安や援助者の不在による産後うつ及び児童虐待を防止するため、心身の回
付や必要な社会的資源の紹介等の支援を行う市町村へ費用の一部を助成し、市町村と連携して産後
ケア費用の無償化及び受入先の確保を進める。

12,146 家庭支援課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）いのちを育むための教育の推進　（４）児童虐待防止対策の充実
　（５）要保護児童・要支援家庭・子どもの貧困対策への取組の推進　（６）子どもの権利への取組の推進　（７）特別支援教育の充実　（８）青少年の健全な育成のための環境整備の推進
　（９）いじめ、暴力行為、不登校等へ対応の充実　（１０）体罰防止に向けた取組の充実

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）権利擁護の推進　（４）障がい者差別の解消に向けた取組　（５）社会参加と雇用の促進
　（６）暮らしやすいまちづくりの推進　（７）特別支援教育の充実　（８）精神障がいのある人に関する施策の充実
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 ４　子どもの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

児童相談所体制整備事業 児童に関する様々な問題について、関係機関と連携して適切に対
応できるよう、児童相談所の体制強化を図る。

施設内虐待の発生予防に関する研修の充実を図るとともに、相談支援業務や一時保護の充実を図
る。一時保護所及び児童相談所（県内１か所ずつ）の第三者評価の継続受審に取り組む。また、関係
機関に対し、児童虐待に関するスキルアップ研修等を行う。併せて、広く県民への広報啓発活動等を
行い、児童虐待防止対策を推進する。

47,584 家庭支援課

ひとり親家庭寄り添い支援事業 物価高騰等の影響により生活や子育てに課題を抱えるひとり親家
庭が適切な支援を受けられるよう、鳥取県母子寡婦福祉連合会と
連携をし、ひとり親の悩みに寄り添いながら必要な支援へと繋ぐ相談
支援体制を構築する。

県内3カ所の『ひとり親家庭相談支援センター』において、相談員による相談を実施するとともに、相談
者適切な支援を受けるための同行支援や出張相談等を実施する。

5,289 家庭支援課

こどもの権利擁護を図る県版アドボカ
シー推進事業

県版アドボカシー（本県での社会的養育を受けている子どもの意見
表明をサポート又は代弁する仕組み）の体制を整備する。

アドボキット（意見表明支援員）を養成し、児相相談所一時保護所や児童養護施設等に派遣する。県
弁護士会と連携し、権利侵害等に関するこどもの権利擁護体制を整備する。
また、児童養護施設の子どもや退所した若者に対して、権利を学ぶ機会の提供や団体活動支援を行
う。

7,039 家庭支援課

医療的ケア児等支援センター設置事
業

医療的ケア児等とその家族に係る多様な課題解消に向け、医療的
ケア児支援法に基づく「医療的ケア児支援センター」を設置するとと
もに、医療的ケア児者の在宅支援に係る人材の育成・確保等を総
合的に行い、地域で安心して生活できるための環境を整えること。

・相談業務（医療的ケア児や家族等の総合的な相談対応、ケアに関わる専門職、関係機関からの専
門相談支援）
・人材育成（医療的ケア児コーディネータ―や訪問看護師等の育成、フォローアップなど）
・関係機関との連携・調整
○総合窓口：博愛こども発達・在宅支援クリニック、東部窓口：鳥取県看護協会、中部窓口：中部療育
園

32,652 子ども発達支援課

【再掲】
きこえない・きこえにくい子どものサポー
トセンター設置事業

ー ー ー ー ー ー ー
子ども発達支援課

不登校対策事業 フリースクールを運営する民間事業者を支援し、不登校児童生徒
に対する教育の機会を確保するとともに、フリースクール等に通う児
童生徒の通所費用を支援して学びや成長を支える。

ガイドラインに沿ってフリースクールを設置運営する事業者に対して助成を行うとともに、児童生徒の授
業料等の助成を行う市町村に対して支援する。

57,603 教育学術課

官民連携によるフリースクール伴走支
援事業

県内フリースクールの伴走支援体制や不登校児童生徒の保護者
への情報提供・相談体制を構築し、不登校の子どもへの支援モデ
ルを創出する。

フリースクールの伴走支援を委託し、指導力の向上を図るとともに、県内の不登校支援施設情報を集
約したポータルサイトでの情報発信や、保護者からの通所相談や保護者同士が悩みや不安を相談し合
うオンラインコミュニティの設置を委託し、不登校の子どもや保護者への支援メニューを充実させる。

9,271 教育学術課

学校の諸課題未然防止･早期支援プロ
ジェクト

様々な教育的課題を包括的に捉え、スクールカウンセラー、スクー
ルソーシャルワーカー、関係機関等を活用した学校組織体制づくり
を指導・助言するスーパーバイザー(外部有識者）を配置し、学校や
市町村への直接支援を行うことで課題の未然防止や早期支援を強
化する。また、不登校、暴力行為をはじめとした問題行動など様々
な困難を抱える児童生徒を早期の段階で発見し、対応するため小
学校における支援を強化する。

アセスメントに重点を置いた学校や市町村への直接支援を強化するため、スーパーバイザー(外部有識
者）を配置し、支援会議に参加したり、校内研修の講師として派遣したりする。アセスメント以外の視点で
学校が抱える課題の未然防止・早期支援を図るとともに、教職員一人一人のスキルの向上と学校組織
による支援体制の更なる充実を目指す研修を支援する。小学校でのいじめや不登校等の早期対応及
び未然防止のため、小学校におけるスクールカウンセラーの配置時間を拡充する。校内サポート教室を
公立小学校に３校設置する。

3,800 生徒支援・教育相談
センター

不登校児童生徒のつながり・学び充実
推進事業

不登校児童生徒の居場所と学びの場を確保し、教室以外の場に居
場所を求めたり、学びたいと思ったりしたときに、安心できる居場所
や個別最適な学びにアクセスしやすくなる支援体制を整える。また、
全ての児童生徒の心のSOSを見逃さず、安心して学校生活を過ご
せるよう「チーム学校」による支援体制を強化する。

公立小学校２０校に学校生活適応支援員を配置する。公立小・中学校１３校に校内サポート教室を設
置する。全ての公立小・中学校において心理的援助ができるようスクールカウンセラーを配置する。不
登校の児童生徒へのICT等による自宅学習支援を実施する。高校生年代には、訪問支援・居場所支
援を実施する。

17,186 生徒支援・教育相談
センター

いじめ防止対策推進事業 いじめ防止対策の推進のため、関係機関・団体との連携、相談窓
口の充実、重大事態への対応、いじめ問題の解決にあたる学校等
への支援、児童生徒がいじめ問題について考える取組への支援等
を行う。

鳥取県いじめ・不登校対策連絡協議会の開催する。いじめ相談窓口を運営する。いじめ問題調査委員
会を設置する。子どもの悩みサポートチーム支援事業、児童生徒のいじめ問題への主体的な取組支
援、いじめ問題に関する行政説明会を実施する。

12,883 生徒支援・教育相談
センター

スクールソーシャルワーカー活用事業 学校や家庭、地域など児童生徒を取り巻く環境が複雑化しており、
それらの課題への対応充実を図るとともに、ヤングケアラーを含めた
家庭に課題や困難を抱える児童生徒に対する福祉的な支援につ
なげるため、市町村教育委員会へのスクールソーシャルワーカーの
配置を助成する。また、県主催の関係者との連絡協議会や資質向
上のための研修会を実施し、事業の充実を図る。

スクールソーシャルワーカーを配置する市町村への経費補助、スクールソーシャルワーカーの人材確保
及び資質向上を目的とした研修会を実施する。県主催の関係者との連絡協議会の開催、スクールソー
シャルワーカーを配置する市町村及び県立学校への巡回訪問を行う。

89,565 生徒支援・教育相談
センター

【再掲】
子どもたちを守るためのネットパトロール
事業

ー ー ー ー ー ー ー
生徒支援・教育相談
センター

教育相談事業 幼児児童生徒等の教育上の課題や、発達、障がい等に係る学習
上の困難や生活上の課題について、専門性を有する相談員及び専
門指導員や専門医が、本人や保護者らに対してきめ細かな支援を
行う。

本人・保護者・学校関係者等からの相談に指導主事、相談員、専門指導員及び専門医が応じ、個別
の状況やニーズに応じた助言・支援を行う。

2,251 生徒支援・教育相談
センター

学校への専門家派遣事業 学校での指導の充実を図るため、心や性に関する専門家を学校へ
派遣し、児童生徒の心や性の健康問題の課題解決を図り、学校で
の指導の充実を図る。

・心や性に関する健康問題に対して、専門家を学校へ派遣し、児童生徒の心身の健康問題への対応
及び支援を行い、学校で行う健康相談に対する支援体制の充実を図る。

1,014 体育保健課

児童生徒健康問題対策事業 近年の薬物情勢を踏まえた薬物乱用防止教育の重要性や進め方
を理解することを通して、教職員や学校薬剤師等の指導力の向上
を図る。

・薬物乱用防止教育研修会を開催する。
・県内の中学校と高等学校に、年1回の薬物乱用防止教室開催への働きかけを実施する。

25 体育保健課

とっとりふれあい家庭教育応援事業 すべての保護者が安心して子育て及び家庭教育が行えるよう、家
庭教育の支援や充実を図り、家庭の教育力向上を図る。

・家庭教育の支援充実を図り、家庭の教育力向上を図る取組を実施する。
・地域人材の育成及びネットワークの構築、啓発広報に取り組む。
・市町村が実施する親への学習機会の提供、「家庭教育支援チーム」による訪問型（届ける）家庭教育
支援の取組を促進する。
・家庭教育アドバイザー等の派遣

8,089 社会教育課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）いのちを育むための教育の推進　（４）児童虐待防止対策の充実
　（５）要保護児童・要支援家庭・子どもの貧困対策への取組の推進　（６）子どもの権利への取組の推進　（７）特別支援教育の充実　（８）青少年の健全な育成のための環境整備の推進
　（９）いじめ、暴力行為、不登校等へ対応の充実　（１０）体罰防止に向けた取組の充実
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 ４　子どもの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

地域学校協働活動推進事業 学校と地域の連携・協働体制を確立し、学校を核とした地域住民等
の参画や地域の特色を生かした事業（地域学校協働活動）を展開
することで、まち全体で地域の将来を担う子どもたちを育成するとと
もに、学校を核とした地域づくりを推進する。

・「鳥取県子どもの貧困対策推進計画」にもとづく教育の支援として、大学生や教員ＯＢなど地域住民の
協力による「地域未来塾」を開設する市町村に、学習環境を整備・保障する費用を助成する。

61,010 社会教育課

【再掲】
インターネットとの適切な接し方教育啓
発講師派遣事業

ー ー ー ー ー ー ー
社会教育課

幼児教育推進体制の充実・活用強化
事業

・「第４次鳥取県幼児教育振興プログラム」等を周知・活用し、幼稚
園・認定こども園・保育所等の教職員の指導力向上と小学校教育と
の連携・接続推進を図る。
・県幼児教育センターの拠点機能を強化し、市町村・私立園設置
者、小学校等における課題解決に向けた幼児教育及び小学校教
育現場の取組を支援する。

・幼児教育推進体制強化のために、保育・幼児教育専門員による園へのきめ細かな訪問支援、指導を
実施したり、幼保小接続アドバイザーの委嘱・派遣をし、円滑な接続をめざした取組を支援する。
・幼児教育理解推進・質向上のために、「第４次鳥取県幼児教育振興プログラム」等を周知・活用した
り、「鳥取県幼児教育推進研究協議会」を実施する。
・保育者の専門性向上のために幼稚園教諭・保育教諭・保育士等の研修会を実施する。
・幼保小接続をより推進するために、「幼保小の架け橋プログラム推進事業」や研修会等を実施する。

4,204 小中学校課

 ５　高齢者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

【再掲】
成年後見支援センター運営支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

孤独・孤立対策課

地域包括ケア推進支援事業 団塊の世代が75歳以上となる2025(令和７)年はもとより団塊ジュニ
ア世代が65歳以上を迎える2040年に向けて住み慣れた地域で暮
らし続けられる「地域包括ケアシステム」（住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供される地域づくり）の構築が市町村に求め
られている。県においては、市町村による「地域包括ケアシステム」
の構築・深化に向けて、市町村の取組を支援する。

・市町村等職員研修（階層別・テーマ別）の実施
・市町村等が行う取組へのリハビリテーション専門職やアドバイザー等の派遣
・市町村の個別/具体的な課題等に応じた伴走型による支援の実施
・市町村の地域包括ケア推進に向けた支援策等の検討/実施（地域包括ケア推進支援チームの設置）
・医療専門職や民間企業を活用した市町村取組支援事業の実施

33,437 長寿社会課

敬老意識の醸成 老人の日の記念行事として、百歳を迎える高齢者に対し、内閣総
理大臣からお祝い状及び記念品を贈呈し、その長寿を祝いかつ多
年にわたり社会の発展に寄与してきたことを感謝し、ひろく国民が高
齢者の福祉についての関心と理解を深め、かつ、高齢者が自らの生
活の向上に努める意欲を高めることを目的とする。
　長寿社会における生き方として、エイジレス・ライフを実践している
事例等を広く紹介し、高齢期を迎え、又はこれから迎えようとする国
民の参考に供する。

・「百歳以上高齢者」の報道発表
・積極的に社会参加活動を行っている高齢者やその団体を「エイジレス・ライフ実践者」及び社会参加
活動事例として事例発表及び高齢者の顕彰を実施

－

長寿社会課

認知症本人の社会参加支援、認知症
本人と家族の一体的支援（認知症サ
ポートプロジェクト事業）

「認知症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた国民一人一人が
その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の実現を目指し、認知症
の人やその家族の視点に立った総合的な取組を推進していく。

認知症本人の社会参画を推進し、その視点を施策や地域啓発へ反映させる。
・認知症本人ミーティングの開催
・認知症本人の啓発研修派遣
認知症の人と家族を支えるための体制強化等
・認知症コールセンターの運営（委託）
・認知症ピアサポート事業（委託）

10,389 長寿社会課

いきいき高齢者クラブ活動支援補助金 地域を支える高齢者の生きがいづくり・健康づくりを支援し、さらなる
地域活動の発展及び団体の育成強化を図るため、市町村及び県
老人クラブ連合会に補助する。

老人クラブが行う社会貢献活動や健康づくり等の各種事業に対する助成 35,432 長寿社会課

明るい長寿社会づくり推進事業 元気な高齢者のスポーツや文化活動を等の促進を図るため、高齢
者美術作品展の開催や、全国健康福祉祭（ねんりんピック）等への
派遣を行う。

高齢者の生きがいと健康づくりの推進
・スポーツ大会（ねんりんピックへの選手派遣、因伯ねんりんピックの開催）やシニア作品展の実施

28,360 長寿社会課

とっとりいきいきシニアバンク「生涯現
役」運営事業

資格、特技、技能を持つ高齢者の活動促進を図るため、高齢者の
人材バンク「とっとりいきいきシニアバンク」を運営し、活躍の場づくり
を行う。

高齢者が多様に活躍できる仕組みづくり
・とっとりいきいきシニアバンクの運営
・元気な高齢者の経験や技能を活かした企業の支援

14,325 長寿社会課

認知症医療体制の充実、認知症高齢
者介護制度人材の育成（認知症サ
ポートプロジェクト事業）

認知症専門医療の中核となる認知症疾患医療センターの運営及
び地域の認知症医療の対応や、早期発見、地域包括支援センター
等との連携を進めるため、医療関係者への研修等を開催し、認知
症医療に係る人材を育成する。また、認知症介護職員等を対象と
した各種研修会の開催、認知症地域支援推進員の人材を育成す
る。

○認知症医療体制の充実
・認知症専門医療の中核となる認知症疾患医療センターの運営（委託）
・かかりつけ医や看護師等、医療関係者に対する認知症対応力研修の実施（委託）
○認知症高齢者介護人材の育成
・介護職員に対する認知症の知識や技術向上のための研修を実施（委託）、研修への派遣
・認知症地域支援推進員となるための研修や認知症介護指導者となるための研修への派遣
・認知症重度化予防実践塾の実施（委託）

48,653 長寿社会課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）いのちを育むための教育の推進　（４）児童虐待防止対策の充実
　（５）要保護児童・要支援家庭・子どもの貧困対策への取組の推進　（６）子どもの権利への取組の推進　（７）特別支援教育の充実　（８）青少年の健全な育成のための環境整備の推進
　（９）いじめ、暴力行為、不登校等へ対応の充実　（１０）体罰防止に向けた取組の充実

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）社会参加・健康づくりの充実　（４）福祉サービスの質の向上　（５）暮らしやすいまちづくりの推進
　（６）認知症関連施策の充実　（７）高齢者虐待防止対策等の充実
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 ５　高齢者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

認知症になっても安心して暮らせる共
生社会（認知症サポートプロジェクト事
業）

「認知症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた国民一人一人が
その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の実現を目指し、認知症
の人やその家族の視点に立った総合的な取組を推進していく。

・認知症サポーター養成講座の開催（委託）
・認知症サポーターが中心となり地域で認知症の人と活動する「チームオレンジ」の設置支援（委託）
・認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトの養成
・認知症施策に係る関係機関との連携会議の開催
・多様な主体による連携強化を図る。
・広告による相談窓口等の広報
・認知症等高齢者の行方不明の防止を支援する。

6,337 長寿社会課

若年性認知症支援事業（認知症サ
ポートプロジェクト事業）

「認知症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた国民一人一人が
その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の実現を目指し、認知症
の人やその家族の視点に立った総合的な取組を推進していく。

・若年認知症サポートセンターを設置し、患者・家族の生活・医療相談や就労相談、社会活動支援を
実施（委託）
・若年性認知症の啓発のためのセミナー開催（委託）
・医療機関を受診後、早期に相談支援機関に繋げるため、認知症疾患医療センターと連携したピアサ
ポート事業の実施（委託）

8,130 長寿社会課

デジタルを活用した認知症予防啓発事
業（認知症サポートプロジェクト事業）
（R6認知症ケア支援体制）

「認知症基本法」を踏まえ、認知症の人を含めた国民一人一人が
その個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支
え合いながら共生する活力ある共生社会の実現を目指し、認知症
の人やその家族の視点に立った総合的な取組を推進していく。

・ICTを活用し、ライブ、オンデマンドによる認知症予防教室を実施（委託）
・老人クラブと連携して、「とっとり方式認知症予防プログラム」を全県に普及するため、R6に引き続きモ
デル地区を設置して継続的に取り入れられるような支援、フォローアップを行う。（委託）
・SNSを活用し、認知症やフレイル予防に役立つ情報をスマートフォン等に直接配信し効果的に情報の
発信を行う。また、地域型認知症疾患医療センターによる相談受付も実施。

16,915 長寿社会課

高齢者虐待防止推進事業 高齢者虐待防止法に基づき県内の高齢者虐待問題に適切に対応
するため、高齢者の権利擁護に対し様々な支援を行い、高齢者虐
待対応のための体制を整備する。

○地域における高齢者虐待防止の推進
・各市町村及び地域包括支援センターの高齢者虐待対応業務を支援するための研修実施（委託）
・成年後見ネットワーク鳥取・倉吉・米子による相談・助言業務の実施（委託）
○高齢者施設における高齢者虐待防止の推進
・介護職員や施設管理者を対象とした研修の実施

1,732 長寿社会課

福祉サービス利用者苦情解決事業 福祉サービスに対する利用者の意見や苦情を幅広く汲み上げ、
サービスの質の改善を図る。
　県の社会福祉協議会に設置された公正な第三者機関（運営適正
化委員会）が、当事者間（利用者及び事業者）で対応困難な福祉
サービスに関する苦情解決を図る。

・鳥取県社会福祉協議会が設置する運営適正化委員会の活動経費に対し助成する。 9,972 福祉監査指導課

鳥取県社会福祉・保健サービス評価事
業

　県が認証した評価機関が、事業所の提供する福祉サービスを評
価し、その結果を公表することにより、福祉サービスの質の向上と
サービス利用者への情報提供を図る。

・事業者の提供するサービスを評価する評価機関の認証、評価調査者の養成研修及び継続研修を実
施するとともに、指導監査等を通じた事業の普及を促進する。

1,178 福祉監査指導課

とっとり県民カレッジ講座の開催 県民の多様化・高度化する学習要求に応えるために、社会の様々
な教育機能との連携を図り、広く県民に公開された学習機会を提供
する。

市町村や高等教育機関等と連携し、地域づくりにつなげる講座等を開催する。また、講座について広く
県民に情報提供することにより県民に学ぶ機会を提供するとともに、講座の受講に応じて単位を認定す
ることで学習意欲向上を促す。

100 社会教育課

【再掲】
とっとりUD施設普及推進事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

就労支援 「働きたい」という意欲と能力を持つ高齢者のニーズに応じた就労支
援を実施する。

働く意欲のある高齢者の掘り起こしを行うとともに、就業支援員が、高齢求職者の働き方ニーズに応じた
伴走型支援を行うとともに、求人企業に対してはワークシェア等の新たな雇用形態の提案を行いマッチ
ングに向けた支援を行う。

ー
鳥取県立ハローワー
ク

 ６　外国人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

多文化共生推進事業 外国人が安心して訪問、生活できる多文化共生社会を推進してい
くため、外国人総合相談窓口や多文化共生サポーター制度の運
営、外国人受入企業及び地域住民への多文化共生理解の促進、
日本語教育体制整備等の取組を行う。

・多言語（英語、中国語、ベトナム語）対応の「外国人総合相談窓口」の運営。
・外国人の視点から多文化共生の取組を進めるため、多文化共生コーディネーターを配置。
・外国人住民と行政等との橋渡し役を務める鳥取県多文化共生サポーター制度の運営。
・全県的な日本語教育推進体制を整備するため、学習機会の確保充実、人材育成、関係機関との連
携等を実施。

37,185 交流推進課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

私立高等学校等ＪＥＴ－ＡＬＴ配置支
援事業

私立学校において外国語教育等の取組が継続して行われるように
支援する。

私立高等学校等における外国語指導助手（ＡＬＴ）の配置を支援し、私立学校等生徒の英語力の一層
の向上と国際舞台で活躍できる人材養成を図るため補助金を交付する。

10,350 教育学術課

外国語指導助手等充実事業（外国語
指導助手（ALT）配置）

グローバル化が進展した現代社会において必要となる外国語教育
の充実を図る。

・県立高校に語学指導等を行う外国語指導助手（ALT）27名を配置する。
・研修等をとおし、外国語指導助手の指導力向上を図り、国際理解教育の一層の推進を図る。

147,326
（ALT人件費含
む）

高等学校課

世界に羽ばたく人材育成事業 長期の海外留学により、多様な価値観や物事の捉え方などを学ぶ
機会を鳥取の高校生に提供することによって、今後の予測不能な
社会にあっても主体的に地域や世界の課題に向き合い、グローバル
な視点から課題解決を図ろうとする人材を育成する。

（1） スタンフォード大学が提供するオンラインプログラムの提供
（2） 留学に関する情報提供を行うための説明会の実施
（3） 長期留学に対する助成
（4） 各学校が企画する海外派遣プログラム参加者への補助金支援
（5） 海外で開催される交流事業に高校生等を派遣

25,112 高等学校課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）社会参加・健康づくりの充実　（４）福祉サービスの質の向上　（５）暮らしやすいまちづくりの推進
　（６）認知症関連施策の充実　（７）高齢者虐待防止対策等の充実

【施策の基本的方向】
　（１）暮らしやすいまちづくりの推進　（２）生活情報の提供の充実　（３）相談支援体制の充実　（４）教育・啓発の推進　（５）外国人児童生徒に対する教育の充実
　（６）外国人の社会参画の推進
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 ６　外国人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

県立学校裁量予算事業・高等学校教
育企画費（国際交流・海外研修旅行関
係）

学校長による独自性のある学校運営の実施を目的として、学校長
の裁量による予算執行を認め、学校の自立度の向上、生徒の状況
に応じた学校づくりを推進する。

（1） 海外研修旅行・2校（台湾2校）
（2） 海外交流校との学校間交流12校（韓国5校、台湾1校、アメリカ3校、中国2校、インドネシア1校、
シンガポール1校、ニュージーランド1校、ブラジル1校）※複数の国と交流する学校が3校
（3）その他2校（模擬国連への参加1校、大学留学生を講師に招いた事業1校

9,446 高等学校課

図書館国際交流事業 環日本海諸国との交流やさらなるグローバル化に伴う幅広い国際
交流や国際理解の促進を支援するために、環日本海交流室・国際
交流ライブラリーの機能を活かし、広く海外情報を収集・提供するこ
とに務める。

（1） 図書交換事業
　　　図書交換等に関する協定を結んでいる韓国・中国・モンゴルの図書館と資料、情報の交換を行う。
（2） 海外に関する資料収集整備・提供の促進
　　　特色ある資料収集と提供に努め、県民及び県内在住外国人への資料・情報提供の充実を図る。
（3） 海外に関する情報発信
　　　県民に広く海外諸国に関する情報を発信・提供することにより、海外諸国に親しんでもらう
（4） 語学・歴史・文化等学習支援事業
　　　多文化・異文化に理解を深めてもらうイベントを行う。また、外国人の利用促進を図る。

4,614 図書館

環日本海教育交流推進事業 環日本海諸国（大韓民国）との教員、児童生徒との交流促進を図
ることにより、国際感覚豊かな教員及び児童生徒を育成し国際理
解教育を推進するとともに、子どもたちの健全育成に向けた活動を
より一層発展させる。

鳥取県教育委員会と江原道教育庁が1995（平成7）年に締結した「姉妹結縁協定」に基づいて開始さ
れた韓国との教員交流の実績を基に、児童生徒及び教員の交流を行い、相互理解と友好を深めるとも
に、国際感覚豊かな児童生徒及び教員を育成する。令和7年度は、協定締結30周年記念事業とし
て、県教育長を団長とする計35名で訪問する。
【児童生徒及び教員等派遣】時期：（未定）、場所：韓国・江原道、人数：35名

3,256 小中学校課
高等学校課
教育総務課

外国人児童生徒等への日本語指導等
支援事業

母語での支援員や日本語指導支援員の活用による指導体制の構
築、多言語翻訳システム等ＩＣＴを活用した支援の充実など、多文
化共生社会の実現に向けた外国人児童生徒等への日本語指導を
含む教育の充実を図る。

外国人児童生徒等の学習環境を整備するため、授業等において母語での支援や日本語指導支援員
を配置するための経費を補助する。また、各市町村教委担当者、日本語支援等担当教員等との連絡
協議会を開催し、受入れや学習支援に係る情報交換や協議を行ったり有識者等による指導助言を受
けたりすることで、各自治体、学校現場での支援体制の充実を図る。

17,778 小中学校課
人権教育課

就労支援 「鳥取で働きたい」という意欲と能力を持つ外国人のニーズに応じた
就労支援を実施する。

就業支援員が、働く意欲のある外国人と、採用を希望する企業とのマッチング等、寄り添った支援を行
う。 ―

鳥取県立ハローワー
ク

 ７　感染症等病気にかかわる人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

ハンセン病問題対策事業 本県出身のハンセン病元患者やその家族の方々が安心して生活が
できるように支援するとともに、ハンセン病に起因する人権問題解決
のため、歴史の教訓を学び、正しい知識の普及啓発を行う。

①ハンセン病問題人権啓発事業
・.ハンセン病問題人権学習会
・ 県民交流事業
 ・ パネル展
②本県出身入所者支援事業
・ 療養所訪問事業
・ 里帰り支援事業
・ 伝統芸能派遣事業
③ハンセン病家族補償法支援事業 補償法に関する制度の周知と相談事業

1,429 健康政策課

難病対策事業 発病の原因が不明であるため、治療が困難で長期療養を要するこ
とから医療費負担が高額となる難病等について、その患者に対して
良質で適切な医療を提供するために医療費助成を行うとともに、療
養生活の質の維持向上を図る。

①難病等医療費助成事業
②難病患者地域支援対策推進事業
③在宅難病患者一時入院事業
④在宅人工呼吸器使用患者支援事業
⑤難病相談・支援センター、難病医療連絡協議会運営事業
⑥難病患者の生活支援充実
⑦啓発事業（難病フォーラムの開催）

1,055,710 健康政策課

感染症対策推進事業（エイズ予防対策
事業）

エイズ及び性感染症のまん延防止と早期発見・早期治療を推進す
るとともに、エイズ患者・HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者に対する
差別・偏見の解消を図る。

①正しい知識の普及啓発
・HIV検査普及週間（６月１日～７日）
・性感染症予防キャンペーン（７月～９月）
・世界エイズデー（１２月１日）
②検査・相談体制の充実
・HIV・性感染症検査・相談窓口の開設
・エイズカウンセラーの派遣
・検査・相談業務従事者育成のための研修派遣
③医療体制の充実
・エイズ診療従事者育成のための研修派遣
・エイズ相談・治療連絡会議の開催
・エイズ感染予防薬の整備

4,058 感染症対策センター

がん教育啓発研修会 より効果的ながん教育が実施されるよう、指導内容の充実と教職員
の正しい理解を図る。

・学校教職員等を対象に、学校におけるがん教育の理解と充実を図るため、研修会を開催する。 172 体育保健課

【施策の基本的方向】
　（１）暮らしやすいまちづくりの推進　（２）生活情報の提供の充実　（３）相談支援体制の充実　（４）教育・啓発の推進　（５）外国人児童生徒に対する教育の充実
　（６）外国人の社会参画の推進

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談支援体制の充実　（３）プライバシーに配慮した医療環境の整備　（４）ハンセン病回復者等への支援
　（５）HIV感染者、エイズ患者への支援　（６）難病患者等への支援　（７）新型コロナウイルス感染症に関する取組
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 ８　刑を終えて出所した人の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

鳥取県社会福祉事業包括支援事業 鳥取県内における犯罪の予防及び更生保護に関する事業の健全
な発達に寄与する。
矯正施設からの退所者を保護し、社会復帰する手助けをする。

犯罪や非行をした人への円滑な社会復帰のための支援や、再犯の防止等を目的として、更生保護活
動を行う団体の活動に要する経費の一部を助成。
・鳥取県更生保護観察協会
・鳥取県更生保護給産会

200 孤独・孤立対策課

鳥取県再犯防止推進事業 犯罪をした人が適切な福祉的支援等を受けることにより、社会を構
成する一員となるようにすることで、再び犯罪をすることを防止し、県
民が安全で安心して暮らせる地域づくりを行う。

＜鳥取県地域生活定着支援センター運営事業＞
高齢・障がいのため福祉的な支援を必要とする矯正施設出所（予定）者及び被疑者・被告人等につい
て、出所・釈放後直ちに福祉サービス等につなげるための調整や出所後の支援を実施
＜鳥取県再犯防止推進会議＞
課題や活動内容の情報共有、第２期鳥取県再犯防止推進計画の進捗管理等を行う「鳥取県再犯防
止推進会議」を開催。
＜保護司フォローアップ事業＞
地域生活定着支援センターの支援対象外の者、その家族等を対象とした、保護司による相談支援体
制を開始。
＜市町村に対する再犯防止推進支援事業＞
市町村担当者等対象の研修会、市町村等関係者・県との連携会議を開催。

34,187 孤独・孤立対策課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

就労支援 専門就業支援員を配置して、刑務所出所者等に対する就労相談
等を実施する。

専門就業支援員が、受刑者に対する職業講話等を行い就業感の醸成を図るとともに刑務所出所者等
への職業相談、職業紹介等の就労支援や就職後の職場定着まで継続した支援を行う。 ー

鳥取県立ハローワー
ク

 ９　犯罪被害者等の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

犯罪被害者及びその家族の人権問題
についての啓発

犯罪被害者等の実情や支援の必要性等について広く県民の理解を
促進する。

消費生活センターが県内大学等の高等教育機関と連携して正規授業として実施する消費者教育連続
講座「とっとり消費者大学くらしの経済・法律講座」において、学生及び県民に対して「犯罪被害者とその
家族への支援」をテーマにした講座を開催予定。

1,414 消費生活センター

犯罪被害者寄り添い支援事業 犯罪被害者に被害直後から寄り添い、中・長期にわたって民間支
援団体とも連携して、きめ細かな支援を行い、再び平穏な生活を営
めるよう、被害からの早期回復の実現等を図る

犯罪被害者支援に特化した専門組織を設置し、総合相談窓口を開設するとともに、経済的支援等を提
供
関係機関・団体との連携・協力の推進

59,653 くらしの安心推進課
警察本部広報県民
課

犯罪被害者寄り添い支援事業
（理解増進のための啓発等）

教育活動や啓発の機会を通じて、犯罪被害者等の人権が尊重さ
れ、名誉や生活の平穏が害されることなく、安心して地域で暮らせる
よう、県民等の理解を促進する。

犯罪被害者等支援に関する広報、理解促進のための啓発、ボランティアの育成支援等を行う。 59,653 くらしの安心推進課
警察本部広報県民
課

性暴力に係る啓発事業費 男性、女性、子ども等への性暴力に関して、関係部局による対策
チームを通じた情報共有を図るとともに、チーム等での議論を踏ま
えて、性暴力の防止に向けて啓発・広報、相談・支援に取り組む。

・男性への性被害等も含めた性暴力に対する対応などについて学ぶための講演会等を年２回程度開催
する。

1,912 人権・同和対策課

 １０　性的マイノリティの人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

人権学習講師派遣事業（多様な性の
あり方について学ぶ学習会）

・児童生徒が多様な性のあり方について学習することを通して、互い
の個性を尊重し、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること
ができるために必要な資質・能力の育成を図る。
・教職員が多様な性のあり方について理解を深めることを通して、す
べての児童生徒が自らの大切さを認められていることを実感できる
ような環境づくりを行うための人権意識の向上を図る。

・多様な性のあり方と人権をテーマとし、性的マイノリティの人権保障に取り組んでいる方を講師として派
遣する。
・実施校は、人権学習会までに「性的マイノリティの人権」をテーマとする教職員研修を実施する。研修
講師が必要な場合は、人権教育課の指導主事等を講師として派遣する。

769 人権教育課

多様な性を認め合う社会づくり推進事
業

多様な性を認め合い、誰もが自分らしく生きることができる社会づくり
を進める

「多様な性を認め合う社会づくり講演会」を開催し、性的マイノリティの方々の生きづらさ及びアウティング
の危険性に対する理解と、共に寄り添い生きることの重要性を発信する。
県内企業や地域で開催される研修会等に講師を派遣し、性の多様性に関する理解促進を図る。
また、相談員の人材育成及び当事者が気軽に立ち寄ることのできる居場所づくりとしての「コミュニティス
ペース」の提供に引き続き取り組み、相談支援の充実を図る。

3,581 人権・同和対策課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談・支援の充実　（３）諸課題についての対応

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談・支援の充実

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）相談・支援の充実
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 １１　生活困難者の人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

生活困窮者総合支援事業  生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティ
ネット」を構築するとともに、生活困窮者の経済的自立のみならず、
日常生活や社会生活などにおける本人の状態に応じた自立を総合
的に支援する。また、市町村が行う生活困窮者の自立に向けた支
援を県がサポートし生活困窮者の生活再建を図る。

【生活困窮者を支える市町村の支援体制の充実】
市町村に対して、生活困窮者自立支援制度に関する後方支援（養成研修・現任研修の実施、関係機
関とのネットワーク形成等）を行う。
【生活困窮者に対する支援】
・法に基づき、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第２のセーフティネット」を構築し、本人の
状態に応じた自立支援や地域ネットワークの構築による包括的な支援を実施する。
・家計管理に関するセミナー等による困窮の未然防止、就労支援員による被保護者に対する就労支
援、見舞金の支給、中間的就労支援による就労困難者等の就労に向けた段階的な機会の提供等を
併せて実施することにより、生活困窮者の自立を総合的に支援する。
・生活困窮者支援を行う社会福祉法人やNPO法人について、支援ニーズの高まりによる事務量の増加
に対して一定の活動経費への支援を実施する。

75,577 孤独・孤立対策課

官民連携による孤独・孤立対策支援事
業（R6孤独・孤立対策官民連携推進
事業）

鳥取県孤独・孤立を防ぐ温もりのある支え愛社会づくり推進条例に
基づき、「孤独・孤立対策官民連携プラットフォーム」を軸とした孤
独・孤立対策を展開する。

・令和４年に設置した孤独・孤立に関する様々な相談の総合的窓口である「生活困りごと相談窓口」の
運営
・本人及び家族・援助者の支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査
審議し、施策の実施状況を検証するため「孤独・孤立を防ぐ温もりのある社会づくり審議会」を設置す
る。
・孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを設置し、広報活動等に補助を行う
・ピアサポート団体へ活動の補助を行う

26,329 孤独・孤立対策課

育英奨学事業 大学・高等学校等に進学する者のうち、経済的理由により修学が困
難である者に対し奨学資金を貸与して有用な人材を育成する。

県内に住所を有する者の子等で、大学・高等学校等に進学する者のうち、経済的理由により修学が困
難である者に対し奨学資金を貸与する。

874,984 人権教育課

高校生等奨学給付金事業 高校生等が高等学校等及び高等学校専攻科において教育を受け
ることに係る保護者等の経済的負担の軽減を図り、もって教育の機
会均等に寄与することを目的とする。

授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯の生徒に対して奨学のための給付金を給付す
る。

232,114 人権教育課

県育英会助成事業 都会で学ぶ鳥取県出身の大学生等の生活を援助するため、公益
財団法人鳥取県育英会が運営する鳥取県学生寮を適正に管理・
運営することを目的に、補助金を交付する。

公益財団法人鳥取県育英会が運営する東京学生寮の人件費及び給食委託料、営繕等の一部を補
助する。

39,808 人権教育課

【再掲】
住宅セーフティネット支援事業 ー ー ー ー ー ー ー

住宅政策課

 １２　様々な人権

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（国民のつどいの開催）

拉致問題に対する県民の関心を高めるとともに、被害者及び家族
への支援の必要性についての理解を促進する

基調講演、拉致被害者ご家族の訴えを内容とする国民のつどいを１1月に米子市で開催する。
会場で拉致問題啓発パネルの展示を行う。

1,144 人権・同和対策課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（拉致問題人権学習会の開催）
人権学習講師派遣事業

学校・地域等と連携・協力して、拉致被害者及び御家族への支援
の必要性についての人権学習を実施することにより、もって、拉致問
題の早期全面解決に向けた県民理解の促進を図ることを目的とす
る。

拉致問題をテーマとして拉致被害者御家族を招いた人権学習会を学校や地域公民館等で開催する。 272 人権・同和対策課
人権教育課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（拉致問題啓発ＤＶＤ上映会）

拉致問題を全県の問題として捉え、広く県民に理解していただき、
解決に向けた機運を高めること

多くの人が集まるショッピングセンターやイベント会場などで、ＤＶＤ「アニメめぐみ」や本県拉致被害者の
松本京子さんの御家族や友人のメッセージ動画を上映し、県民に広く拉致問題への関心を高める。

697 人権・同和対策課

北朝鮮による拉致被害者等帰国支援
事業（拉致被害者等帰国時支援）

本県出身の拉致被害者等の帰国に備えて関係市町と連携し、支
援体制を構築するとともに、拉致被害者帰国時等の支援及び帰郷
後の生活支援を行う。

拉致被害者の帰国に係る支援本部構築による機関ごとの体制整備及び生活再建のための支援（生活
相談、社会適応支援、健康保健支援、住居・就労・教育等）内容や手順について、関係機関で共有・
確認する。

9,159 人権・同和対策課

【施策の基本的方向】
　（１）教育・啓発の推進　（２）生活困難者への自立支援　（３）生活困難者への就労支援　（４）新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた生活困難者への支援
　（５）地域共生社会の実現に向けた包括的な支援体制整備の推進

【取組】
　・「拉致問題の早期解決を願う国民のつどい」、出前学習会、パネル展示など様々な啓発の展開
　・国へ対する要望活動

（１）北朝鮮当局によって拉致された被害者等
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①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

災害時における福祉支援機能強化事
業

災害発生後に避難所等で、介護や相談、サービス利用の調整など
の福祉的支援を行う災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）を派遣するた
め、研修を実施してチーム員を養成するとともに、要員を確保する
ためチーム員の所属する施設が派遣できる体制を整えるための支
援を行う。

 鳥取県社会福祉協議会に委託して設置している鳥取県災害福祉支援センターにより、主に次の業務
を行う。
 ① 研修・活動訓練等
 ・基礎研修を2回、ステップアップ研修等を4回と、先遣隊要員等に向けたコーディネーター研修を1回
実施する。
 ・市町村等の総合防災訓練への参加、自主企画訓練及び当事者団体との訓練により実践的な訓練を
行う。
 ② 体制強化等
・DWATを含む災害時の福祉支援活動の強化に向け、協定締結団体等の拡充のため、説明会を実施
する。

19,088 福祉保健課

大規模災害対応TKB２４プロジェクト 　能登半島地震や南海トラフ地震のような大規模災害の発生に備
え、避難所の環境整備と多数の避難者の受入体制整備について市
町村を交えて検討するとともに、必要な資機材を先行的に整備す
る。

速やかに良好な避難所環境を確保するため、人員体制や各種資機材の保管・運用体制等について、
市町村を交えて検討すると共に、住民等が主体となった避難所開設等に中心的な役割を果たす「避難
所サポーター」を養成する。

58,792 危機管理政策課

災害対策本部防災ＤＸ機能強化事業
（危機管理情報発信機能強化事業）
（R6危機管理情報発信機能強化事業
（防災アプリ運用））

災害時等において、防災・危機管理等に関する情報を的確かつ迅
速に提供し、県民の安全・安心につなげるとともに、災害等による被
害の軽減を図る。

　危機管理関係情報をコンパクトにまとめた鳥取県防災アプリ「あんしんトリピーなび」を運用し情報発
信。外国人観光客や外国人居住者等へも情報が行き届くよう多言語による発信を行っている。

5,268 危機対策・情報課

支え愛マップ作成推進事業 地域住民が支え愛マップづくりを通して、地域課題を共有し、平時の
要配慮者（高齢者、障がい者、妊
婦など）の見守り活動等を充実させながら、災害時の避難支援の体
制を構築する。

　住民組織による、支え愛マップの作成・更新、避難訓練、見守り活動等の地域防災活動を支援しなが
ら、共助による要配慮者（避難行動要支援者）の避難支援体制を確立する。

6,929 消防防災課

地域防災リーダー養成・連携促進事業 鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、住民主体の防災活動を強化す
るため、地域防災リーダーの担い手と
なりうる防災士の養成や地域防災リーダーのスキルアップに取り組
み、地域防災力の向上を図る。

　日常の避難訓練の企画、ハザード点検等の地域防災活動を行い、被災時には、要配慮者の避難を
支援できる人材を育成するために、防災士養成研修及び地域防災リーダースキルアップ研修を実施す
る。

8,842 消防防災課

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

差別と偏見のない社会づくり推進費（県
民企画による人権啓発事業／人権尊
重の社会づくり啓発活動支援補助金）

人権が尊重される社会づくりを推進するため、県内の団体が実施す
る人権啓発活動の取組を支援する。

県民企画による人権に関する啓発活動（委託事業）や人権尊重の社会づくり啓発活動支援補助金（補
助事業）において、アイヌの人々の人権に係る応募があった場合、県民の発想と行動力を活用した効果
的な人権啓発となるよう支援を行う。

1,300 人権・同和対策課

①事業名 ②事業の目的 ③事業内容
④予算額
（千円）

⑤R6年度実施状況
⑥R6年度

評価
⑦次年度への課題 ⑧課題への取組 ⑨担当課

ひきこもり支援推進事業 ８０５０問題といったひきこもり問題の解決に向けた取組を推進する
ための体制を整備し、ひきこもりの状態にある本人や家族等を支援
することにより、ひきこもりの状態にある本人の自立を促進し、本人
及び家族等の福祉の増進を図る。

①とっとりひきこもり生活支援センターの設置
・相談支援
・職場体験事業
・ひきこもりサポーター養成講座の開催
・ひきこもり問題を考えるフォーラムの開催
・職場体験事業終了後の支援
・市町村等への後方支援　など
②オンラインによるひきこもり家族教室の実施
③家族教室・精神科医師の専門相談事業

50,444 孤独・孤立対策課

若者サポートステーション運営事業 他者とのコミュニケーションがうまく取れない若者、人間関係の悩み
を抱える若者等、通常の就職相談だけでは就職が困難な若者の就
業意欲・就職率の向上を図る。

「鳥取県地域若者サポートステーション」を運営し、一定期間無業の状態にある若年者を対象とした総
合相談（キャリア形成支援、心理カウンセリング）、職業意識啓発等を行う。

23,958 鳥取県立ハローワー
ク

（3）アイヌの人々の人権

【取組】
　・要配慮者（※）の避難支援　※高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要する者。

　・男女共同参画の視点の導入

【取組】
　・とっとりひきこもり生活支援センターの設置
　・就労のための自立支援の実施

（4）ひきこもりの状態にある人の人権

【取組】
　・アイヌの人々に対する理解と認識を深化
　・偏見や差別の解消をめざして啓発活動を推進

（２）災害被害者等の人権
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令和６年度差別事象検討小委員会の概要  

 

差別事象への対応の検討を進めるため、平成23年12月に鳥取県人権尊重の社会づくり協議会の小委員会と

して、差別事象検討小委員会を設置しています。 

１ 差別事象検討小委員会について 

（１）目  的：鳥取県内で発生した同和問題など人権に係る差別事象の正確な実態把握と原因や背景の分析及

び対応策並びに今後の効果的な啓発方法の検討を行う。 

（２）位置づけ：人権課題について広くかつ専門的に議論いただいている鳥取県人権尊重の社会づくり協議会(審

議会)の小委員会と位置づける。 

（３）委  員：近年の新たな人権問題であるインターネット上の人権問題に詳しい委員や、現場に密着した法

律家、活動の実践者や有識者で構成するとともに、活動に機動性を持たせるため、26名の協議

会委員のうちの一部の委員で組織する。 

  〇令和５年度及び６年度委員 

   北村秀徳会長、池谷千恵委員、神庭誠委員、中井浩委員、松田博明委員、山本真輝委員 

（４）そ の 他：検討結果を上部の組織である協議会へ報告する。 

 

２ 令和６年度の開催概要 

第１回差別事象検討小委員会 

【日 時】 令和７年１月７日（火） 午後１時３０分から３時まで 

【場 所】 県庁第二庁舎 第２０会議室 

 

 

議事 県内で発生している差別事象について 

〇高齢者福祉施設での部落差別発言 

 施設入所者Ａさん（認知症の疑いがある）が大きな声で歌っていると、同施設入所者であるＢさんから注意を

された。Ａさんは注意をされたことに腹を立て、「この同和が」と発言した。 

 

【主な意見】 

・日常的に入所者同士で被差別部落出身の人を教えあっていることが確認されたことか 

ら、入所者を対象とした人権研修だけでなく、全ての施設職員が問題発言だと気づき、適切な対応がとれるよう

な人権意識を高める職員研修の充実・実施が必要である。 

・差別された方の気持ちをロールプレイングやケーススタディを用いて、自分の身近で起こったときに自分はど

うするのかを考える。そういった研修こそ大事ではないか。 

 

〇人権・同和問題講演会アンケートへの賤称語の記載 

 県主催の人権・同和問題講演会の参加者に対するアンケート（無記名）の回答に、賤称語が記載されているの

を県人権・同和対策課職員が発見した。内容は「部落差別問題に関し、今後聞いてみたい講演の内容又は講師が

あればお書きください」の設問に、『表題（人権・同和問題講演会アンケート）が「同和」ではなく「○○○○」

でしょ』と賤称語が記載されていた。 

 

【主な意見】 

・人権意識調査からは同和問題（部落差別）に対する差別意識が今なお存在しているとのことだが、30年ほど前、

懇親会の中でお年寄りが「自分たちがいなくなれば部落差別はなくなる」と言うのを聞いたことがある。今ネッ

ト上に出てきている部落差別は高齢者の課題ではなくて、むしろ部落差別を知らない若年層の課題。こういった

若者が容易にネット上の部落差別を目にして認識が変わることが危惧される。 

・人権課題が多様化する中で、学校での同和問題学習の時間数が少なくなってきたんじゃないかということも聞

くので、次回の鳥取県人権意識調査の結果を見て、課題を浮き彫りにしていく必要がある。 

・差別意識をなくすためには、研修・啓発活動の継続が必要である。 
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〇町議会議長宛に送られた差別投書 

 乙町議会議長宛に送られた郵便物を議会事務局職員が開封したところ「町の防災マップに同和地区を色分けし、

誰が見ても分かるようにしてほしい」、「私の家系には同和は入れたくない。町も土地の売買に役に立つと思い

ます。議会で検討してみて下さい。」等と書かれていた。手紙は差出人が無記名であった。 

 

【主な意見】 

・このような事象を取り上げて学習や啓発で活用する場合に、対象者を担当職員とか限られた方にするのか、広

く町民にするのか検討が必要。また、教材化する場合は事実そのものではなく、ねらいや視点等に沿った学習資

料、啓発資料を作成しなければならない。関係者でどのような資料にするか、展開例や発問などをよく検討する

必要がある。 

・今までは部落差別なんてと言っていたのが、ちょうど子どもが結婚にかかる２０代ぐらいになって、部落問題

に関する意識が変わる年代がある。他人事で考えていたところから急に自分の身内の結婚話で自分事になったと

きにどう思うか。ここで突き崩されない認識を育てていくことが必要。 



第６回鳥取県人権意識調査等概要について 

１ 目的 
今後求められる人権施策の方向性を把握するため、人権に対する県民意識の変化、新たな人権問題に関する

県民の認識等について調査・分析し、「鳥取県人権施策基本方針」の改訂に活かすとともに、教育・啓発活動な
ど具体的な人権施策に反映させるための基礎資料とする。 

鳥取県人権意識調査 鳥取県人権施策基本方針 

平成 ９年８月 第１回調査実施 平成 ９年 ４月 策定 

平成17年２月 第２回調査実施 平成16年 ３月 第１次改訂 

平成23年２月 第３回調査実施 平成22年11月 第２次改訂 

平成26年５月 第４回調査実施 平成28年 ９月 第３次改訂 

令和 ２年５月 第５回調査実施 令和４年  ２月 第４次改訂 

令和 ７年５月 第６回調査実施 令和８年度(予定)  第５次改訂 

 
２ 調査内容 
（１）調査内容  別添調査票のとおり 

（２）項 目 数  ２１項目 

（３）調査対象  県内在住の１６歳以上の者 ３，０００名 

 
３ 人権意識調査実施検討小委員会 
（１）概 要 調査内容及び結果の分析に専門的な見地からの意見を反映するため、人権教育・啓発に関する学

識経験者等で構成する「人権意識調査実施検討小委員会」を、人権尊重の社会づくり協議会の小
委員会として設置。（R6.5月～） 

（２）委員数 ５名 
（３）任 期 委員会設立（R6第1回協議会承認）から人権意識調査完了（報告書作成）までの約２年間 
○令和６年度委員 

  北村秀徳会長、松田博明委員、景下明美委員、渡部一恵委員、石山雄貴委員 
（４）令和６年度開催概要 

時期 協議内容 

令和６年７月１６日 第１回：人権意識調査の実施内容（調査対象者の範囲、調査項目）について 

１０月１６日 第２回：人権意識調査の実施内容（設問文、選択肢等）について 

１２月２５日 第３回：人権意識調査の実施内容（設問文、選択肢等）について 
 

○鳥取県人権尊重の社会づくり協議会規則（平成８年規則第56 号） 
（小委員会） 
第４条 協議会に、専門の事項を調査検討させるため必要があるときは、小委員会を置くことができる。 
２ 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。 
３ 前２条の規定は、小委員会に準用する。 
（意見の聴取） 
第５条 協議会及び小委員会は、必要があると認めるときは、議事に関し専門的な知識を有する者に対して、出席を求めて
意見を聴き、又は意見書の提出を求めることができる。 

 

４ 年間スケジュール（令和７年度） 

時期 意識調査 鳥取県人権尊重の社会づくり協議会 人権意識調査実施検討小委員会 

Ｒ７年５月 5/20～6/23 
調査実施 

令和７年度第１回社会づくり協議会  

   ６月   

   ８月 8月末 
暫定集計 

  

９月 内容の分析  第１回検討委員会 

１１月  第２回検討委員会 

Ｒ８年１月  第３回検討委員会 

２月  令和７年度第２回社会づくり協議会 
・調査の分析結果の報告 

 

３月 結果公表   
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人権尊重の社会づくり相談ネットワークの運用状況について（速報値） 

 

令和７年５月２９日

人 権 ・ 同 和 対 策 課 

 

人権問題を救済する観点から、県では平成２１年から人権尊重の社会づくり相談ネットワークとして県

内３カ所で相談窓口を設置しているところですが、令和６年度の運用状況を、以下のとおり報告します。 

（「同和問題・部落差別相談窓口」「障がい者差別解消相談支援センター」「こどもいじめ人権相談窓口」

「LGBTQ寄り添い電話相談」を含みます。） 

 

１ 人権相談 

（１）相談件数・・１，３３２件（前年度１，１８２件） 

                                      （令和6.4.1～7.3.31） 

① 受付機関別               ②相談形態別    

設  置   箇   所 R6 R5   R6 R5 

人権尊重社会推進局 651 664  面接 69     67 

中部県民福祉局 307 240 電話 1,250  1,105 

西部県民福祉局 374 278 封書等 13     10 

計 1,332   1,182  計 1,332  1,182 

 

（２）対応分野（複数計上）：労働者５８０件、病気の人５４４件、障がい者４２９件、同和３件 等

（３）専門相談件数：４件（弁護士）(前年度 ４件：弁護士) 

 

２ こどもいじめ人権相談 

いじめが全国的に問題になっていることを受け、平成２４年９月２１日に人権尊重社会推進局に「こども

いじめ人権相談窓口」を開設し、子どものいじめに係る相談に対応しています。 

（１）設置箇所：人権尊重社会推進局 

（２）電話相談：２４時間対応、メール相談：２４時間受付（独立した電話回線、メールアドレスで運用） 

（３）相談件数：１６件（前年度２２件 人権相談件数の内数） 

（４）対応事例 

 学校内のいじめについて、学校の対応に不満がある保護者からの相談。いじめ防止対策推進法に基   

づく学校や教育委員会の対応について説明するとともに、場合によっては当局としてケース会議を

招集するなど具体的な提案・助言を行い、保護者と学校側の話し合いが円滑となった。 

 

３ LGBTQ寄り添い電話相談 

当事者やそのご家族、友人の悩みや思いに寄り添った相談窓口を令和４年度に開設し、相談を受け付

けています。 

（１）設置箇所：人権尊重社会推進局 

（２）電話相談：毎月第１・３水曜日（１８時～２０時）第２・４土曜日（１５時～１７時） 

（３）相談件数：１０件（前年度１４件 人権相談件数の内数） 

（４）対応事例 

自分と同じような悩みを抱えている人はどうしているのか話がしてみたいとの相談があり、県内

で運営しているコミュニティスペースを紹介。相談者はこのスペースへの参加により自らの悩みに

対する支援の場に繋がりを持つことができた。 

資 料 ６ 


